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Ａ．研究目的 

ニホンジカとイノシシの生息数が過去 30 年

間にそれぞれ 9倍、3.5倍と急速に増加し、

被害額として数字に表れる以上に農山漁村に

深刻な影響を及ぼしている。わが国では捕獲

鳥獣の利活用の推進を図るため、鳥獣被害防

止特措法の改正(H28年)、食品衛生法の一部

改正(H30年)を行ったほか、R2年には「野生

鳥獣肉の衛生管理に関する指針」を一部改正

し、一般衛生管理措置に加え、1) 解体処理

施設等での HACCPの考え方を取り入れた衛生

管理、2）取扱者の体調管理と野生鳥獣由来

感染症対策、3）屋外で内臓摘出する場合の

衛生管理措置、4）野生鳥獣肉の消費時にお

ける衛生的取扱等を明示し、これ迄以上に、

捕獲・処理・加工・調理・消費の各段階で科

学的根拠に基づいた狩猟/捕獲者・処理者・

調理従事者・消費者の安全性確保（人獣共通

感染症/食中毒のリスク）と衛生管理に関す

る知見の一層の蓄積が求められている。捕獲

頭数増加に伴い H29年から H30年には全国の

野生鳥獣肉処理施設が 630から 682施設に増

える中、実態に即した適切な衛生管理の普及

と処理技術を有する狩猟者及び関連施設事業

者の養成と平準化は喫緊の課題である。本研

究では、１）野生鳥獣が保有する食中毒の病

因物質並びに血液等を介する病原体の汚染状

況と異常個体・臓器の病理学的検索に関する

研究、２）HACCPの考え方を取り入れた衛生

管理の確立に向け、処理施設での工程毎に健

康被害に繋がる恐れのある原因調査と汚染防

止・低減に関する研究、３）食品製造や調理

段階での食品リスク軽減に関する研究を実施

する。本研究班は細菌・ウイルス・寄生虫感

研究要旨： 

本研究では、野生鳥獣が保有する食中毒の病因物質並びに血液等を介する病原体の汚染状

況と異常個体・臓器の病理学的検索に関する研究として、①野生鳥獣が保有する病原体

（ウイルス）の汚染状況に関する研究、②野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況と薬

剤耐性に関する研究、③野生鳥獣が保有する病原体（寄生虫）の汚染状況に関する研究、

④異常個体の病理組織学的検索とカラーアトラスの充実、HACCPの考え方を取り入れた衛

生管理の確立に向け、処理施設での工程毎に健康被害に繋がる恐れのある原因調査と汚染

防止・低減に関する研究として、⑤処理施設における解体処理工程での微生物汚染防止に

関する研究、食品製造や調理段階での食品リスク軽減に関する研究として、⑥食品製造や

調理段階における食品リスクの軽減に関する研究を実施し、それぞれ成果を得た。また、

得られた成果を、カラーアトラス、感染症対策資料としてまとめ、関係者に情報提供する

とともに、シンポジウム・講演会・研修会等で情報提供とともに対策の重要性を伝えた。 
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染症と病理学、公衆衛生学、食中毒の専門家

から構成され、全国の関係自治体・団体を含

めた研究協力者の支援を得て、３年間で、1)

イノシシとシカにおける病原体汚染状況、並

びに抗体保有状況調査、２）狩猟・捕獲・解

体の際に発生する様々な食中毒・人獣共通感

染症（主に寄生虫）並びに異常個体の探知に

資するカラーアトラスの作成、３) 解体処理

施設の衛生実態調査並びに衛生管理手法の平

準化に必要な事項の整理と改善策の検証、

４) 食品製造加工・調理段階での衛生管理実

態の把握並びに危害工程の抽出と多彩な調理

法に伴う微生物消長を定量的に検証する。本

研究成果は野生鳥獣由来食肉における病原体

汚染の実態調査等を通じ、その危害防止のた

めの知見を収集し、HACCP 制度化に対応した

衛生管理手法の確立に資する情報を提供す

る。 

 

Ｂ．研究方法 

令和 5 年度は、高井を中心に全員でジビエ関

係者向けのシンポジウムを企画し、野生獣肉

に関わる知識の普及啓発を実施する。 

 

①野生鳥獣が保有する病原体（ウイルス）の

汚染状況に関する研究 

１）本申請研究では、各地域に蔓延している

ウイルスの遺伝子配列を明らかにして、各地

域のイノシシで流行している HEVを特定す

る。これにより、全国規模で有効する豚由来

HEV と地域性のあるイノシシ由来 HEVの判別

が不可能であったが、イノシシ肉に由来する

HEV 感染患者を推定することが可能になる。

令和 5年度は血清ではなく回収が容易な糞便

からの遺伝子検出に重点を置く。 

血清疫学調査に関しては、多くの地域では

HEV 抗体陽性率が安定している傾向があるも

のの、一部地域において拡大傾向が推測され

ている。拡大傾向が認められる地域で HEV の

蔓延状況を精査する。令和 5年度は和歌山県

のイノシシにおける HEV 感染状況を精査す

る。 

２）狩猟者および鳥獣肉を取扱者の感染症対

策： 

狩猟者および鳥獣肉取扱者は動物の血液と

接触し感染するリスクが高い。狩猟獣の血液

中に存在する E 型肝炎ウイルス、SFTS ウイル

ス、リケッチア等の病原体保有状況を明らか

にすることにより、狩猟者および取扱者への

注意喚起のための資料を作成する。つい最近、

COVID-19 の感染実験によりオジロジカが感受

性動物であることが報告された。採取したシ

カ血清を用いCOVID-19に対する中和試験を実

施する。令和 5 年度は狩猟者への注意喚起の

ための資料を作成する。 

 

②野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況

と薬剤耐性に関する研究 

野生鳥獣由来食肉による食中毒発生を防止

するためには、食中毒細菌の野生鳥獣におけ

る汚染、及び処理・加工段階での汚染、それぞ

れの過程における状況の汚染状況の把握が重

要である。本申請研究では、野生鳥獣の糞便や

市場流通後の野生鳥獣由来食肉から黄色ブド

ウ球菌並びに CRE の分離を行う。また、それ

ら分離菌株の分子疫学・ゲノム構造解析を実

施し、野生鳥獣で流行する遺伝子型・毒素型を

特定するとともに、新規毒素・耐性因子の同定

や機能解析及びその検出系の確立を試みる。 

令和 5年度（予定）：市場流通野生鳥獣由来

食肉の汚染調査並びに分離菌株のゲノム解析

を継続的に行い、これらの分離菌株の野生鳥

獣における存在とそのヒトの健康に対する直

接的影響を評価する情報を蓄積する。また、全

ゲノム解析から新たな病原性候補遺伝子が見

つかった場合、その機能解析を実施する。 

また、狩猟・運搬・処理・解体の際に、野生

鳥獣の血液や外部寄生虫（特にマダニ）を介す

る感染症予防のため、コクシエラ、リケッチア、

アナプラズマなどの人獣共通細菌の保有調査

を行う。血液・臓器および付着マダニから、病

原体遺伝子の検出により保有率および保有菌

種を調査する。海外では、野生のシカ科動物か

らコクシエラやアナプラズマが検出され、ヒ

トへの感染源・感染経路として注視されてい

る。国内では近年の情報が更新されておらず

新たな調査が必要である。これらの細菌は編

性細胞内寄生性であり宿主特異性が高いこと

から分離が困難であるが、本研究では実験動

物を用いた分離試験を試みる。 

令和 5 年度（予定）：令和 3〜4 年度に検出

された細菌種について、種の特定と病原性に
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関する検討を行う。動物種の壁を超えて感染

が成立するならば人獣共通感染症となる可能

性が示唆されるため、分離培養試験も兼ねた

実験動物への感染試験を行う。これらの結果

から、野生動物から検出された細菌が動物の

感染症であるのか、人獣共通感染症であるの

か明らかにする。国内の野生動物におけるコ

クシエラ、リケッチア、アナプラズマ保有状況

について情報をアップデートし、これらの感

染症の啓発に役立てる。 

 

③野生鳥獣が保有する病原体（寄生虫）の汚

染状況に関する研究 

レセプトデータの検索により、我々が原因

種の特定に関与したクマ肉喫食による旋毛虫

食中毒事例（集団感染を起こした 3事例）が

漏れなく収載されており、それ以外の旋毛虫

食中毒事例は確認されないことが分かった。

従ってレセプトデータの検索は、ジビエ喫食

に関連する寄生虫感染の探索にも有用と考察

された。肺吸虫症もレセプトデータに収載さ

れていたことから、改めて文献検索を実施

し、イノシシ肉の喫食による症例を抽出し

て、喫食に至る状況など感染予防に直結する

啓発情報を特定する。同時に、患者の食歴情

報に基づいて、イノシシ肉の検索よりも容易

で確実な中間宿主サワガニの汚染を調査す

る。イノシシ肉はマンソン孤虫症（マンソン

裂頭条虫の幼虫の感染）の感染源でもある。

日本のマンソン裂頭条虫は、実は 2種類の条

虫が混在していたにもかかわらず、単一種で

あると誤認されてきた。この 2種類の形態と

分子系統を解析し、更にいずれの種が、人体

感染の原因となるかを特定する。 

住肉胞子虫では、食中毒の事例検体を用い、

病因種の遺伝子コピー数と病態との関連を明

らかにする。 

 

④異常個体の病理組織学的検索とカラーアト

ラスの充実 

令和 3−5 年度の 3年間の研究期間で、野生

鳥獣にみられる異常個体（疾病）・病変を病

理学的（肉眼的および組織学的）に検索し

て、その疾病・病変の特徴を明らかにした上

で、疾病・病変それぞれの公衆衛生上のリス

ク評価を行い、これらを適切な方法で、的確

に排除するための資料（カラーアトラス、手

引書）を作成する。具体的には、高リスク群

（全廃棄）：人獣共通感染症、と殺、解体、

加工処理の過程でも感染する可能性がある、

あるいは喫食することで感染する可能性があ

る。中リスク群（部分廃棄）：生体に生じた

病変で、直接的健康被害はないものの食用と

して不適切なもの 低／無リスク群：と殺、

不適切な加工処理中に生じた人工的な変化と

して、疾病や病変に対して十分な知識を有さ

ない狩猟者、処理加工者に、理解しやすい内

容とする。なお、資料の補足として、野生鳥

獣の運搬、移動が、家畜衛生上リスクが高い

と判断されるもの（豚熱、アフリカ豚熱、口

蹄疫、豚水胞病、水胞性口炎、オーエスキー

病など）を入れる。更に、食用には適さない

可食部分の廃棄目安（基準）の手引書の作成

（カラーアトラス作成）も検討する。 

2023年度はカラーアトラス簡易版を完成さ

せ関係諸機関に配布し、併せて HPなどを利

用して発情報提供する。加えてカラーアトラ

ス詳細版の作成を進める。ジビエ取り扱い業

者向けの講習会で、カラーアトラスの使い方

と病変・疾病の解説を行う。 

 

⑤処理施設における解体処理工程での微生物

汚染防止に関する研究 

本研究では令和 3～5年度の研究期間で、

以下に示す一連の研究により、HACCPに基づ

く衛生管理手法の確立に貢献する科学的根拠

の収集を目指す。 

1) わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理され

た枝肉の衛生指標細菌数の測定（令和 3～

5年） 

わが国の野生鳥獣処理施設のうち、各施設で

生産された枝肉について、衛生状況を評価す

る。特に「野外における内臓摘出」の枝肉の

衛生状況への影響を評価するため、野外にて

内臓摘出した個体を利用する施設に対して集

中的に検体を収集する。対象施設は、これま

でに構築した研究協力体制を活用するととも

に、全国の野生鳥獣肉の利活用の推進を行っ

てきた日本ジビエ振興協会と連携したさらに

強固となった研究協力体制が確立されてい

る。さらに大日本猟友会の協力を得て、2箇
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所の猟友会から協力をいただき、枝肉の拭き

取り検査を実施する。 

令和 5年度は、引き続き協力機関、大日本

猟友会からの協力を得て、屋外におけると殺

解体を含む拭き取り検体を実施することに加

え、肛門結紮、食道結紮を実施しない施設に

ついても重点的に検討する。これまでの成績

を取りまとめ、野生鳥獣肉処理施設における

衛生的な解体処理方法の確立に貢献する科学

的データとする。 

2) 解体処理工程における細菌汚染源の探索

（令和 3～5年） 

野生鳥獣処理施設における解体作業に同行

し、各工程毎に、作業者、器具、と体（枝

肉）などから拭き取りを実施し、細菌叢解析

を行うことにより、一連の処理工程の環境中

に潜在する微生物汚染の原因、由来に関する

データを収集する。 

令和 5年度は猟友会で実施する解体作業に

加え、肛門結紮、食道結紮を実施しない施設

における解体作業に同行し、同様の検討を行

う。可能であれば、鹿、猪以外の野生獣を扱

う施設を対象と下検討を行う。 

3) 熟成肉の衛生評価（令和 3～5年） 

熟成を行って出荷する野生鳥獣処理施設か

ら協力を得て、熟成前後の肉を採材し、衛生

指標細菌数の計測、食中毒起因細菌の検索、

細菌叢解析を実施し、わが国で生産された野

生鳥獣由来熟成肉の衛生状況を評価する。加

えて、インターネット上で市販されている野

生鳥獣肉、および、熟成肉として市販されて

いるものを購入し、上記と同様の検討を行

い、衛生状況を評価する。 

令和 5年度は、新たにこれまでに検討され

なかった熟成方法を行う施設について検討す

る。 

 

⑥食品製造や調理段階における食品リスクの

軽減に関する研究 

令和 3−5年度の 3年間で、自治体や関連事

業者の協力を得て、生ハム等の野生鳥獣由来

食肉の製造加工段階における微生物挙動に関

する検討を行い、微生物増殖制御に資する工

程管理の在り方を例示する。また、調理段階

でのリスク管理の向上を図るため、原料肉の

冷蔵保存やマリネ等の前処理工程における微

生物低減効果を定量的に評価する。更に、イ

ノシシやシカ以外の野生鳥獣由来食肉として

流通する製品における微生物汚染実態に関す

る評価を行う。これらの科学的知見の集積を

通じ、野生鳥獣由来食肉の製造加工及び調理

段階における微生物リスク管理の在り方を提

言する。 

令和 5年度は、生ハム製造における微生物

挙動に関する検討を進めた上で、衛生管理

上、重要と思われる工程や手順等を取り纏め

る。また、イノシシやシカ以外の野生鳥獣由

来食肉における微生物危害要因に関する成績

を取り纏め、リスク管理に資する微生物検査

項目を提案する。 

 

（倫理面への配慮） 

なし 

 

Ｃ．研究結果 

①野生鳥獣が保有する病原体（ウイルス）の

汚染状況に関する研究 

2023年度は 6県から 428頭のイノシシ、5県

から 355頭のシカから血清を回収し E型肝炎

に対する抗体検査を実施した。イノシシでは

14頭（3.3％）が陽性であった。イノシシか

らの遺伝子検出、シカからの抗体および遺伝

子検出は陰性であった。和歌山県でも低いな

がらもイノシシの間で E型肝炎ウイルスが定

着していることが明らかとなった。イノシシ

の糞便を 14県 200サンプル、シカの糞便を

19道府県 288サンプル回収し解析した結果、

イノシシ 7頭から遺伝子が検出され、遺伝子

情報が新たにライブラリーに加えられた。

2022年度に回収されたニホンジカにおける

SARS-CoV-2に対する抗体保有状況の調査を実

施した結果、和歌山県の 242頭中 1頭

（0.41％）の血清は中和抗体価 16倍である

ことが判明した。E型肝炎に関しては「狩猟

者や野生獣肉関係者への E型肝炎対策のすす

め」、SFTSに関しては「狩猟者や野生獣肉関

係者への SFTS対策のすすめ」を作成した。

また、シンポジウムの開催、講演会などを通

じて野生鳥獣肉に関する情報提供を行った。 

 

②野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況

と薬剤耐性に関する研究 
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過年度から引き続き、代表的な食中毒起因菌

の一つである黄色ブドウ球菌並びにカルバペ

ネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）を含めた β ラ

クタム系抗菌薬に耐性を示す腸内細菌目細菌

の野生鳥獣における保有状況を調査するため、

シカおよびイノシシの糞便並びに市場流通後

のシカ肉からの上記菌株の分離並びに特性解

析を実施し、野生鳥獣を由来とする分離菌株

が健康リスクとなり得るのか評価した。本年

度は、シカ糞便 162検体、イノシシ糞便 68検

体及びシカ肉 42検体を調査した。黄色ブドウ

球菌は、シカ糞便 6 検体（3.7％）、イノシシ

糞便 1 検体（1.6％）、食肉 14 検体（33.3%）

から分離された。これは、昨年度までの分離傾

向と一致しており、イノシシよりシカの方が、

黄色ブドウ球菌の保菌率が高いことを強く示

唆している。また、食肉検体由来の分離菌株に

ついて、処理施設ごとに分離率が異なり、サン

プリングの時期が異なっていても分離率の高

い施設が存在した。本施設で処理された食肉

からは大腸菌等の衛生指標細菌も検出されて

おり、黄色ブドウ球菌の高い分離率が糞便汚

染に起因することを強く支持していると考え

られる。一方、一昨年及び昨年と同様、CREは

分離されなかったことから、野生鳥獣が生息

する環境には CRE が拡散していないことが示

唆された。セフォタキシム（CTX）に耐性を示

す株が、シカ糞便 2検体（1.2%）、イノシシ糞

便 8検体（13.1%）から分離された。本年度は

一昨年の傾向に類似しイノシシ糞便からの方

が高率に分離された。本年はある程度地域に

偏りがないサンプリングが実施できたためで

あると考えられる。これまでの分離菌株のゲ

ノム解析を進め、CTX耐性菌が保有するβラク

タマーゼ遺伝子のうち、最も分離率の高い

blaCTX-M-15 が 3 種類の遺伝子カセット内に存在

し、染色体・プラスミドどちらにも挿入され得

ることが明らかとなった。また、blaCTX-M-15保有

プラスミドはいずれも大腸菌 J53 株に対して

接合伝達を起こさなかった。すなわち本プラ

スミドを介した blaCTX-M-15遺伝子の伝播は起こ

りづらいと考えられるが、blaCTX-M-15 遺伝子は

すでに国内外の環境中に広く分布しており、

可動性の遺伝子カセット内に存在することか

らも、本プラスミドを介さない伝播様式によ

り広域に拡散している耐性遺伝子であると推

測された。さらに、 Citrobacter braakii 
CB21D158 株が新規 β ラクタマーゼ遺伝子を

保有することを明らかにした。本遺伝子の機

能解析の結果、blanewを大腸菌に形質転換した

株のイミペネム、メロペネム、アモキシシリン、

セフタジジムの MIC はすべて上昇していた。

しかし、これらの MIC は既報のβラクタマー

ゼ blaCMY70形質転換体の MICより低値であった。

CB21D158 株が持つ新規 β ラクタマーゼと既

報の blaCMY-70では基質となる β ラクタム抗菌

薬に違いがある可能性、または、本遺伝子の上

流配列のプロモーター活性の違いにより差が

生じた可能性が考えられた。 

コクシエラ科、リケッチア科、アナプラズマ科

細菌の保有状況を調査において、特定の地域

（屋久島）のシカの脾臓から高率にアナプラ

ズマ科細菌が検出された。全身感染している

か調べるため、シカの血液、ベクターとして考

えられるマダニも調査した。血液からは、脾臓

から検出されたアナプラズマ科細菌と同じ配

列の遺伝子が検出され、全身感染している個

体がいることが明らかになり、この細菌は

Anaplasma capraと推定された。しかし、シカ

に吸着したマダニと植生上のマダニからは、

アナプラズマ科細菌は検出されなかったため、

アナプラズマを媒介するベクターは推定でき

なかった。シカからは A. capraの他にもアナ

プラズマ科細菌の検出が多いことから、シカ

はアナプラズマ科細菌に感受性が高いことが

考えられる。 

 

③野生鳥獣が保有する病原体（寄生虫）の汚

染状況に関する研究 

旋毛虫症、肺吸虫症、マンソン孤虫症とい

う 3種類の寄生虫性食中毒を例として取り上

げ、その発生状況に関して、食中毒統計に収

載されている事例数とレセプト解析に基づく

事例数を比較した。特に肺吸虫食中毒ではレ

セプトデータベース検索では毎年事例が検出

されたが、食中毒統計への収載はなかった。

希少疾患であるジビエ喫食に起因した寄生虫

性食中毒の発生実態を詳らかにするには、レ

セプトデータの解析も一つの手段として有効

であると考えられた。 

わが国で孤虫症を引き起こす条虫は、

Spirometra erinaceieuropaei であるという



6 

 

従来の学説は誤りであり、原因種は

Spirometra mansoniと Spirometra asiana
（新種）の 2種であることが明らかにした。

しかもイノシシ肉の喫食で両種による孤虫症

が発生している。本研究では両種の地理的分

布の特徴を明らかにすべく、終宿主である肉

食獣を対象とした調査を実施した。その結

果、ネコ（北海道、福井県、島根県、愛媛

県、鹿児島県に生息）、キタキツネ（北海

道）およびイヌ（島根県）から S. mansoni
の成虫が検出された。また島根県のイヌから

は S. asianaの成虫が検出された。 

 

④異常個体の病理組織学的検索とカラーアト

ラスの充実 

野生動物を安全に取り扱い、高品質な生産物

として流通させ、ヒトへの健康被害をなくす

ために、疾病に関連する適切な情報と取り扱

い方法の普及を目指すカラーアトラスを作成

することを目的とした。令和 5 年度は、今ま

でに収集したイノシシ、シカ、牛、豚の病変を

整理して、公衆衛生上および動物衛生上の重

要な疾患をノミネートして、その危険度が理

解できるように信号標記を採用した。また、図

は大きく、平易な表現にした。そして、代表的

な実質臓器ごとに異常（病変）の見方、疾病の

解説、遭遇頻度の高い病変を小冊子 1 冊にま

とめた。そして、研究班班員に提示して改良す

るとともに、農水省がコーディネイトするジ

ビエハンター養成講習会で配布して意見を聴

取した。好評であった。 

 

⑤処理施設における解体処理工程での微生物

汚染防止に関する研究 

令和 5 年度は、①わが国の野生鳥獣肉処理施

設で処理された枝肉の衛生指標細菌数の測定

（継続調査）、②熟成肉の細菌叢解析による衛

生評価、および③表皮付き熟成の衛生評価の

ための基礎的研究を実施した。 

①については、従来からの検討にさらに検

体数を加え、より確度の高いデータとすると

ともに、あらたに屋内施設と屋外施設の比較、

ならびに食道、および肛門結紮の有無別の比

較を行った。わが国の野生鳥獣肉処理施設の

うち、鹿 30 施設、猪 20 施設でそれぞれ処理

された洗浄前の鹿枝肉 249 検体、および猪枝

肉計 129 検体について、それぞれ胸部、およ

び肛門周囲部から拭き取りを実施し、一般細

菌数、大腸菌群数、大腸菌数、および黄色ブド

ウ球菌数を計測した。その結果、1)屋外施設、

2）「剥皮」→「内臓摘出」の作業順別で、3）

ウィンチでの剝皮（鹿）、4）のせ台での剝皮

（猪）、5）食道結紮未実施、ビニル被せ、6）

肛門結紮未実施の各条件で処理された枝肉は、

いずれも一般細菌が高度に検出される傾向が

認められた。 

②については、わが国の野生鳥獣肉処理施

設 A、B、C で処理された鹿各 10 頭、計 30 頭

の熟成前後の枝肉について細菌叢解析を実施

した。その結果、1）熟成前に比べ、熟成後で

は細菌叢の多様性が低下した。2）多くの熟成

後の検体でPseudomonadaceaeが最優占菌種と

なった。3）熟成後の検体の多くは、低温腐敗

細菌の占有率が高くなった。 

③の目的の達成のため、1）表皮洗浄方法の

検討、2）熟成期間中における表皮付き枝肉の

衛生評価、3）熟成期間中の周辺環境における

衛生評価、4）継続的な製品の衛生評価をおこ

なった。条件の異なる表皮洗浄方法を実施す

る 2 つの施設について表皮洗浄効果を比較検

討したところ、高圧洗浄後に次亜塩素水によ

る洗浄を実施する施設において、効果的な汚

染細菌数の低下が確認できた。表皮を付けた

まま熟成を行うことによって、熟成期間中の

外皮表面の菌数増加が認められ、その後の剝

皮時の汚染源となる可能性が示唆された。一

方内臓摘出後の体腔内の菌数は低値を維持し

た 。 熟 成 庫 内 の 浮 遊 細 菌 数 は 0.8 ～

152.3cfu/1000L と熟成期間中に上昇したが比

較的低値を維持した。熟成庫内の壁の一般細

菌数は低値であったが、床は高度な増殖が確

認された。 

 

⑥食品製造や調理段階における食品リスクの

軽減に関する研究 

国内では、カンピロバクター（主に

Campylobacter jejuni または C. coli）によ

る食中毒は近年増加傾向にあり、事例件数お

よび患者数ともに最も多い食中毒の一つであ

る。カンピロバクター食中毒の原因食品は鶏

肉であることが広く知られる。一方で、近年

は野生カモ肉が低温加熱調理法や生ハム製造



7 

 

に利用され、喫食される機会が多くなり、野

生カモ類からのカンピロバクター定性試験の

結果からは高頻度の分布が報告されることか

ら、野生カモ肉でも鶏肉と同様に、カンピロ

バクター食中毒のリスクに留意する必要があ

る。カモでも、ブロイラーと同様に、盲腸内

容物が精肉の最大の汚染源である可能性が高

いと考えられるが、盲腸内容物におけるカン

ピロバクターの定量的データはほとんど無

い。そこで今年度の検討では、野生カモにお

けるカンピロバクターの分布実態の把握、特

に定量解析結果の集積をはかることを目的と

して、国内捕獲の野生カモにおける分布実態

調査を行った。さらに、低温加熱調理による

カンピロバクター汚染低減効果を評価する目

的で、低温加熱調理温度帯におけるカモ肉で

の本菌の消長を実験的に検証した。その結

果、野生カモの盲腸内容物における高頻度・

高濃度のカンピロバクター保有を確認でき、

腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染源と

して重要であることを示した。捕獲・解体時

において、特に腸管（盲腸）内容物を精肉か

ら隔離できる安全な取り扱いを行うことによ

り、カンピロバクター汚染リスクは軽減でき

ると考えられる。また、野生カモ肉表皮表面

に菌が付着、または肉内部に菌が混入して

も、低温加熱調理条件（65℃/15分・ 63℃

/30 分）で確実に加熱することにより菌は死

滅し、カンピロバクター食中毒リスクは軽減

できることを確認した。 

 

Ｄ．考察 

①野生鳥獣が保有する病原体（ウイルス）の

汚染状況に関する研究 

 野生動物由来 E型肝炎ウイルスの遺伝子ラ

イブラリーを更新することができた。 

 和歌山県におけるイノシシの抗 E型肝炎ウ

イルス抗体保有率は低いものの、維持され

ていることから、和歌山県にも E型肝炎ウ

イルスが定着したということが分かった 

 E型肝炎および SFTSに関する Fact sheet

と対策を簡潔にまとめた資料を作成した。

SARS-CoV-2に関しては狩猟関係者を対象

に情報提供するほどの感染が認められなか

った。 

 

②野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況

と薬剤耐性に関する研究 

1) 野生鳥獣が保有する病原菌のリスクにつ

いて 

黄色ブドウ球菌の分離率がイノシシ糞便よ

りシカ糞便から高率であることは昨年及び一

昨年と同様の傾向であった。この 3 年間の継

続した結果は、イノシシよりシカの方が、黄色

ブドウ球菌の保菌率が高いことを強く示唆し

ている。昨年度までの分離菌株のゲノム解析

により、①野生獣には、CC121から分岐した独

自の黄色ブドウ球菌クローンが定着している

こと、②流通ジビエ肉への黄色ブドウ球菌汚

染は処理工程における糞便汚染であることが

示唆されている。本年度の分離結果より、同一

処理施設から異なる時期にサンプリングした

シカ肉において高率に分離される傾向にあっ

たこと、また一般細菌数及び大腸菌群数は高

値であり、また大腸菌も検出されており、昨年

度の結果に引き続いて、黄色ブドウ球菌の高

い分離率との相関性があったことから糞便汚

染を強く支持する結果であると考えられ、本

施設での処理工程を見直す必要があると考え

られる。 

一昨年から継続してCREの分離を試みたが、

本年度も CRE は分離されなかった。3 年間の

継続した検査において 1 株も分離されなかっ

たことは、ヒトの臨床現場で大きな問題にな

っている CRE が野生鳥獣の環境には拡散して

いないことを強く示唆している。 

本年は、11 株の CTX 耐性の腸内細菌目細菌

が分離された。昨年度はイノシシ糞便よりシ

カ糞便から高率に分離されたが、本年度は一

昨年の傾向に類似しイノシシ糞便からの方が

高率に分離された。この理由として、昨年度分

離を試みたイノシシ糞便は大分・宮崎の 2 県

のみから採取したものであり、地域性に偏り

が生じたためと考察したが、本年度は 8 都道

府県と、ある程度地域に偏りがないサンプリ

ングが実施できたためであると考えられる。

しかし、本年度も genotype と薬剤耐性遺伝子

の保有、あるいは分離地域の間に明確な関連

性は見出されなかった。 

CTX 耐性 E. coli 株は分子系統樹解析並び

に MLSTから大きく 3つのクラスターに分類さ

れた。また、これらは少なくとも 1 種類のβ
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ラクタマーゼ遺伝子を保有し、その多くが

blaCTX-M-15（46.2%）もしくは blaCTX-M-55（34.6%）

を保有した。最も分離率の高かった blaCTX-M-15

は 3 種類の遺伝子カセット内に存在し、染色

体・プラスミドどちらにも挿入され得ること

が明らかとなった。いずれのカセットも動物・

環境からの分離例が報告されており、世界中

に広く分布していると考えられる。また、今回

解析した blaCTX-M-15保有プラスミドはいずれも

E. coli J53 株に対して接合伝達を起こさな

かった。このことは国内野生動物由来の

blaCTX-M-15 保有プラスミドを介した本遺伝子の

伝播は起こりづらいことを示唆している。し

かし、blaCTX-M-15 はすでに環境中に広く分布し

ている耐性遺伝子であり、可動性の遺伝子カ

セット内に存在することからも、本プラスミ

ドを介さない伝播様式（例えば、別のプラスミ

ドあるいは別の可動性遺伝因子）により広域

に拡散している耐性遺伝子であると推測され

た。 

2) 新規βラクタマーゼの機能について 

 今年度同定した新規βラクタマーゼ遺伝

子について形質転換体を用いた機能解析を行

った。pHSG398空ベクターの形質転換体と比較

して、pHSG398::blanew 形質転換体のイミペネ

ム、メロペネム、アモキシシリン、セフタジジ

ムの MIC はすべて上昇していた。しかし、

pHSG398::blanew 形質転換体はいずれの薬剤に

対 す る MIC も 既 報 の β ラ ク タ マ ー ゼ

pHSG398::blaCMY70 形質転換体より低値であっ

た。このことから、CB21D158 株が持つ新規β

ラクタマーゼと既報の blaCMY-70 では基質とな

るβラクタム薬に違いがある可能性が考えら

れた。また、今回はそれぞれの株が保有する上

流配列（すなわち予測プロモーター配列）を活

かした形で、本実験を行った。すなわち、今回

の活性の違いが、上流配列のプロモーター活

性の違いにより生じた可能性も考えられる。 

3）屋久島のヤクシカから検出される A. 
capra と推定されるアナプラズマ科細菌のベ

クターを推定することはできなかった。シカ

は、ヤクシカの A. capra の他にもアナプラ

ズマ科細菌が検出されることから、本菌に対

する感受性が高いことが考えられる。ベクタ

ーとなっているマダニは保有するアナプラズ

マ科細菌の菌数が少ないために検出できず、

感受性の高いシカ体内ではよく増殖し、本研

究のように効率に検出されると推察できる。 

今後、A. capraとその他のアナプラズマ科

細菌の分離を試み、病原性を含めた性状解析

が必要である。 

 

③野生鳥獣が保有する病原体（寄生虫）の汚

染状況に関する研究 

食品衛生法施行規則の一部が 2012年 12月

28日に改正された。その結果、寄生虫も食中

毒の病因物質の種別として、食中毒事件票に

新たに追加された。具体的に取り上げられた

寄生虫は、クドア（ナナホシクドアと病因種

名が判明した場合）、サルコシスティス（フ

ェイヤー住肉胞子虫と病因種名が判明した場

合）、およびアニサキス（アニサキス属およ

びシュードテラノバ属の線虫）である。さら

に「その他の寄生虫」も食中毒の病因物質の

種別として追加され、具体例としてクリプト

スポリジウム，サイクロスポラ，肺吸虫，旋

尾線虫および条虫等が，食中毒統計作成要領

に示された。 

規則改正の目的は、食中毒患者の発生状況

を的確に把握し、系統的な調査を行い、食品

衛生対策のための基礎資料を得ること等と記

されている。改正に則した届出が行なわれる

ことで、寄生虫による食中毒、すなわち食品

媒介寄生虫による健康被害についても、発生

状況の把握が図られ、発生の予防に向けて意

識が高まるものと期待される。 

その好例として旋毛虫食中毒を上げること

ができる。専門家として我々が病因物質の種

同定（遺伝子同定）に関与した 2016年の 1

件（患者数 21人）、2018 年の 1件（同 3

人）、2019年の 1件（同 9人）が食中毒統計

に収載されていた。これら 3件の旋毛虫食中

毒は、何れもクマ肉（ジビエ・野生鳥獣肉）

の喫食を原因として発生した寄生虫性食中毒

であり、食中毒統計への収載は事例の把握に

役立ち、その後の発生予防に（多少は）貢献

したものと考えられる。 

一方で肺吸虫症は、特に西日本において、

第 2中間宿主の淡水産カニの喫食よりも、待

機宿主であるイノシシ（やシカ）の肉を加熱

不十分で喫食して発生する場合が多い。レセ

プト解析により患者発生が確認されたことか
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ら、患者を診断した医師は、食品衛生法・第

58 条を順守せず、保健所に「食中毒患者等届

出票」を提出していなかったことになる。ま

たマンソン裂頭条虫食中毒（マンソン孤虫

症）は 1例であるが、分子同定の依頼検査を

受けた。これらの事例は、法に則した届出が

医師の義務として必要であり（食品衛生法・

第 58条）、違反して届け出なかった場合は罰

則が課される（同法・第 73条）。患者を診察

した医師から保健所への届出は、行政が食中

毒に対応する端緒となることから、極めて重

要である。この点を徹底しないと、ジビエ喫

食による食中毒の様な希少疾患は届け出がさ

れず、発生状況の正確な把握がされずできな

いと考えられた。 

保健所は、医師以外の者からの苦情や報告

も，食中毒疑いの事案として受け付けてい

る。医師からの届出がなくとも、保健所が診

察医や医療機関に情報提供を依頼することも

可能である。状況判断から保健所が、食中毒

疑いで行政対応を積極的に発動できるような

体制づくりも重要で、届出の促進にも寄与す

ると考えられた。 

事例が見付かれば積極的に届け出て、食中

毒統計に収載する必要（義務）がある。それ

と並行してレセプトデータの抽出と依頼検査

を継続し、食中毒事例の存在を明らかにする

ことが、ジビエ生食に起因する寄生虫感染の

リスクを低減するための有効な手段になろう

と考えられた。 

わが国で孤虫症（マンソン孤虫症）を引き起

こす条虫は、従来、S. erinaceieuropaei と

見なされてきた。この種名は、ヨーロッパハ

リネズミから 1819年に分離された孤虫に由

来する。その後、本種には数多くの分類学的

な検討が加えられたが、わが国ではこの種名

が教育や臨床の場を含めて、今でも広く用い

られている。しかし我々の最近の検討によ

り、S. erinaceieuropaei は欧州に限局して

分布するに留まり、わが国を含む東アジアの

各国では、S. mansoniと S. asianaの 2 種が

分布することが明らかにされた。S. mansoni
と S. asianaの 2種は、イノシシにプレロと

して寄生することから、ジビエを原因とする

寄生虫性疾患の原因種としても重要である。

本研究では、両種の地理的分布に関し、終宿

主を対象とした検索を実施したが、北海道か

ら九州に至る各地に両種（特に S. mansoni
が広範に）が分布することが明らかとなった

（イノシシが生息しないとされる北海道から

も S. mansoniが検出された）。今後は、両種

の精細な地理的分布や宿主域などの疫学的事

項、さらに人体と動物に対する病原性に関し

て、一層の検討を加えていく必要があると考

えられた。これらの結果を踏まえ、両種によ

る孤虫症の予防に関する方策を確立する必要

がある。 

 

④異常個体の病理組織学的検索とカラーアト

ラスの充実 

検体提供者や、講習会参加者と、病変に関

する意見交換を行ったところ、日常的に作業

の現場で、動物や内臓に違和感を感じる機会

が多々あるが、判断できず、そのまま廃棄し

た、あるいは、問い合わせ先（相談窓口）が

あったら良いと思うことがあるなどとの意見

を聞いた。今回のカラーアトラスは、そのよ

うなときに利用できると好評であった。 

 

⑤処理施設における解体処理工程での微生物

汚染防止に関する研究 

①わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理された

枝肉の衛生指標細菌数の測定（継続調査） 

本年度を含め、これまでの全国的な野生鳥

獣肉処理施設を対象とした検討により、衛生

状態（特に一般細菌数の汚染）に影響を及ぼ

す因子として、1）屋外施設、2）工程順：剝

皮→内臓摘出の順、3）剝皮方法：ウィン

チ、4）剝皮施設：のせ台、5）食道結紮・肛

門結紮：未実施、においてそれぞれ高度に一

般細菌数の汚染が認められた（表 2）。 

工程順では、剥皮を先に行うことで、作業

者が剥皮後の枝肉に、汚染した手指で直接、

あるいは間接的に接触する機会が多くなった

可能性が考えられた。 

剥皮方法別では、ウィンチを用いた場合に

は、剥皮の際に、表皮に汚染した土壌や細菌

が舞い散る可能性が考えられた。 

剝皮施設別では、のせ台を使用して剥皮す

る施設では、懸吊して剥皮を行う場合に比

べ、作業中に汚染した手指や表皮などを介し
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てより高頻度に枝肉に細菌が汚染する可能性

が考えられた。 

食道結紮の方法別ではビニル袋で覆う方法

では結紮のみと比べ、多くの一般細菌数が検

出された。鹿では食道結紮後断端をビニル袋

で覆うことがかえって汚染リスクとなる可能

性が考えられた。ビニル袋を被せるために食

道を切断する行為や、結紮をしないことで、

内容物が露出することが汚染リスクとして考

えられる。食道結紮は結紮のみに留めること

がより衛生的な取り扱いであると考えられ

た。  

一方、肛門結紮については、ビニル袋で覆

うことで、結紮未実施の施設に比べ有意に一

般細菌数の低下が認められた事から、肛門結

紮の細菌汚染防止効果が確認された。 

②熟成肉の細菌叢解析による衛生評価 

 熟成前の枝肉には、主に土壌由来と考え

られる Pseudomonanaceae, Moraxellaceae, 
Microbacteriaceae、 Bacillaceae が多く検

出されたことから、剝皮等の食肉処理工程に

おいて土壌由来の細菌に汚染されたことが考

えられる。一方、Lactobacillaceae, 
Lachnospiraceae, Camobacteriaceae といっ

た乳酸菌も検出されたことから、熟成により

これらの乳酸菌の増殖が期待された。また、

施設毎に熟成期間中に増殖した菌が異なって

いた。施設 Aでは Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae といった低温腐敗細菌が優占

種となっていたことから、熟成期間中に腐敗

が進んでいる可能性が示唆された。一方施設

Cでも同様に、Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae といった低温腐敗細菌が優占

種となっていた枝肉に加え、一部には

Camobacteriaceae を優占種とする検体も認め

られことから、乳酸菌が増殖していることが

示唆され、枝肉毎に大きく異なる結果となっ

た。今後、Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae の増殖は抑え、各種乳酸菌の

増殖を促進する熟成方法の確立が必要である

と考えられた。 

③表皮付き熟成の衛生評価のための基礎的研

究 

1）表皮洗浄方法の検討： 

  電解水で表皮洗浄を行う施設 Dと高圧洗

浄後、次亜塩素酸水で洗浄を行う施設 E を対

象とし、それぞれの手法で表皮洗浄を行った

際の表皮上に残存する各種衛生指標細菌数を

比較検討して、両洗浄方法の効果を比較検討

した。施設 Dで実施する高圧洗浄のみでは、

比較的多くの一般細菌が残存する一方で、施

設 Eで実施した高圧洗浄・次亜塩素酸水の洗

浄により、極めて効果的に一般細菌数が減少

することが確認された。ただし、洗浄水量、

水圧、洗浄時間等、厳密に揃えた比較はでき

ていない。また、施設 Eで実施した次亜塩素

酸水による洗浄では、拭き取り水中に次亜塩

素酸が残存し、輸送中に拭き取られた一般細

菌が死滅した可能性が考えられる。今後、拭

き取り水の次亜塩素酸を中和し、改めて検討

する必要がある。 

2）表皮付き熟成期間中における枝肉の衛生

評価： 

高圧洗浄・次亜塩素酸水の洗浄により、極

めて効果的に表皮に残存する細菌数の減少が

認められた施設 Eについて、表皮付きのまま

熟成させた期間中の表皮細菌数の動態を検討

した。熟成後 3～6日目において比較的高度

な細菌数の増加が認められたことから、低度

に残存する表皮細菌でも一部残存した細菌は

熟成の条件下（0.3～1.7℃、湿度 71.9％～

87.9％）にて増殖することが示された。その

結果、熟成後の剝皮によって、一部枝肉に細

菌汚染が発生することが確認された。このよ

うに熟成期間中でも残存する細菌が増殖する

可能性について、作業者等に啓蒙する必要が

ある。今後、実際に表皮上で増殖した細菌、

ならびに枝肉を汚染した細菌について、菌叢

解析を行い、どのような細菌が増殖したか検

討する必要がある。 

3）表皮熟成期間中の周辺環境の衛生評価： 

熟成条件下における周辺環境について細菌

汚染状況を検討した。その結果、壁は極めて

低度であることが確認された。一方で浮遊細

菌は一部わずかに増殖したことが確認され

た。さらに床については高度に増殖した。熟

成庫内で枝肉を移動させる際など、特に床へ

の接触に注意することが示唆された。 

表皮がついたままの熟成庫内では、表皮由

来の細菌が庫内に浮遊し、熟成中の枝肉、特

に内臓摘出後の肉面が暴露された体腔内部へ

の汚染が危惧されたことから、浮遊細菌を検
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討したところ、熟成期間中を通して一部増加

することが確認された。今後、検出された細

菌について菌叢解析を行う必要がある。 

 

⑥食品製造や調理段階における食品リスクの

軽減に関する研究 

野生カモの盲腸内容物における高頻度およ

び高濃度のカンピロバクター保有を確認し、

腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染源と

して重要であると言えた。捕獲・解体時におい

て、特に腸管（盲腸）内容物を精肉から隔離で

きる安全な取り扱いを行うことにより、カン

ピロバクター汚染リスクは軽減できることが

示唆された。また、今回の検討では、表皮から

のカンピロバクター検出は、全て実験室での

羽抜き処理個体からであったことから、解体

時の羽抜き処理方法および処理後の表皮表面

の処理方法によっては、直腸内容物が精肉に

付着したまま残存し検出される可能性が考え

られた。事業者による販売以前の時点で羽抜

き処理が行われた個体のムネ・モモ肉表皮試

料からは、今回カンピロバクターは検出され

なかった。今回販売事業者によって行われた

羽抜き処理方法の詳細は不明だが、毛炙り処

理は無かったことを確認した。今後、精肉への

カンピロバクター付着に関連性が深い解体工

程等についての調査が必要であると考えられ

た。さらに、本研究によって明らかとなった菌

の分布状況から、カモ種または捕獲地等のカ

モの生態に関わる要因が、腸管内でのカンピ

ロバクター陽性率に影響する可能性が考えら

れた。しかしこのことに対する有意な結果を

導くためには、今回調査した試料数は十分で

はなく、今後検討数を増やし詳細な解析が必

要である。 

本研究の結果から、野生カモ肉表皮表面に

菌が付着しても低温加熱調理条件（一例とし

て 65℃/15分・ 63℃/30 分）で確実に加熱す

ることにより菌は死滅し、カンピロバクター

食中毒リスクは軽減できることが確認できた。 

 

Ｅ．結論 

①野生鳥獣が保有する病原体（ウイルス）の

汚染状況に関する研究 

 E型肝炎に関する遺伝子情報が蓄積した。

新たに福岡県が追加された。 

 狩猟者・野生獣肉関係者への情報提供と注

意喚起のための簡単な資料を作成した。今

後これをもとに、情報提供を行うことが可

能になった。 

 シンポジウム・講演会・講習を通じて野生

鳥獣由来感染症と野生鳥獣肉のリスクに関

して情報提供を行ってきた。 

 

②野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況

と薬剤耐性に関する研究 

1）一昨年及び昨年と同様、黄色ブドウ球菌の

分離率がイノシシ糞便よりシカ糞便から高率

であることから、イノシシよりシカの方が、黄

色ブドウ球菌の保菌率が高いことを強く示唆

している。 

2）一昨年及び昨年と同様、CRE は分離されな

かったことから、野生鳥獣が生息する環境に

は CRE が拡散していないことが示唆された。

また、本年は 11 株（シカ糞便：3 株、イノシ

シ糞便：8株）の CTX 耐性の腸内細菌目細菌が

分離され、イノシシ糞便からの方が高率に分

離された。これは一昨年の傾向に類似してお

り、本年度は 8 都道府県と、ある程度地域に

偏りがないサンプリングが実施できたためで

あると考えられる（なお、昨年度分離を試みた

イノシシ糞便は大分・宮崎の 2 県のみから採

取したものであり、地域性に偏りが生じたた

めと考察した）。 

3) 食肉検体由来の分離菌株について、処理施

設ごとに分離率が異なり、処理施設 F では特

に高い分離率であった。本施設で処理された

食肉における一般細菌数及び大腸菌群数は高

値であり、また大腸菌も検出されており、昨年

度に引き続いいて、黄色ブドウ球菌の高い分

離率が糞便汚染に起因することを強く支持し

ていると考えられる。 

4) CTX 耐性菌が保有するβラクタマーゼ遺伝

子のうち、最も分離率の高かった blaCTX-M-15は

3種類の遺伝子カセット内に存在し、染色体・

プラスミドどちらにも挿入され得ることが明

らかとなった。いずれのカセットも動物・環境

からの分離例が報告されており、世界中に広

く分布していると考えられる。また、今回解析

した blaCTX-M-15 保有プラスミドはいずれも E. 
coli J53株に対して接合伝達を起こさなかっ

た。すなわち本プラスミドを介した blaCTX-M-15
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遺伝子の伝播は起こりづらいと考えられるが、

blaCTX-M-15 遺伝子はすでに国内外の環境中に広

く分布しており、可動性の遺伝子カセット内

に存在することからも、本プラスミドを介さ

ない伝播様式により広域に拡散している耐性

遺伝子であると推測された。 

5) 本年実施した詳細なゲノム解析により、新

規βラクタマーゼ遺伝子を同定した。

pHSG398::blanew 形質転換体のイミペネム、メ

ロペネム、アモキシシリン、セフタジジムに対

する MIC はすべて上昇していた。しかし、こ

れらの MIC は、既報のβラクタマーゼ

pHSG398::blaCMY70 形質転換体より低値であっ

た。このことから、新規βラクタマーゼと既報

の blaCMY-70 では基質となるβラクタム薬に違

いがある可能性が考えられた。また、今回はそ

れぞれの株が保有する上流配列（すなわち予

測プロモーター配列）を活かした実験系であ

ったことから、上流配列のプロモーター活性

の違いにより生じた可能性も考えられたため、

今後さらなる検証が必要である。 

6）アナプラズマ症の患者は日本国内では

報告が稀であるが、諸外国においてもレトロ

スペクティヴに新興アナプラズマ症の患者が

見いだされていることから、注視が必要であ

る。国内で検出されるアナプラズマ科細菌の

分離株を得ることが今後重要である。 

 

③野生鳥獣が保有する病原体（寄生虫）の汚

染状況に関する研究 

旋毛虫症、肺吸虫症、マンソン孤虫症とい

う 3種類の寄生虫性食中毒を例として取り上

げ、その発生状況について、食中毒統計に収

載されている事例数（2016 年から 2022 年）

とレセプト解析に基づく事例数（2016年から

2020 年）を調べて比較した。旋毛虫食中毒お

よびマンソン孤虫症では、両者がそれなりに

一致すると考えられた。肺吸虫食中毒におい

ては、レセプトデータベース検索で毎年事例

が検出されたが、この期間では食中毒統計へ

の収載が全くなかった。ジビエ喫食による寄

生虫性食中毒は希少疾患であり、発生実態の

解明にはレセプトデータベースの活用も、一

つの手段として有効であると考えられた。 

肉食性の伴侶動物および野生動物から検出さ

れた Spirometra 属成虫を分子同定した結

果、ネコ（北海道、福井県、島根県、愛媛

県、鹿児島県に生息）、キタキツネ（北海

道）、およびイヌ（島根県）から S. mansoni
が検出された。島根県の猟犬からは S. 
asianaも検出された。 

 

④異常個体の病理組織学的検索とカラーアト

ラスの充実 

作業に当たるヒトおよび、ジビエ製品を消

費するヒトに健康被害がないように、的確に

リスクを排除する必要があり、カラーアトラ

スのさらなる充実が望まれ、普及に力を注ぐ

べきである。 

 

⑤処理施設における解体処理工程での微生物

汚染防止に関する研究 

1）屋外施設、2）工程順：剝皮→内臓摘出の

順、3）剝皮方法：ウィンチ、4）剝皮施設：

のせ台、5）食道結紮・肛門結紮：未実施、

においてそれぞれ高度に一般細菌数の汚染が

認められた。 

2）一部の施設では、熟成により

Pseudomonanaceae、Moraxellaceae といった

低温腐敗細菌が増殖している可能性が示唆さ

れた。 

3）高圧洗浄・次亜塩素酸水による表皮の洗

浄により、効果的に一般細菌数が減少した。 

4）表皮を付けたまま熟成することにより一

部表皮に残存した細菌が増殖することが示さ

れた。 

5）熟成期間中とくに熟成庫内の床において

一般細菌数の増殖が認められた。 

 

⑥食品製造や調理段階における食品リスクの

軽減に関する研究 

野生カモの盲腸内容物における高頻度・高

濃度のカンピロバクター保有を確認したこと

から腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染

源として重要である。捕獲・解体時において、

特に腸管（盲腸）内容物を精肉から隔離できる

安全な取り扱いを行うことにより、カンピロ

バクター汚染リスクは軽減できる。菌の分布

状況は、カモの種や捕獲地によって菌の保有

程度に差がある可能性が有る。今後検体数を

増やし詳細な検討が必要であると考えられた。

また、野生カモ肉表皮表面に菌が付着、または
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肉内部に菌が混入しても、低温加熱調理条件

で確実に加熱することにより菌は死滅し、カ

ンピロバクター食中毒リスクは軽減できるこ

とを確認した。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

1. Kobayashi D, Inoue Y, Suzuki R, 

Matsuda M, Shimoda H, Faizah AN, 

Kaku Y, Ishijima K, Kuroda Y, 

Tatemoto K, Virhuez-Mendoza M, 

Harada M, Nishino A, Inumaru M, 

Yonemitsu K, Kuwata R, Takano A, 

Watanabe M, Higa Y, Sawabe K, Maeda 

K, Isawa H. Identification and 

epidemiological study of an 

uncultured flavivirus from ticks 

using viral metagenomics and 

pseudoinfectious viral particles. 

Proc Natl Acad Sci U S A. 2024 May 

7;121(19):e2319400121. 

2. Zhang W, Mendoza MV, Ami Y, Suzaki 

Y, Doan YH, Maeda K, Li T. Low 

Replication Efficiency of a Japanese 

Rabbit Hepatitis E Virus Strain in 

the Human Hepatocarcinoma Cell Line 

PLC/PRF/5. Viruses. 2023 Jun 

5;15(6):1322.  

3. 髙井伸二、鈴木康規、壁谷英則、安藤匡

子、入江隆夫、山崎朗子、宇根有美、杉

山広、朝倉宏、前田 健「我が国におけ

る野生獣肉のペットフード利活用の現状

と課題」（総説）日獣会誌 76 e213～

e225（2023） 

4. 高野 愛、前田 健「感染を媒介する代

表的な節足動物―ダニ」日本医師会雑誌

2023年 7月号原稿 152(4):375-378 

5. 前田 健「野生獣におけるＥ型肝炎、重

症熱性血小板減少症候群(SFTS)等の浸潤

状況」令和 4年度野生獣衛生推進体制促

進事業に係る普及啓発資料「野生獣と家

畜の伝染病伝播防止に向けて」2023年 5

月 p66-p71 

6. 前田 健「SFTS」月刊「CAP」2023 年４

月号特集企画書 38巻第 4号 p28-p33 

7. 前田 健「E型肝炎ウイルス」『生食のは

なし』川本伸一、朝倉宏、稲津康弘、畑

江敬子、山﨑浩司編集（朝倉書店）2023

年 4月 p74-75 

8. 壁谷英則 野生鳥獣由来食肉の安全性確

保に資する研究 獣医公衆衛生研究 26-2 

(2024.3)、9-14 

9. Nabeshima K., Sato S, Brinkerhoff 

J., Amano M., Kabeya H, Itou T., 

Maruyama S., Prevalence and genetic 

diversity of Bartonella spp. in 
northern bats (Eptesicus nilssonii) 
and their blood-sucking 

ectoparasites in Hokkaido, Japan. 

Microb Ecol. 2023. 85:298-306. 

10. Yamasaki H, Sugiyama H, Morishima Y, 

Kobayashi H. Description of 

Spirometra asiana sp. nov. (Cestoda: 
Diphyllobothriidae) found in wild 

boars and hound dogs in Japan. 

Parasitol Int 89, 102798, 2024. 

11. Suzuki, Y., Ishitsuka, T., Takagi, 

M., Sasaki, Y., Kakuda, T., 

Kobayashi, K., Kubota, H., Ono, 

H.K., Kabeya, H., Irie, T., Andoh, 

M., Asakura, H., and Takai, S. 

(2024). Isolation and genetic 

characterization of Staphylococcus 
aureus from wild animal feces and 
game meats. Folia Microbiol. 69:347-

360. 

 

２．学会発表 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

1. 前田 健「新興感染症のワンヘルスアプ

ローチ」第 113回日本病理学会総会 シ

ンポジウム 1「新興感染症」名古屋国際

会議場第一会場 3月 28日 8:40-10:40 

2. 前田 健「動物由来感染症の現状」ペス

トコントロールフォーラム千葉大会 特

別講演開催日時：2024 年 2月 8 日  

3. 前田 健「人獣共通感染症：ワンヘルス

の視点から」令和 5年度第 41回日本獣

医師会獣医学術学会年次大会－シンポジ

ウム「ワンヘルスの架け橋：日本とアジ

アにおける人獣共通感染症と教育の展

望」2023年 12月 3日 
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4. 前田 健「野生動物が媒介する人獣共通

感染症」日本学術会議公開シンポジウム

「One Health 野生動物にかかわる諸問

題と獣医学」令和 5年 7月 29日 

5. 前田 健「動物由来感染症と One Health

アプローチ」第 32回感染研シンポジウ

ム「One Healthアプローチ始動中ｰ連携

強化に向けて－」2023 年 5月 22日 

6. 前田 健「日本国内のマダニから検出さ

れるウイルス」第 97 回日本感染症学会

学術講演会 シンポジウム 7「ダニ媒介

感染症の最近の話題」2023年 4月 28日 

7. 松鵜 彩、立本完吾、石嶋慧多、西野綾

乃、前田 健「動物における Ozウイル

スに対する抗体保有状況についての調

査」第 23回人と動物の共通感染症研究

会学術集会 2023年 10 月 28日 

8. 立本 完吾、石嶋 慧多、朴 ウンシル、

平良 雅克、松鵜 彩、黒田 雄大、

Milagros Virhuez Mendoza、井上 雄

介、原田 倫子、西野 綾乃、山本 つか

さ、土井 寛大、森嶋 佳織、小峰 浩

隆、亘 悠哉、島田 卓哉、鈴木 和男、

前田 健「野生動物の重症熱性血小板減

少症候群ウイルスの感染状況：動物種間

比較」第 70回日本ウイルス学会学術集

会、2023年 9月 26日 

9. 松鵜彩、立本完吾、石嶋慧多、西野綾

乃、前田健「動物における Ozウイルス

の感染状況調査」第 5回 SFTS研究会・

学術集会、宮崎大学、2023年 9月 2日 

10. 武石 真音、鍬田 龍星、下田 宙、伊澤 

晴彦、前田 健、森川 茂、吉川 泰弘

「ニホンジカ Cervus nippon 由来培養細

胞の樹立と性状解析」第 5回 SFTS研究

会・学術集会、宮崎大学、2023年 9月 2

日 

11. 武石真音、鍬田龍星、下田宙、伊澤晴

彦、前田健、森川茂、吉川泰弘「ニホン

ジカ Cervus nippon由来培養細胞の樹立

と性状解析」日本獣医学会学術集会 WEB 

12. 井上雄介、小林大介、田島茂、松田麻

未、石嶋慧多、黒田雄大、立本完吾、

Milagros Virhuez Mendoza、原田倫子、

西野綾乃、山本つかさ、東英生、瀬戸順

次、下田宙、林昌宏、鈴木亮介、伊澤晴

彦、葛西真治、海老原秀喜、前田健「フ

ラビウイルスの血清学的調査に関する再

考」第 57回 日本脳炎ウイルス生態学研

究会 2023年 6月 30日 ～ 7月 1日 ，国

内 

13. 大津千尋、山原絹子、鶴見柚葉、山崎晴

香、佐藤真伍、丸山総一、壁谷英則 わ

が国の野生鳥獣肉処理施設および屋外で

処理された野生鳥獣肉の衛生評価、令和

５年度関東・東京合同地区獣医師大会・

三学会（埼玉）2023 年 9月 

14. 廣木勇太、有吉夏鈴、青山新、寺橋寛

太、伊藤恭大、妻神理乃、佐藤真伍、丸

山総一、壁谷英則 野生鹿・猪における

Campylobacter属菌および

Aliarcobacter属菌の保菌状況と分離株

の病原関連遺伝子の保有状況、令和５年

度関東・東京合同地区獣医師大会・三学

会（埼玉） 2023 年 9月 

15. 廣木勇太、有吉夏鈴、青山新、寺橋寛

太、森田聡志、宮川彩日香、中村きり

子、中村水紀、佐藤真伍、丸山総一、壁

谷英則 わが国の野生鹿・猪における

Campylobacterの保菌状況と分離株の病

原性解析 第 23 回人と動物の共通感染

症研究会学術集会 2023年 10月 

16. 壁谷英則 野生動物におけるカンピロバ

クター保菌状況 第 16回日本カンピロ

バクター研究会総会 2023年 11月 

17. 山﨑 浩, 杉山 広, 森嶋康之, アジア産

Spirometra種、とくに新種 Spirometra 
asianaについて, 第 93回日本寄生虫学

会大会（2024年 3月 9-10日、東京） 

18. 鈴木康規、石塚桃子、高木美羽、久保田

寛顕、小林甲斐、壁谷英則、佐々木由香

子、角田 勤、髙井伸二. 野生獣糞便並

びに市場流通シカ肉からの βラクタム

系抗菌薬耐性腸内細菌目細菌の分離とそ

の特性. 第 44回日本食品微生物学会学

術総会（大阪）2023 年 9月 21日-22日. 

講演要旨集 p 26. 

19. 2. 石塚桃子、鈴木康規、高木美羽、久

保田寛顕、小林甲斐、壁谷英則、小野久

弥、佐々木由香子、角田 勤、髙井伸二. 

野生獣糞便並びに市場流通シカ肉からの

黄色ブドウ球菌の分離と分離菌株の特
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性. 第 44回日本食品微生物学会学術総

会（大阪）2023年 9 月 21日-22日. 講

演要旨集 p 26. 

20. 安藤匡子．Q熱とその起因菌 Coxiella 
burnetii．第 97回日本感染症学会総

会・学術講演会・第 71回日本化学療法

学会学術集会合同学会，日本熱帯医学会

ジョイントシンポジウム「人獣共通感染

症研究の魅力と今後の展望」，パシフォ

コ横浜（神奈川県），2023年 4月 29日． 

21. 山田大陽，中村南美子，髙山耕二，河合

渓，安藤匡子．屋久島および奄美諸島に

生息する野生動物の薬剤耐性大腸菌保有

調査．第 166回日本獣医学会学術集会，

2023年 9月 5〜18日オンライン・オンデ

マンド配信（東京農工大学） 

 

Ｇ．知的財産権の取得状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

1. 前田 健「ダニ媒介人獣共通感染症」第

35回日本臨床微生物学会総会・学術集会 

教育講演 2024年 2 月 9日 

2. 前田 健「重症熱性血小板減少症候群

（SFTS）の現状等」令和 5年度神奈川県

衛生獣医師会研修会，令和 6年 1月 20

日 

3. 前田 健「SFTSの東京での Xデーに備え

る！」第 1回フロンティアワンヘルスネ

クサスセミナー農工大・東京都獣医師会

共同主催「獣医療従事者が知っておくべ

き SFTS」2023年 12月 12日 

4. 前田 健「One Health アプローチ：動

物から学ぶ新興感染症」第 2回ワンヘル

スネットワークフォーラムセミナー2023

年 12月 2日 

5. 前田 健「動物由来感染症;ワンヘルス

アプローチの重要性」令和 5年度地方保

健総合推進事業 地方衛生研究所東海・

北陸ブロック地域リファレンスセンター

連絡会議 2023年 11月 21日 

6. 前田 健「国内発生から 10年：明らか

になったこと」第 44回動物臨床医学会

年次大会パネルディスカッション「犬猫

の SFTSに立ち向かうための最新情報」

場所：大阪国際会議場（グランキューブ

大阪）日時：令和 5年 11月 18日 

7. 前田 健「SFTS 等の最新の動物由来感

染症の発生状況について」令和５年度動

物由来感染症対策技術研修会について令

和５年 11月９日 WEB配信 

8. 前田 健「ポストコロナのズーノーシス

対策：One Health アプローチ」第 23 

回 人と動物の共通感染症研究会 学術集

会 教育講演 2023 年 10 月 28 日 

9. 前田 健「重症熱性血小板減少症候群

（SFTS)の現状と診断の留意点」令和 5

年度感染症医療従事者研修会相模原協同

病院 2階多目的ホール令和 5年 10月 23

日 

10. 前田 健「One Health アプローチ―動

物由来感染症を知る―」第 26回アルボ

ースセミナー 2023 年 10月 19日 

11. 前田 健「SFTS 等の最新の動物由来感染

症の発生状況について」令和 5年度動物

由来感染症対策技術研修会 HP掲載

+YouTube動画配信 

12. 前田 健「近年話題のマダニ媒介感染症

－SFTS、エゾウイルス感染症、オズウイ

ルス感染症等－」令和 5年度「地域保健

総合推進事業」全国疫学情報ネットワー

ク構築会議プログラム令和 5年 9月 25

日から 10月 31日配信 

13. 前田 健「SFTS の自然宿主の探索」宮崎

県医師獣医師連携セミナー 宮崎県医師

会会館令和 5年 9月 1日 

14. 前田 健「One Health: SFTS・Mpoxな

ど」日本ペストコントロール協会 感染

症対策講習会 2023 年 WEB配信 

15. 前田 健「SFTS（重症熱性血小板減少症

候群）の脅威とその対策」日本小動物獣

医師会オンラインセミナー令和 5年 8月

2日 

16. 前田 健「茨城県にて死亡者から検出さ

れたオズウイルスについて」第 4回愛媛

ワンヘルス研究会、2023 年 7 月 1 日 

17. 前田 健「One Health の実践」2023年
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度 短期研修 食肉衛生検査研修 2023

年 6月 22日 

18. 前田 健「マダニが媒介する SFTSにつ

いて」感染症にかかわる特別講習会、神

奈川県ペストコントロール協会、令和 5

年 6月 13日 

19. 壁谷英則 One Health 野生動物に関わ

る諸問題と獣医学 「食中毒を引き起こ

す病原微生物、令和 5年 7月 29日、日

本学術会議公開シンポジウム、オンライ

ン、ならびにオンデマンド配信 

20. 壁谷英則 身近な人獣共通感染症～ペッ

トから野生動物まで～、令和 5年 10月

15日、令和 5年度神奈川県医師会・神奈

川県獣医師会合同 One health 講演会、

神奈川県総合医療会館、オンライン配信 

21. 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

および屋外で処理された野生鳥獣肉の衛

生評価、令和 6年 1月 11日、丹波山村

ジビエ肉処理加工施設、合計参加者数約

10名 

22. 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

および屋外で処理された野生鳥獣肉の衛

生評価、令和 6年 2月 23日）、宇佐ジビ

エファクトリー、合計参加者数約 5名 

23. 壁谷英則 野生獣肉利用における衛生管

理の留意点、令和 6年 2月 26日、天草

保健所、合計参加者数約 30名 

24. 壁谷英則 野生鳥獣由来食肉の安全性確

保、令和 6年 2月 26 日、株式会社天草

ジビエ、合計参加者数 4名 

25. 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

で処理された枝肉の拭き取り調査、令和

6年 3月 7日、令和 5 年度 国産ジビエ認

証 審査員研修会、東京ビッグサイト、

合計参加者数 23名 

26. 壁谷英則 「ジビエ料理・安全に楽しむ

ために」日本防菌防黴学会誌、Vol.52，

No.4，pp.155−160 、2024年 4月 

27. 川本伸一（編集代表）、壁谷英則ほか 

「生食のはなし ジビエ 危害要因コラ

ム③ 腸管出血性大腸菌」2023年 4月 

28. 宇根有美 2024年 3 月農水省企画ジビエ

ハンター養成講習会で配布及び解説し

て、利用者の意見を聴取した。 

29. 髙井伸二．野生鳥獣処理活用技術者研修

会 令和 5年 8月 30日、兵庫県神戸

市、70名、「ジビエ基礎セミナー」 農

林水産省補助事業 鳥獣被害対策基盤支

援事業（株式会社一成）本セミナーは、

ジビエ処理加工施設の経営を考えている

関係者を対象として、被害対策で捕獲し

た個体の衛生的な解体 処理技術、食肉

ビジネスに取組む上での運営等に関する

必要な考え方、捕獲から販売流 通まで

の計画立案に必要な応用力を身につけ、

自ら実践、立案できる人材の育成を目指

している。 

30. 髙井伸二. 野生鳥獣処理活用技術者研修

会 令和 5年 9月 12−13 日、京都府京丹

波町、50名、「野生鳥獣由来食肉の安全

性の確保とリスク管理：何が重要か」 

農林水産省補助事業 鳥獣被害対策基盤

支援事業（株式会社一成） 概要は同上 

31. 髙井伸二. 野生鳥獣処理活用技術者研修

会 令和 5年 11 月 8−9 日、鹿児島県阿

久根市、50名、「野生鳥獣由来食肉の安

全性の確保とリスク管理：何が重要か」 

農林水産省補助事業 鳥獣被害対策基盤

支援事業（株式会社一成） 概要は同上 

32. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和

5年 10月 20日（オンライン） 50名

「衛生管理・疾病」農林水産省補助事業 

鳥獣被害対策基盤支援事業 利活用技術

者育成研修事業（株式会社一成）。概要 

野生動物の捕獲従事者等を対象とした食

肉利用に適した捕獲および異常の確認、

および衛生管理等に関する研修会を実施

する。研修終了後、受講者に対して、研

修カリキュラムの理解度を確認し、研修

修了証を受講者に授与する。 

33. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和

5年 12月 5日（オンライン） 40名

「衛生管理・疾病」農林水産省補助事業 

鳥獣被害対策基盤支援事業 利活用技術

者育成研修事業（株式会社一成）。概要

は同上 

34. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和

6年 1月 18日（オンライン） 40名

「衛生管理・疾病」農林水産省補助事業 

鳥獣被害対策基盤支援事業 利活用技術
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者育成研修事業（株式会社一成）。概要

は同上 

35. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和

6年 2月 1日（オンライン） 40名「衛

生管理・疾病」農林水産省補助事業 鳥

獣被害対策基盤支援事業 利活用技術者

育成研修事業（株式会社一成）。概要は

同上 

① 安藤匡子．マダニが関連する人

獣共通感染症．第 67回兵庫県公

衆衛生獣医師総会・第 48回研修

会，兵庫県中央労働センター，

2023年 10 月 28日 
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別添４ 

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

（分担）研究報告書 

 

野生鳥獣が保有する病原微生物の汚染状況に関する研究 

 

研究代表者 前田 健 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 奥谷 晶子 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 ミラグロス・ビルヘス・メンドーサ（国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 立本 完吾 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 平良 雅克 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 黒田 雄大 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 山本 つかさ （国立感染症研究所・獣医科学部） 

研究協力者 石嶋 慧多 （国立感染症研究所・獣医科学部） 

 

 
 

Ａ．研究目的 

ニホンジカとイノシシの生息数が過去 30

年間にそれぞれ 9倍、3.5 倍と急速に増加

し、被害額として数字に表れる以上に農山漁

村に深刻な影響を及ぼしている。わが国では

捕獲鳥獣の利活用の推進を図るため、鳥獣被

害防止特措法の改正(H28 年)、食品衛生法の

一部改正(H30年)を行ったほか、R2年には

「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針」を一

部改正し、一般衛生管理措置に加え、1) 解

体処理施設等での HACCP の考え方を取り入れ

た衛生管理、2）取扱者の体調管理と野生鳥

獣由来感染症対策、3）屋外で内臓摘出する

場合の衛生管理措置、4）野生鳥獣肉の消費

時における衛生的取扱等を明示し、これ迄以

上に、捕獲・処理・加工・調理・消費の各段

階で科学的根拠に基づいた狩猟/捕獲者・処

理者・調理従事者・消費者の安全性確保（人

獣共通感染症/食中毒のリスク）と衛生管理

に関する知見の一層の蓄積が求められてい

る。捕獲頭数増加に伴い H29年から H30年に

は全国の野生鳥獣肉処理施設が 630から 682

施設に増える中、実態に即した適切な衛生管

理の普及と処理技術を有する狩猟者及び関連

施設事業者の養成と平準化は喫緊の課題であ

る。本研究では、１）野生鳥獣が保有する食

中毒の病因物質並びに血液等を介する病原体

の汚染状況と異常個体・臓器の病理学的検索

に関する研究、２）HACCP の考え方を取り入

れた衛生管理の確立に向け、処理施設での工

程毎に健康被害に繋がる恐れのある原因調査

と汚染防止・低減に関する研究、３）食品製

造や調理段階での食品リスク軽減に関する研

究を実施する。 

研究要旨： 

2023 年度は 6県から 428 頭のイノシシ、5県から 355頭のシカから血清を回収し E型肝炎

に対する抗体検査を実施した。イノシシでは 14 頭（3.3％）が陽性であった。イノシシか

らの遺伝子検出、シカからの抗体および遺伝子検出は陰性であった。和歌山県でも低いな

がらもイノシシの間で E 型肝炎ウイルスが定着していることが明らかとなった。イノシシ

の糞便を 14県 200サンプル、シカの糞便を 19 道府県 288サンプル回収し解析した結果、

イノシシ 7頭から遺伝子が検出され、遺伝子情報が新たにライブラリーに加えられた。

2022 年度に回収されたニホンジカにおける SARS-CoV-2に対する抗体保有状況の調査を実

施した結果、和歌山県の 242頭中 1頭（0.41％）の血清は中和抗体価 16倍であることが判

明した。E型肝炎に関しては「狩猟者や野生獣肉関係者への E型肝炎対策のすすめ」、SFTS

に関しては「狩猟者や野生獣肉関係者への SFTS 対策のすすめ」を作成した。また、シンポ

ジウムの開催、講演会などを通じて野生鳥獣肉に関する情報提供を行った。 
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本分担課題ではイノシシとシカにおける病

原体汚染状況、並びに抗体保有状況調査、を

行う。本研究成果は野生鳥獣由来食肉におけ

る病原体汚染の実態調査等を通じ、その危害

防止のための知見を収集し、HACCP制度化に

対応した衛生管理手法の確立に資する情報を

提供する。 

 

Ｂ．研究方法 

１）イノシシとシカにおける病原体汚染状

況、並びに抗体保有状況調査 

本申請研究では、各地域に蔓延している E

型肝炎ウイルスの遺伝子配列を明らかにし

て、各地域のイノシシで流行している HEV を

特定する。これにより、全国規模で流行する

豚由来 HEVと地域性のあるイノシシ由来 HEV

の判別が不可能であったが、イノシシ肉に由

来する HEV感染患者を推定することが可能に

なる。令和 5年度は血清ではなく回収が容易

な糞便からの遺伝子検出に重点を置く。 

血清疫学調査に関しては、多くの地域では

HEV 抗体陽性率が安定している傾向があるも

のの、一部地域において拡大傾向が推測され

ている。拡大傾向が認められる地域で HEV の

蔓延状況を精査する。令和 5年度は和歌山県

のイノシシにおける HEV 感染状況を精査す

る。 

 

２）狩猟者および鳥獣肉を取扱者の感染症対

策 

狩猟者および鳥獣肉取扱者は動物の血液と

接触し感染するリスクが高い。狩猟獣の血液

中に存在する E型肝炎ウイルス、SFTSウイル

ス等の病原体保有状況を明らかにすることに

より、狩猟者および取扱者への注意喚起のた

めの資料を作成する。つい最近、COVID-19の

感染実験によりオジロジカが感受性動物であ

ることが報告された。採取したシカ血清を用

い COVID-19に対する中和試験を実施する。

令和 5年度は狩猟者への注意喚起のための資

料を作成する。 

 

（倫理面への配慮） 

なし 

 

Ｃ．研究結果 

１）イノシシとシカにおける病原体汚染状

況、並びに抗体保有状況調査 

2023年度は 6県から 428頭のイノシシ、5県

から 355頭のシカから血清を回収した。E型

肝炎に対する抗体検査の結果、イノシシでは

青森県 11頭中 1頭（9.1％）、富山県 11頭中

2頭（18.2％）、石川県 173頭中 5頭

（2.9％）、和歌山県 198頭中 4頭（2.0％）、

香川県 11頭中 0頭（0％）、長崎県 24頭中 2

頭（8.3％）が抗体を保有していた。シカで

は青森県 4頭、岐阜県 55頭、和歌山県 163

頭、香川県 10頭、長崎県 123頭すべて陰性

であった（資料 1）。 

 血清からの E型肝炎ウイルス遺伝子検出も

イノシシ青森県 11頭、富山県 11頭、和歌山

県 106頭、香川県 11 頭、シカ青森県 4頭、

岐阜県 55頭、香川県 10頭で実施したがすべ

て陰性であった（資料 1）。 

 和歌山県は我々の 2016年以前の調査で陰

性であったが、2020 年以降 E型肝炎に対する

抗体陽性イノシシが見つかっている。本研究

では 2021年 257頭中 25頭（9.7％）、2022 年

241頭中 13頭（5.4％）、2023年 198頭中 4

頭（2.0％）と和歌山県でも低いながらもイ

ノシシの間で E型肝炎ウイルスが定着してい

ることが明らかとなった。しかし、和歌山県

の野生で循環している E型肝炎ウイルスの遺

伝子はまだ検出されていない（資料 2）。 

 我々の過去の調査では、血清からの遺伝子

検出率と糞便からの遺伝子検出率はほぼ同じ

であるため、より多くの地域からウイルス遺

伝子を検出するために、糞便サンプルからの

遺伝子検出を本研究班では開始した。イノシ

シの糞便を 14県 200 サンプル、シカの糞便

を 19道府県 288サンプル、共同研究者の壁

谷先生から分与していただき、解析した。そ

の結果、イノシシ大分県 95頭中 5頭

（5.3％）、宮崎健 38 頭中 1頭（2.6％）、福

岡県 6頭中 1頭（16.7％）から遺伝子が検出

された。シカの糞便からはすべて陰性であっ

た（資料 3）。本年度は新たに福岡県の 1サン

プルから遺伝子検出に成功したため、PCR産

物の塩基配列を決定し、系統解析を行った

（資料 4）。福岡県のイノシシの遺伝子情報が

新たにライブラリーに加えられた。 
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2022年度に回収されたニホンジカにおける

SARS-CoV-2に対する抗体保有状況の調査を実

施した。青森県から 13頭、群馬県から 8

頭、岐阜県から 59頭、和歌山県から 242

頭、山口県から 44頭、香川県から 10頭、合

計 376頭の血清を用いて、SARS-CoV-2オミク

ロン BA.2系統に対する中和抗体保有状況を

調査した。その結果、和歌山県の 242頭中 1

頭（0.41％）の血清は中和抗体価 16倍であ

ることが判明した。しかし、全体でも 376 頭

中 1頭（0.27％）であり、非常に陽性率は低

かった（資料 5）。 

 

２）狩猟者および鳥獣肉を取扱者の感染症対

策 

E型肝炎においては国内の狩猟者の感染率

が高いこと、海外でも養豚関係者で感染率が

高いことから、イノシシに関連する狩猟者、

解体者、調理者などは感染リスクが高いと考

えられる。そのため、資料 6「狩猟者や野生

獣肉関係者への E型肝炎対策のすすめ」を作

成した。 

SFTSに関しては、イノシシやシカでのウイ

ルス保有率は低いため、解体・調理の際には

野生鳥獣の血液等を介した感染のリスクは低

いのかもしれないが、解体時に動物についた

マダニなどに刺咬されるリスクがある。リス

クが高い狩猟者や野生獣肉処理に係る関係者

にむけて資料 7「狩猟者や野生獣肉関係者へ

の SFTS対策のすすめ」を作成した。 

研究協力者である高井先生が中心となって

日本学術会議公開シンポジウム「One Health 

野生動物に係る諸問題と獣医学」を主催し

た。また、農林水産省が推進するジビエハン

ター育成研修の講師として本研究班のメンバ

ー4名が登録され、狩猟者に向けた情報提供

を行っている。 

 

Ｄ．考察 

 野生動物由来 E型肝炎ウイルスの遺伝子ラ

イブラリーを更新することができた。 

 和歌山県におけるイノシシの抗 E型肝炎ウ

イルス抗体保有率は低いものの、維持され

ていることから、和歌山県にも E型肝炎ウ

イルスが定着したということが分かった 

 E型肝炎および SFTS に関する Fact sheet

と対策を簡潔にまとめた資料を作成した。

SARS-CoV-2に関しては狩猟関係者を対象

に情報提供するほどの感染が認められなか

った。 

 

Ｅ．結論 

 E型肝炎に関する遺伝子情報が蓄積した。

新たに福岡県が追加された。 

 狩猟者・野生獣肉関係者への情報提供と注

意喚起のための簡単な資料を作成した。今

後これをもとに、情報提供を行うことが可

能になった。 

 シンポジウム・講演会・講習を通じて野生

鳥獣由来感染症と野生鳥獣肉のリスクに関

して情報提供を行ってきた。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

 Kobayashi D, Inoue Y, Suzuki R, 

Matsuda M, Shimoda H, Faizah AN, Kaku 

Y, Ishijima K, Kuroda Y, Tatemoto K, 

Virhuez-Mendoza M, Harada M, Nishino 

A, Inumaru M, Yonemitsu K, Kuwata R, 

Takano A, Watanabe M, Higa Y, Sawabe 

K, Maeda K, Isawa H. Identification 

and epidemiological study of an 

uncultured flavivirus from ticks using 

viral metagenomics and 

pseudoinfectious viral particles. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 2024 May 

7;121(19):e2319400121. 

 Zhang W, Mendoza MV, Ami Y, Suzaki Y, 

Doan YH, Maeda K, Li T. Low 

Replication Efficiency of a Japanese 

Rabbit Hepatitis E Virus Strain in the 

Human Hepatocarcinoma Cell Line 

PLC/PRF/5. Viruses. 2023 Jun 

5;15(6):1322.  

 髙井伸二、鈴木康規、壁谷英則、安藤匡

子、入江隆夫、山崎朗子、宇根有美、杉山

広、朝倉宏、前田 健「我が国における野

生獣肉のペットフード利活用の現状と課

題」（総説）日獣会誌 76 e213～e225

（2023） 

 高野 愛、前田 健「感染を媒介する代表
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的な節足動物―ダニ」日本医師会雑誌

2023年 7月号原稿 152(4):375-378 

 前田 健「野生獣におけるＥ型肝炎、重症

熱性血小板減少症候群(SFTS)等の浸潤状

況」令和 4年度野生獣衛生推進体制促進

事業に係る普及啓発資料「野生獣と家畜の

伝染病伝播防止に向けて」2023年 5月 

p66-p71 

 前田 健「SFTS」月刊「CAP」2023 年４月

号特集企画書 38巻第 4 号 p28-p33 

 前田 健「E型肝炎ウイルス」『生食のは

なし』川本伸一、朝倉宏、稲津康弘、畑江

敬子、山﨑浩司編集（朝倉書店）2023年 4

月 p74-75 

 

２．学会発表 

（発表誌名巻号・頁・発行年等も記入） 

 前田 健「新興感染症のワンヘルスアプロ

ーチ」第 113回日本病理学会総会 シンポ

ジウム 1「新興感染症」名古屋国際会議場

第一会場 3月 28日 8:40-10:40 

 前田 健「動物由来感染症の現状」ペスト

コントロールフォーラム千葉大会 特別講

演開催日時：2024 年 2月 8 日  

 前田 健「人獣共通感染症：ワンヘルスの

視点から」令和 5年度第 41回日本獣医師

会獣医学術学会年次大会－シンポジウム

「ワンヘルスの架け橋：日本とアジアにお

ける人獣共通感染症と教育の展望」2023

年 12月 3日 

 前田 健「野生動物が媒介する人獣共通感

染症」日本学術会議公開シンポジウム

「One Health 野生動物にかかわる諸問題

と獣医学」令和 5年 7 月 29日 

 前田 健「動物由来感染症と One Health

アプローチ」第 32回感染研シンポジウム

「One Healthアプローチ始動中ｰ連携強化

に向けて－」2023年 5 月 22日 

 前田 健「日本国内のマダニから検出され

るウイルス」第 97回日本感染症学会学術

講演会 シンポジウム 7「ダニ媒介感染症

の最近の話題」2023年 4月 28日 

 松鵜 彩、立本完吾、石嶋慧多、西野綾

乃、前田 健「動物における Ozウイルス

に対する抗体保有状況についての調査」第

23回人と動物の共通感染症研究会学術集

会 2023年 10月 28 日 

 立本 完吾、石嶋 慧多、朴 ウンシル、平

良 雅克、松鵜 彩、黒田 雄大、Milagros 

Virhuez Mendoza、井上 雄介、原田 倫

子、西野 綾乃、山本 つかさ、土井 寛

大、森嶋 佳織、小峰 浩隆、亘 悠哉、島

田 卓哉、鈴木 和男、前田 健「野生動物

の重症熱性血小板減少症候群ウイルスの感

染状況：動物種間比較」第 70回日本ウイ

ルス学会学術集会、2023年 9月 26日 

 松鵜彩、立本完吾、石嶋慧多、西野綾乃、

前田健「動物における Ozウイルスの感染

状況調査」第 5回 SFTS研究会・学術集

会、宮崎大学、2023 年 9月 2日 

 武石 真音、鍬田 龍星、下田 宙、伊澤 晴

彦、前田 健、森川 茂、吉川 泰弘「ニホ

ンジカ Cervus nippon 由来培養細胞の樹立

と性状解析」第 5 回 SFTS研究会・学術集

会、宮崎大学、2023 年 9月 2日 

 武石真音、鍬田龍星、下田宙、伊澤晴彦、

前田健、森川茂、吉川泰弘「ニホンジカ

Cervus nippon由来培養細胞の樹立と性状

解析」日本獣医学会学術集会 WEB 

 井上雄介、小林大介、田島茂、松田麻未、

石嶋慧多、黒田雄大、立本完吾、Milagros 

Virhuez Mendoza、原田倫子、西野綾乃、

山本つかさ、東英生、瀬戸順次、下田宙、

林昌宏、鈴木亮介、伊澤晴彦、葛西真治、

海老原秀喜、前田健「フラビウイルスの血

清学的調査に関する再考」第 57回 日本脳

炎ウイルス生態学研究会 2023年 6月 30 日 

～ 7月 1日 ，国内 

 

Ｇ．知的財産権の取得状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

 前田 健「ダニ媒介人獣共通感染症」第

35回日本臨床微生物学会総会・学術集会 

教育講演 2024年 2月 9日 

 前田 健「重症熱性血小板減少症候群
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（SFTS）の現状等」令和 5年度神奈川県衛

生獣医師会研修会，令和 6年 1月 20日 

 前田 健「SFTSの東京での Xデーに備え

る！」第 1回フロンティアワンヘルスネク

サスセミナー農工大・東京都獣医師会共同

主催「獣医療従事者が知っておくべき

SFTS」2023年 12月 12 日 

 前田 健「One Health アプローチ：動物

から学ぶ新興感染症」第 2回ワンヘルスネ

ットワークフォーラムセミナー2023年 12

月 2日 

 前田 健「動物由来感染症;ワンヘルスア

プローチの重要性」令和 5年度地方保健総

合推進事業 地方衛生研究所東海・北陸ブ

ロック地域リファレンスセンター連絡会議

2023年 11月 21日 

 前田 健「国内発生から 10年：明らかに

なったこと」第 44回動物臨床医学会年次

大会パネルディスカッション「犬猫の

SFTSに立ち向かうための最新情報」場

所：大阪国際会議場（グランキューブ大

阪）日時：令和 5年 11 月 18日 

 前田 健「SFTS 等の最新の動物由来感染

症の発生状況について」令和５年度動物由

来感染症対策技術研修会について令和５年

11月９日 WEB配信 

 前田 健「ポストコロナのズーノーシス対

策：One Health アプローチ」第 23 回 人

と動物の共通感染症研究会 学術集会 教

育講演 2023 年 10 月 28 日 

 前田 健「重症熱性血小板減少症候群

（SFTS)の現状と診断の留意点」令和 5年

度感染症医療従事者研修会相模原協同病院

2階多目的ホール令和 5年 10月 23日 

 前田 健「One Health アプローチ―動物

由来感染症を知る―」第 26回アルボース

セミナー 2023年 10月 19日 

 前田 健「SFTS等の最新の動物由来感染

症の発生状況について」令和 5年度動物由

来感染症対策技術研修会 HP掲載+YouTube

動画配信 

 前田 健「近年話題のマダニ媒介感染症－

SFTS、エゾウイルス感染症、オズウイルス

感染症等－」令和 5年度「地域保健総合推

進事業」全国疫学情報ネットワーク構築会

議プログラム令和 5年 9月 25日から 10 月

31日配信 

 前田 健「SFTSの自然宿主の探索」宮崎

県医師獣医師連携セミナー 宮崎県医師会

会館令和 5年 9月 1日 

 前田 健「One Health: SFTS・Mpoxな

ど」日本ペストコントロール協会 感染症

対策講習会 2023年 WEB配信 

 前田 健「SFTS（重症熱性血小板減少症候

群）の脅威とその対策」日本小動物獣医師

会オンラインセミナー令和 5年 8月 2日 

 前田 健「茨城県にて死亡者から検出され

たオズウイルスについて」第 4回愛媛ワン

ヘルス研究会、2023 年 7 月 1 日 

 前田 健「One Health の実践」2023年度 

短期研修 食肉衛生検査研修 2023年 6

月 22日 

 前田 健「マダニが媒介する SFTSに

ついて」感染症にかかわる特別講習会、神

奈川県ペストコントロール協会、令和 5 年

6月 13日 
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別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

処理施設における解体処理工程での微生物汚染防止に関する研究 

 

研究分担者 壁谷英則（日本大学生物資源科学部獣医学科） 

研究協力者 大津 千尋、鶴見柚葉、山崎晴香、郭佳茜、勝俣 綾 

（日本大学生物資源科学部獣医学科） 

 

 
 

Ａ．研究目的 

 

近年、わが国では鹿や猪などの野生鳥獣の

生息数増加に伴い、農作物や自然植生への被

害が深刻化している。これに対して、国は野

生鹿や猪の捕獲を推進し、令和 2年度の環境

省の統計では、鹿 67.5万頭、猪 67.9万頭が

狩猟、および有害鳥獣捕獲などその他で捕獲

されている。このような捕獲頭数は近年右肩

上がりに上昇して推進している。これに伴

い、令和 4年度の農林水産省の報告による

と、鹿や猪による被害額は、それぞれ 65.0

億円および 36.4億円で、近年は特に猪にお

いて減少傾向にある。さらに捕獲された鹿や

研究要旨： 

令和 5 年度は、①わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理された枝肉の衛生指標細菌数の測定

（継続調査）、②熟成肉の細菌叢解析による衛生評価、および③表皮付き熟成の衛生評価の

ための基礎的研究を実施した。 

①については、従来からの検討にさらに検体数を加え、より確度の高いデータとするとと

もに、あらたに屋内施設と屋外施設の比較、ならびに食道、および肛門結紮の有無別の比較

を行った。わが国の野生鳥獣肉処理施設のうち、鹿 30施設、猪 20施設でそれぞれ処理され

た洗浄前の鹿枝肉 249検体、および猪枝肉計 129 検体について、それぞれ胸部、および肛門

周囲部から拭き取りを実施し、一般細菌数、大腸菌群数、大腸菌数、および黄色ブドウ球菌

数を計測した。その結果、1)屋外施設、2）「剥皮」→「内臓摘出」の作業順別で、3）ウィ

ンチでの剝皮（鹿）、4）のせ台での剝皮（猪）、5）食道結紮未実施、ビニル被せ、6）肛門

結紮未実施の各条件で処理された枝肉は、いずれも一般細菌が高度に検出される傾向が認め

られた。 

②については、わが国の野生鳥獣肉処理施設 A、B、Cで処理された鹿各 10頭、計 30頭の

熟成前後の枝肉について細菌叢解析を実施した。その結果、1）熟成前に比べ、熟成後では

細菌叢の多様性が低下した。2）多くの熟成後の検体で Pseudomonadaceae が最優占菌種とな

った。3）熟成後の検体の多くは、低温腐敗細菌の占有率が高くなった。 

③の目的の達成のため、1）表皮洗浄方法の検討、2）熟成期間中における表皮付き枝肉の

衛生評価、3）熟成期間中の周辺環境における衛生評価、4）継続的な製品の衛生評価をおこ

なった。条件の異なる表皮洗浄方法を実施する 2 つの施設について表皮洗浄効果を比較検

討したところ、高圧洗浄後に次亜塩素水による洗浄を実施する施設において、効果的な汚染

細菌数の低下が確認できた。表皮を付けたまま熟成を行うことによって、熟成期間中の外皮

表面の菌数増加が認められ、その後の剝皮時の汚染源となる可能性が示唆された。一方内臓

摘出後の体腔内の菌数は低値を維持した。熟成庫内の浮遊細菌数は 0.8～152.3cfu/1000Lと

熟成期間中に上昇したが比較的低値を維持した。熟成庫内の壁の一般細菌数は低値であった

が、床は高度な増殖が確認された。 
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猪を食用に活用する試みが進められている

が、これら野生鳥獣肉を原因とする食中毒事

例の発生が危惧される。厚生労働省は「野生

鳥獣肉の衛生管理に関するガイドライン」を

策定、令和 2年 5月には一部改正し、衛生管

理の徹底を推進している。具体的な作業手順

を示すための科学的データの蓄積が求められ

ている。 

これまでに我々は、平成 30－令和 2年度本

研究事業「野生鳥獣由来食肉の安全性の確保

とリスク管理のための研究」において、1) 

鹿、猪ともに「剥皮」→「内臓摘出」の順で

処理された枝肉からは、「内臓摘出」→「剥

皮」の順で処理された枝肉に比べ、一般細菌

数が多く検出されたこと、2）猪では、剥皮

の際「のせ台」を用いた場合は、「懸吊」す

る場合に比べ、各種衛生指標細菌数が多く検

出されたこと、3）鹿、猪ともに、剥皮の際

に「手剥ぎ」に比べ、「ウィンチ」を用いて

行うと、細菌汚染を受けやすいこと、4）解

体処理工程において、搬入前の表皮洗浄は極

めて効果的に細菌数を減少させたこと、5）

解体処理工程における細菌汚染源として、表

皮、蹄、肛門周囲、胃内容物などが考えられ

たこと、6）一連の工程の内、特に、「剥皮工

程」、「内臓摘出工程」では、作業者の手指、

およびナイフに高度に細菌汚染されることを

報告してきた。 

厚生労働省はガイドラインの遵守状況につ

いて調査を行っており、令和 3年度調査時に

おけるガイドラインの各項目の遵守率の平均

値は 92.7%であった。しかしながら「放血後

の食道の結紮又は閉塞処理」、「肛門を合成樹

脂製の袋で覆い、直腸を肛門の近くで結紮す

るとともに、肛門部による個体の汚染を防ぐ

こと。」に関してはそれぞれ遵守率が 81.4%と

77.8%であり、ガイドラインに記載された項

目の中でも特に低い実施状況であった。 

野生鳥獣肉の多くは熟成させた後、冷凍条

件下で流通する。熟成期間や条件は事業者ご

とに異なる。野生鳥獣肉の場合、川下のニー

ズに従って、内臓摘出後、剝皮を行わずに熟

成を行う施設すらある。熟成中に食中毒起因

細菌や腐敗細菌が増殖するリスクがあるにも

関わらず、それらの衛生学的な調査の報告は

ほとんどない。 

以上のことから、令和 5年度は、引き続

き、わが国の野生鳥獣肉処理施設において処

理された鹿肉や猪肉の拭き取り検体に加え、

屋外で解体処理された枝肉を用いて、衛生指

標細菌（一般細菌、大腸菌群、大腸菌、なら

びに黄色ブドウ球菌）数を計測して衛生状態

を評価することで、屋外で解体、剥皮、内臓

摘出処理された枝肉や、処理場内で異なる条

件で解体処理された枝肉の衛生状態に関わる

要因を検討した。特に新たに食道、肛門結紮

の効果を検証した。さらに、野生鳥獣処理施

設にて処理された熟成前後の枝肉（鹿および

猪）の安全性を検討するため、網羅的な細菌

叢解析により、熟成による細菌叢の変化にに

ついて検討した。 

 

Ｂ．研究方法 

 

①わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理され

た枝肉の衛生指標細菌数の測定（継続調査） 

2018年 10月～2024 年 2月の間に，わが国

の野生鳥獣肉処理施設鹿 30施設（本年度 8

施設）、猪 24施設（本年度 3施設）でそれぞ

れ処理された洗浄前の鹿枝肉 249検体（本年

度 18検体）、および猪枝肉計 129検体（本年

度 11検体）について、枝肉洗浄前におい

て、それぞれ胸部、および肛門周囲部から拭

き取りを実施した。 

各検体について、「枝肉の微生物検査実施

要領（平成 26年度）」（厚生労働省）に従

い、各衛生指標細菌数を計測した。すなわ

ち，各拭き取り材料から 10倍階段希釈液を

調整した。各検体の 1ml量を、各条件につき

2枚のペトリフィルム（ACプレート：一般細

菌数用，ECプレート：大腸菌・大腸菌群数

用，STXプレート：黄色ブドウ球菌用）にそ

れぞれ接種した。EC，および STX各プレート

は 35℃で 24時間，AC プレートは 35℃で 48

時間培養し，それぞれ形成されたコロニー数

を計測した。 

各衛生指標細菌数の比較には、Anderson-

Darling検定による正規性の検定を行った

後、Mann-Whitney U 検定により行った。 

 

②熟成肉の細菌叢解析による衛生評価 
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 2021 年 1月～2022年 2月、わが国の野

生鳥獣処理施設、3（A～C）施設にて処理さ

れた鹿（各施設 10頭、計 30頭）を対象とし

た。同一個体から、熟成前後に肉検体およそ

200g 量を採取し、本研究に使用した。 

滅菌したピンセットとはさみで 1㎝³程度

の大きさに切断した肉試料 180gに、PBS（リ

ン酸緩衝液）180mlを加えて、フィルター付

きストマッカー袋に入れ、パドル間距離 5

㎜、speed3で 1分間ストマック処理を行っ

た。 

各検体における細菌叢解析は、16S 

Metagenomic Sequencing Library 

Preparation （イルミナ社）に従って行っ

た。すなわち、各検体から、市販の DNA 抽出

キット（DNeasy PowerFood Microbial Kit; 

QIAGEN 社）を用いて DNA を抽出し、Tks 

Gflex DNA Polymerase（TAKARA社）を用い

て、細菌の 16SrRNA（V3-V4）領域を標的とし

た PCRを行った。PCR産物を精製した後、

Nextera XT Index Kit を用いて PCRを行っ

た。さらに PCR産物を精製した後、MiSeq 

Reagent Nano Kit v2 (500 Cycles)（イルミ

ナ社）を用いて、Miseqにより解析を行っ

た。得られた fastqデータについて、Qiime2

を用いてデータを解析した。対象としたデー

タベースには、Greengenes Database を用い

て解析し、各検体における菌叢のうち、上位

11 属（および、その他）の割合（%）で表し

た。 

 

③表皮付き熟成の衛生評価のための基礎的

研究 

本目的達成のため、小目的として、1）表

皮洗浄方法の検討、2）表皮付き熟成期間中

における枝肉の衛生評価、3）表皮熟成期間

中の周辺環境の衛生評価を実施した。 

1）表皮洗浄方法の検討：わが国の野生鳥

獣処理施設、2（D～E）施設にて表皮洗浄の

実施前後における各衛生指標細菌数を①と同

様の方法で計測し、洗浄効果を比較した。 

2）表皮付き熟成期間中における枝肉の衛

生評価、3）表皮熟成期間中の周辺環境の衛

生評価：施設 Dについて、表皮洗浄後、内臓

摘出を行い、剝皮をせずに表皮を付けたまま

0.3～1.7℃、湿度 71.9％～87.9％の条件下で

6日間熟成させた。熟成後 0，3，及び 6日後

において、熟成庫内環境（壁、床、空気）な

らびに表皮、体腔内側、ならびに剝皮後の胸

部、並びに肛門周囲部から拭き取りを行い、

①と同様の方法で各種衛生指標細菌数を計測

した。なお、熟成庫内空気については、エア

ーサンプラーにより 1000L収集し、標準寒天

培地を用いて一般細菌数のみ検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

該当せず 

 

Ｃ．研究結果 

 

①わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理され

た枝肉の衛生指標細菌数の測定（継続調査） 

 A屋内、屋外施設別の比較では、鹿におい

て屋外施設で処理された枝肉において有意に

高度の一般細菌数が検出された。猪でも同様

の傾向を示したが有意差は認められなかった

（図 1A）。 

 以降、屋内施設で処理されたもののみを対

象として比較を行った。 

 B剝皮と内臓摘出の工程順別比較では、

鹿、猪ともに剝皮を先に行う施設で処理され

た枝肉において高度の一般細菌数が検出され

た（図 1B）。 

 C剥皮方法別比較では、鹿において、ウィ

ンチを使用する施設では、手剥ぎで剝皮を行

う施設に比べ、有意に高度の一般細菌数が検

出された。猪では湯剥ぎが最も高く一般細菌

が検出される傾向があったが有意差は認めら

れなかった（図 1C）。 

 D剝皮施設別比較では、鹿、猪ともに懸吊

に比べのせ台を使用する施設で生産された枝

肉において高度の一般細菌数が検出され、特

に猪では有意差が認められた（図 1D）。 

 E鹿における食道結紮の方法別比較では、

一般細菌数において結紮のみが、その他の方

法に比べ、有意に低値を示した（図 1E）。 

F肛門結紮の方法別では、未実施施設に比

べビニルを使用した結紮を行う施設において

有意に低値を示した（図 1F）。 

 

②熟成肉の細菌叢解析による衛生評価 
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 計 30頭分の熟成前後の肉検体のうち、

40 検体から PCR産物が得られ、細菌叢解析を

実施した（図 2）。 

熟成前、および熟成後の枝肉からは、

Pseudomonanaceae, Prevotellaceae, 
Moraxellaceae, Microbacteriaceae, 
Lactobacillaceae, Lachnospiraceae, 
Camobacteriaceae, Bacillaceae などの細菌

科が検出された。特に熟成後には、

Pseudomonanaceae, Moraxellaceae,の割合が

増加していた。 

施設別では、施設 Aで生産された枝肉では

熟成後の枝肉の多くは、Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae、および Bacillaceae が優占

種となっていた（図 3）。一方、施設 Cの検体

では同様に Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae に加え、Camobacteriaceae を

優占種とする検体も認められた（図 4）。 

 

③表皮付き熟成の衛生評価のための基礎的

研究 

1）表皮洗浄方法の検討： 

電解水を用いて表皮洗浄を実施する施設 D

では、一般細菌数において予備洗浄前で 36.6

～3000＜CFU/cm^2であったが、予備洗浄後、

20.6～1545 CFU/cm^2、本洗浄後 5.9～3190 

CFU/cm^2 であった（図 5）。一方、高圧洗浄

水（25℃、83℃）後に次亜塩素酸水を使用し

て洗浄する施設 Eでは、一般細菌数において

予備洗浄前で 115～16000＜CFU/cm^2であっ

たが、予備洗浄後、45.5～2615 CFU/cm^2、

本洗浄後 0～127.5 CFU/cm^2 であった（図

6）。 

なお、いずれの施設においても、洗浄前に

大腸菌群は 190.9 CFU/cm^2 以下、大腸菌は

23.6 CFU/cm^2 以下、黄色ブドウ球菌は

112.5 CFU/cm^2 以下であったのに対して、本

洗浄後では、特に施設 E では大腸菌群・大腸

菌はいずれも全て 0 CFU/cm^2、黄色ブドウ球

菌は 0.5 CFU/cm^2以下と効果的に低減した

（結果は示さず）。 

 

2）表皮付き熟成期間中における枝肉の衛

生評価： 

表皮を付けたまま熟成したと体の表皮表面

（胸部、肛門周囲部）の一般細菌数は、それ

ぞれ熟成前で 0.4～2.7、0～0.9CFU/cm^2、中

間日（熟成後 3日目）で 0.2～167、0～24.6 

CFU/cm^2、熟成後（熟成後 6日目）で 0～

101、0～0.6CFU/cm^2 であった（図 7）。 

表皮を付けたまま熟成したと体の体腔内表

面（胸部、肛門周囲部）の一般細菌数は、そ

れぞれ熟成前で 0～0.8、0～0.9CFU/cm^2、中

間日（熟成後 3日目）で 11.9～66.5、0.2～

24.6 CFU/cm^2、熟成後（熟成後 6日目）で 0

～25.6、0～0.2CFU/cm^2 であった（図 7）。 

熟成、ならびに剝皮後の枝肉の一般細菌数

は、それぞれ胸部で 0.8～605、肛門周囲部で

0～1000CFU/cm^2であった（図 7）。 

なお、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌

は熟成期間中を通して、全ての検体で 0.5 

CFU/cm^2以下であった（結果は示さず）。 

 

3）表皮熟成期間中の周辺環境の衛生評

価： 

表皮を付けたまま熟成した熟成庫内の壁に

おける一般細菌数は、熟成期間中を通して 0

～0.1 CFU/cm^2であった。床の一般細菌数

は、熟成期間中を通して 2.5～3000＜ 

CFU/cm^2で、特に中間日に高度な汚染

（187.5~3000＜ CFU/cm^2）が認められた

（表 3）。 

なお、大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌

は熟成期間中を通して、全ての検体で 1.6 

CFU/cm^2以下であった（結果は示さず）。 

表皮を付けたまま熟成した熟成庫内の浮遊

一般細菌数を検討したところ、それぞれ熟成

前で 0.4～0.5CFU/cm^2、中間日（熟成後 3 日

目）で 0.8～1.5CFU/cm^2、熟成後（熟成後 6

日目）で 0.3～19.5 CFU/cm^2 であった（図

8）。 

 

Ｄ．考察 

 

①わが国の野生鳥獣肉処理施設で処理され

た枝肉の衛生指標細菌数の測定（継続調査） 

本年度を含め、これまでの全国的な野生鳥

獣肉処理施設を対象とした検討により、衛生

状態（特に一般細菌数の汚染）に影響を及ぼ

す因子として、1）屋外施設、2）工程順：剝

皮→内臓摘出の順、3）剝皮方法：ウィン

チ、4）剝皮施設：のせ台、5）食道結紮・肛
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門結紮：未実施、においてそれぞれ高度に一

般細菌数の汚染が認められた（表 2）。 

工程順では、剥皮を先に行うことで、作業

者が剥皮後の枝肉に、汚染した手指で直接、

あるいは間接的に接触する機会が多くなった

可能性が考えられた。 

剥皮方法別では、ウィンチを用いた場合に

は、剥皮の際に、表皮に汚染した土壌や細菌

が舞い散る可能性が考えられた。 

剝皮施設別では、のせ台を使用して剥皮す

る施設では、懸吊して剥皮を行う場合に比

べ、作業中に汚染した手指や表皮などを介し

てより高頻度に枝肉に細菌が汚染する可能性

が考えられた。 

食道結紮の方法別ではビニル袋で覆う方法

では結紮のみと比べ、多くの一般細菌数が検

出された。鹿では食道結紮後断端をビニル袋

で覆うことがかえって汚染リスクとなる可能

性が考えられた。ビニル袋を被せるために食

道を切断する行為や、結紮をしないことで、

内容物が露出することが汚染リスクとして考

えられる。食道結紮は結紮のみに留めること

がより衛生的な取り扱いであると考えられ

た。  

一方、肛門結紮については、ビニル袋で覆

うことで、結紮未実施の施設に比べ有意に一

般細菌数の低下が認められた事から、肛門結

紮の細菌汚染防止効果が確認された。 

 

②熟成肉の細菌叢解析による衛生評価 

 熟成前の枝肉には、主に土壌由来と考え

られる Pseudomonanaceae, Moraxellaceae, 
Microbacteriaceae、 Bacillaceae が多く検

出されたことから、剝皮等の食肉処理工程に

おいて土壌由来の細菌に汚染されたことが考

えられる。一方、Lactobacillaceae, 
Lachnospiraceae, Camobacteriaceae といっ

た乳酸菌も検出されたことから、熟成により

これらの乳酸菌の増殖が期待された。また、

施設毎に熟成期間中に増殖した菌が異なって

いた。施設 Aでは Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae といった低温腐敗細菌が優占

種となっていたことから、熟成期間中に腐敗

が進んでいる可能性が示唆された。一方施設

Cでも同様に、Pseudomonanaceae、
Moraxellaceae といった低温腐敗細菌が優占

種となっていた枝肉に加え、一部には

Camobacteriaceaeを優占種とする検体も認め

られことから、乳酸菌が増殖していることが

示唆され、枝肉毎に大きく異なる結果となっ

た。今後、Pseudomonanaceae、
Moraxellaceaeの増殖は抑え、各種乳酸菌の

増殖を促進する熟成方法の確立が必要である

と考えられた。 

 

③表皮付き熟成の衛生評価のための基礎的

研究 

1）表皮洗浄方法の検討： 

  電解水で表皮洗浄を行う施設 Dと高圧洗

浄後、次亜塩素酸水で洗浄を行う施設 Eを対

象とし、それぞれの手法で表皮洗浄を行った

際の表皮上に残存する各種衛生指標細菌数を

比較検討して、両洗浄方法の効果を比較検討

した。施設 Dで実施する高圧洗浄のみでは、

比較的多くの一般細菌が残存する一方で、施

設 Eで実施した高圧洗浄・次亜塩素酸水の洗

浄により、極めて効果的に一般細菌数が減少

することが確認された。ただし、洗浄水量、

水圧、洗浄時間等、厳密に揃えた比較はでき

ていない。また、施設 Eで実施した次亜塩素

酸水による洗浄では、拭き取り水中に次亜塩

素酸が残存し、輸送中に拭き取られた一般細

菌が死滅した可能性が考えられる。今後、拭

き取り水の次亜塩素酸を中和し、改めて検討

する必要がある。 

 

2）表皮付き熟成期間中における枝肉の衛

生評価： 

高圧洗浄・次亜塩素酸水の洗浄により、極

めて効果的に表皮に残存する細菌数の減少が

認められた施設 Eについて、表皮付きのまま

熟成させた期間中の表皮細菌数の動態を検討

した。熟成後 3～6日目において比較的高度

な細菌数の増加が認められたことから、低度

に残存する表皮細菌でも一部残存した細菌は

熟成の条件下（0.3～1.7℃、湿度 71.9％～

87.9％）にて増殖することが示された。その

結果、熟成後の剝皮によって、一部枝肉に細

菌汚染が発生することが確認された。このよ

うに熟成期間中でも残存する細菌が増殖する

可能性について、作業者等に啓蒙する必要が

ある。今後、実際に表皮上で増殖した細菌、
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ならびに枝肉を汚染した細菌について、菌叢

解析を行い、どのような細菌が増殖したか検

討する必要がある。 

 

3）表皮熟成期間中の周辺環境の衛生評

価： 

熟成条件下における周辺環境について細菌

汚染状況を検討した。その結果、壁は極めて

低度であることが確認された。一方で浮遊細

菌は一部わずかに増殖したことが確認され

た。さらに床については高度に増殖した。熟

成庫内で枝肉を移動させる際など、特に床へ

の接触に注意することが示唆された。 

表皮がついたままの熟成庫内では、表皮由

来の細菌が庫内に浮遊し、熟成中の枝肉、特

に内臓摘出後の肉面が暴露された体腔内部へ

の汚染が危惧されたことから、浮遊細菌を検

討したところ、熟成期間中を通して一部増加

することが確認された。今後、検出された細

菌について菌叢解析を行う必要がある。 

 

Ｅ．結論 

1）屋外施設、2）工程順：剝皮→内臓摘出

の順、3）剝皮方法：ウィンチ、4）剝皮施

設：のせ台、5）食道結紮・肛門結紮：未実

施、においてそれぞれ高度に一般細菌数の汚

染が認められた。 

2）一部の施設では、熟成により

Pseudomonanaceae、Moraxellaceae といった

低温腐敗細菌が増殖している可能性が示唆さ

れた。 

3）高圧洗浄・次亜塩素酸水による表皮の

洗浄により、効果的に一般細菌数が減少し

た。 

4）表皮を付けたまま熟成することにより

一部表皮に残存した細菌が増殖することが示

された。 

5）熟成期間中とくに熟成庫内の床におい

て一般細菌数の増殖が認められた。 

 

Ｆ．健康危機情報 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

1) 壁谷英則 野生鳥獣由来食肉の安全性確

保に資する研究 獣医公衆衛生研究 26-2 

(2024.3)、9-14 

2) Nabeshima K., Sato S, Brinkerhoff 

J., Amano M., Kabeya H, Itou T., 

Maruyama S., Prevalence and genetic 

diversity of Bartonella spp. in 
northern bats (Eptesicus nilssonii) 
and their blood-sucking 

ectoparasites in Hokkaido, Japan. 

Microb Ecol. 2023. 85:298-306. 

 

２．学会発表 

1) 大津千尋、山原絹子、鶴見柚葉、山崎晴

香、佐藤真伍、丸山総一、壁谷英則 わ

が国の野生鳥獣肉処理施設および屋外

で処理された野生鳥獣肉の衛生評価、令

和５年度関東・東京合同地区獣医師大

会・三学会（埼玉）2023年 9月 

2) 廣木勇太、有吉夏鈴、青山新、寺橋寛太、

伊藤恭大、妻神理乃、佐藤真伍、丸山総

一、壁谷英則 野生鹿・猪における

Campylobacter 属 菌 お よ び

Aliarcobacter 属菌の保菌状況と分離

株の病原関連遺伝子の保有状況、令和５

年度関東・東京合同地区獣医師大会・三

学会（埼玉） 2023年 9月 

3) 廣木勇太、有吉夏鈴、青山新、寺橋寛太、

森田聡志、宮川彩日香、中村きり子、中

村水紀、佐藤真伍、丸山総一、壁谷英則 

わ が 国 の 野 生 鹿 ・ 猪 に お け る

Campylobacter の保菌状況と分離株の

病原性解析 第 23 回人と動物の共通感

染症研究会学術集会 2023年 10月 

4) 壁谷英則 野生動物におけるカンピロ

バクター保菌状況 第 16 回日本カンピ

ロバクター研究会総会 2023年 11月 

 

３．講演会 

1) 壁谷英則 One Health 野生動物に関わ

る諸問題と獣医学 「食中毒を引き起こ

す病原微生物、令和 5年 7月 29日、日

本学術会議公開シンポジウム、オンライ

ン、ならびにオンデマンド配信 

2) 壁谷英則 身近な人獣共通感染症～ペッ

トから野生動物まで～、令和 5年 10月

15日、令和 5年度神奈川県医師会・神奈

川県獣医師会合同 One health講演会、

神奈川県総合医療会館、オンライン配信 



33 

 

3) 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

および屋外で処理された野生鳥獣肉の衛

生評価、令和 6年 1月 11日、丹波山村

ジビエ肉処理加工施設、合計参加者数約

10名 

4) 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

および屋外で処理された野生鳥獣肉の衛

生評価、令和 6年 2月 23日）、宇佐ジビ

エファクトリー、合計参加者数約 5名 

5) 壁谷英則 野生獣肉利用における衛生管

理の留意点、令和 6年 2月 26日、天草

保健所、合計参加者数約 30名 

6) 壁谷英則 野生鳥獣由来食肉の安全性確

保、令和 6年 2月 26 日、株式会社天草

ジビエ、合計参加者数 4名 

7) 壁谷英則 わが国の野生鳥獣肉処理施設

で処理された枝肉の拭き取り調査、令和

6年 3月 7日、令和 5 年度 国産ジビエ認

証 審査員研修会、東京ビッグサイト、

合計参加者数 23 名 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

1) 壁谷英則 「ジビエ料理・安全に楽し

むために」日本防菌防黴学会誌、

Vol.52，No.4，pp.155−160 、2024年

4月 

2) 川本伸一（編集代表）、壁谷英則ほか 

「生食のはなし ジビエ 危害要因コ

ラム③ 腸管出血性大腸菌」2023年 4

月 
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別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全性確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

レセプトデータベース解析に基づく寄生虫性食中毒事例の検出に関する検討 

 

分担研究者  杉山 広 （国立感染症研究所寄生動物部） 

研究協力者  森嶋康之 （国立感染症研究所寄生動物部） 

 

研究要旨 

旋毛虫症、肺吸虫症、マンソン孤虫症という 3種類の寄生虫性食中毒を例として取り

上げ、その発生状況に関して、食中毒統計に収載されている事例数とレセプト解析に基

づく事例数を比較した。特に肺吸虫食中毒ではレセプトデータベース検索では毎年事例

が検出されたが、食中毒統計への収載はなかった。希少疾患であるジビエ喫食に起因し

た寄生虫性食中毒の発生実態を詳らかにするには、レセプトデータの解析も一つの手段

として有効であると考えられた。 

 

A. 研究目的 

わが国では、飲食に起因する健康被害を食

中毒として取り扱うことが、食品衛生法に則

した行政上の方針とされる。また食中毒の病

因となる物質は食品衛生法施行規則において

整理され、寄生虫もその中に含まれる。従っ

て食中毒統計を紐解けば、例えばジビエ（野

生鳥獣肉）を原因とする寄生虫性食中毒事例

の発生状況を知ることができることになる。

実際に、クマ肉の喫食による旋毛虫症やイノ

シシ肉の喫食による肺吸虫症が、食中毒統計

に収載されている。しかし食中毒統計におけ

る事例の収載数は、病因の種類を問わず、い

ずれの場合も実態より過少であると報告され

ている。これは主治医が食中毒届出票を地域

の保健所長に提出しない場合が多いからだと

指摘されている。 

食中毒患者の数をより正確に把握する目的

で，レセプト（診療報酬明細書）より作成さ

れたデータベースに基づく検討が試みられて

いる。日本では国民皆保険制度が施行されて

いることから、患者は受診後に医療費の一部

だけを医療機関へ支払う。医療機関はその

後、患者の傷病名を記載したレセプトを担当

の専門機関に提出し，診療の適否に関する査

定を受け、承認された場合に残額を受け取る

制度が整備されている。このように医療機関

は、医療費残額の払い戻しを受けるためにレ

セプトを提出することから、ある食中毒のレ

セプト数をカウントすることで，その食中毒

患者数が推定できると考えられ、この考えに

則した検討も進められてきた。そこで本研究

では、ジビエ（野生鳥獣肉）を原因とする 3

種類の寄生虫性食中毒を例として取り上げ、

その発生状況に関して、食中毒統計に収載さ

れている事例数とレセプト解析に基づく事例

数を調べて比較した。 

 

B. 研究方法 

 対象とする寄生虫性食中毒として、クマ

肉の喫食による旋毛虫症、イノシシ肉の喫食

による肺吸虫症、イノシシ肉の喫食によるマ

ンソン孤虫症を選択した。まず食中毒統計に

関しては、2016年から 2022年の各年におけ

る患者数を調べた。次にレセプトに関して

は、認定民間機関 JMDC の商用匿名化レセプ
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トデータベースを利用した。対象は 2016 年 1

月から 2020年 12月までの 5年間に医療機関

を受診した患者、約 843 万人（各年の平均

値）である。傷病名欄に旋毛虫（ICD-10 によ

る細分類が B75）、肺吸虫（同 B66.4）、マン

ソン孤虫（同 B70.1））を含むレセプトを対象

年ごとにそれぞれ抽出した。対象母集団には

性比の歪み（男性患者あるいは女性患者がよ

り多い）および人口分布の偏り（5歳ごとの

各年齢階層を相互に比較した場合に特定の年

齢階層の患者が他の年齢階層の患者より多

い）の存在が懸念された。しかし抽出数がい

ずれも少なく、このため拡大推計を行うこと

なく、単純推計で得た値を用いて評価した。

なおレセプトデータベースに収載された 843

万人は、2015年に総務省が実施した全国国勢

調査における日本の総人口 1億 2,630万人の

約 6.67%となる。従ってレセプトデータから

患者 1人が抽出された場合、日本全体で

14.98 人（以後約 15人とする、12,630万

/843 万 = 14.98 (約 15)）の患者が発生した

と推計した。 

 

C. 研究結果 

(1) 旋毛虫食中毒 

 食中毒統計に収載された事件数（患者

数）は、2016年が 1件（21人）、2018年が 1

件（3人）、2019年が 1件（9人）であった

（2023年に沖縄県で発生した事例はまだ食中

毒統計に収載されていない）。一方、レセプ

トデータベースでの検索では、2018年が 1人

（単純推計 により日本全国で 15人）、2019

年が 1人（同 15人）、2019 年が 1人（同 15

人）であった。レセプトデータから食中毒統

計に収載された患者数を正しく導き出すこと

はできず、また食中毒事件の発生年とレセプ

トデータベースへの収載年にずれもあった

が、食中毒事例数は確認できた（表 1）。 

 

表 1．ジビエ喫食による寄生虫性食中毒の

発生状況：食中毒統計 (統計) とレセプトデ

ータとの比較 

NE: 検討せず（予算の関係で資料請求でき

ず） 

註：マンソン裂頭条虫食中毒は事例数なく

表より割愛 

 

(2) 肺吸虫食中毒 

 2016年から 2022 年の食中毒統計では、

事件数と患者数はともにゼロで、発生を確認

できなかった。一方、イノシシ肉の生喫食が

主因の一つとなる肺吸虫症は、843万人の商

用レセプトデータの検索を行った 2014年か

ら 2020年まで、毎年検出された。具体的に

は、2014年から 17年は各年 1名ずつ、18年

は 4名、19年と 20年は 2名であった。これ

を 15倍した数値が単純推計された患者数と

なる。例えば 2018年は 4件なので、単純推

計では 60人の患者発生とみなすことにな

る。なお肺吸虫食中毒は、ジビエ（主にイノ

シシ、稀にシカ）だけでなく、淡水産カニ

（モクズガニおよびサワガニ）の喫食を原因

としても、発症する場合がある。ただし、原

因食材がいずれであれ、食中毒であることは

事実であり、レセプトデータの解析でのみ、

発生実態の一端を把握できた。 

 

(3) マンソン裂頭条虫食中毒（マンソン孤

虫症） 

 2016年から 2022 年の食中毒統計、およ

びレセプトデータベースでは、事件数・患者

数はともにゼロで、発生を確認できなかっ

た。一方、感染研寄生動物部では寄生蠕虫症

の血清検査・形態同定・分子同定などについ

て行政検査・依頼検査として応じてきたが、

2016年から 2022年の期間にマンソン孤虫症

疑いの対応は 5件あった。そのうち 1例が分

子同定により本虫と確定した。残りの 4例は

陰性であった（血清検査 3例、形態同定 1

例）。分子同定で陽性の 1例は食中毒統計に

収載されていない。 

 

D. 考察 



47 

 

食品衛生法施行規則の一部が 2012年 12月

28 日に改正された。その結果、寄生虫も食中

毒の病因物質の種別として、食中毒事件票に

新たに追加された。具体的に取り上げられた

寄生虫は、クドア（ナナホシクドアと病因種

名が判明した場合）、サルコシスティス（フ

ェイヤー住肉胞子虫と病因種名が判明した場

合）、およびアニサキス（アニサキス属およ

びシュードテラノバ属の線虫）である。さら

に「その他の寄生虫」も食中毒の病因物質の

種別として追加され、具体例としてクリプト

スポリジウム，サイクロスポラ，肺吸虫，旋

尾線虫および条虫等が，食中毒統計作成要領

に示された。 

規則改正の目的は、食中毒患者の発生状況

を的確に把握し、系統的な調査を行い、食品

衛生対策のための基礎資料を得ること等と記

されている。改正に則した届出が行なわれる

ことで、寄生虫による食中毒、すなわち食品

媒介寄生虫による健康被害についても、発生

状況の把握が図られ、発生の予防に向けて意

識が高まるものと期待される。 

その好例として旋毛虫食中毒を上げること

ができる。専門家として我々が病因物質の種

同定（遺伝子同定）に関与した 2016年の 1

件（患者数 21人）、2018 年の 1件（同 3

人）、2019年の 1件（同 9人）が食中毒統計

に収載されていた。これら 3件の旋毛虫食中

毒は、何れもクマ肉（ジビエ・野生鳥獣肉）

の喫食を原因として発生した寄生虫性食中毒

であり、食中毒統計への収載は事例の把握に

役立ち、その後の発生予防に（多少は）貢献

したものと考えられる。 

一方で肺吸虫症は、特に西日本において、

第 2中間宿主の淡水産カニの喫食よりも、待

機宿主であるイノシシ（やシカ）の肉を加熱

不十分で喫食して発生する場合が多い。レセ

プト解析により患者発生が確認されたことか

ら、患者を診断した医師は、食品衛生法・第

58 条を順守せず、保健所に「食中毒患者等届

出票」を提出していなかったことになる。ま

たマンソン裂頭条虫食中毒（マンソン孤虫

症）は 1例であるが、分子同定の依頼検査を

受けた。これらの事例は、法に則した届出が

医師の義務として必要であり（食品衛生法・

第 58条）、違反して届け出なかった場合は罰

則が課される（同法・第 73条）。患者を診察

した医師から保健所への届出は、行政が食中

毒に対応する端緒となることから、極めて重

要である。この点を徹底しないと、ジビエ喫

食による食中毒の様な希少疾患は届け出がさ

れず、発生状況の正確な把握がされずできな

いと考えられた。 

保健所は、医師以外の者からの苦情や報告

も，食中毒疑いの事案として受け付けてい

る。医師からの届出がなくとも、保健所が診

察医や医療機関に情報提供を依頼することも

可能である。状況判断から保健所が、食中毒

疑いで行政対応を積極的に発動できるような

体制づくりも重要で、届出の促進にも寄与す

ると考えられた。 

事例が見付かれば積極的に届け出て、食中

毒統計に収載する必要（義務）がある。それ

と並行してレセプトデータの抽出と依頼検査

を継続し、食中毒事例の存在を明らかにする

ことが、ジビエ生食に起因する寄生虫感染の

リスクを低減するための有効な手段になろう

と考えられた。 

 

E. 結論 

旋毛虫症、肺吸虫症、マンソン孤虫症とい

う 3種類の寄生虫性食中毒を例として取り上

げ、その発生状況について、食中毒統計に収

載されている事例数（2016年から 2022年）

とレセプト解析に基づく事例数（2016年から

2020年）を調べて比較した。旋毛虫食中毒お

よびマンソン孤虫症では、両者がそれなりに

一致すると考えられた。肺吸虫食中毒におい

ては、レセプトデータベース検索で毎年事例

が検出されたが、この期間では食中毒統計へ

の収載が全くなかった。ジビエ喫食による寄

生虫性食中毒は希少疾患であり、発生実態の

解明にはレセプトデータベースの活用も、一

つの手段として有効であると考えられた。 

 

F. 健康危険情報 なし 

G. 研究発表 

1. 論文発表 なし 

2．学会発表 なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 
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1．特許取得 なし 

2．実用新案登録 なし 
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令和 5 年度厚生労働科学研究費補助金（食品の安全性確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の安全性の確保とリスク管理のための研究」 

分担研究報告書 

 

イノシシ肉の喫食で発生する孤虫症の原因虫種とその地理的分布に関する調査 

 

分担研究者  杉山 広 （国立感染症研究所寄生動物部） 

研究協力者  森嶋康之 （国立感染症研究所寄生動物部） 

研究協力者  山﨑 浩 （国立感染症研究所寄生動物部） 

 
 

研究要旨 

わが国で孤虫症を引き起こす条虫は、Spirometra erinaceieuropaei であるという従

来の学説は誤りであり、原因種は Spirometra mansoniと Spirometra asiana（新種）の

2種であることが明らかにした。しかもイノシシ肉の喫食で両種による孤虫症が発生し

ている。本研究では両種の地理的分布の特徴を明らかにすべく、終宿主である肉食獣を

対象とした調査を実施した。その結果、ネコ（北海道、福井県、島根県、愛媛県、鹿児

島県に生息）、キタキツネ（北海道）およびイヌ（島根県）から S. mansoni の成虫が検

出された。また島根県のイヌからは S. asiana の成虫が検出された。 

A. 研究目的 

日本を含むアジア各国において、孤虫症（マ

ンソン孤虫症）を引き起こす条虫は、従来、

Spirometra erinaceieuropaei とされてきた

（和名としてマンソン裂頭条虫が用いられて

いた）。しかし、ミトコンドリア DNAの cox1 

遺伝子（cytochrome c oxidase subunit 1 

gene）を用いたハプロタイプ解析により、原

因種は S. erinaceieuropaei という欧州だけ

に分布する条虫ではなく、Spirometra 

mansoni とするのが妥当であるとの結果を得

た（この虫種の和名をマンソン裂頭条虫に改

称することを提案した）。さらにアジアには

S. mansoni の他、人体孤虫症の原因となる別

種の Spirometra 属条虫も分布することを明

らかにし、これを Spirometra asiana として

新種記載した（Yamasaki et al., 2024、和

名としてアジア裂頭条虫を提唱した）。 

新種 S. asiana の成虫は、S. mansoni の成

虫に形態がほぼ等しい。虫卵も、S. asiana

が S. mansoni よりわずかに大きい点以外

は、両種に差異はない。両種の最も顕著な形

態の違いは、プレロセルコイド（両種を含め

た条虫・幼虫期の総称、人体に感染・寄生す

る発育期で以下「プレロ」と略す）に認め、

S. mansoni のプレロは細長なのに対し、S. 

asianaのプレロは肉厚で幅が広い。人体に寄

生したプレロは、皮下や内臓に寄生して結節

状となると、増殖性病変と誤診され、時に外

科的治療の対象にされる。人体感染の原因

は、本虫の待機宿主であるプレロを宿したイ

ノシシの肉であることも多い。すなわち、不

完全な加熱でジビエを喫食することが原因の

寄生虫性疾患と位置付けられる。そこで本研

究では、イノシシを対象とした検討に先行し

て、わが国における両種の地理的分布の特徴

を明らかにするために、終宿主である肉食獣

を対象とした調査を実施した。 

 

B. 研究方法 

1) 肉食性の伴侶動物および野生動物からの

Spirometra属条虫（成虫）の検出 

 関係者が勤務する北海道から九州の獣医科

病院、動物愛護管理センターおよびイノシシ
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の狩猟者に呼び掛け、管理下あるいは飼育下

にあるイヌあるいはネコから排泄された

Spirometra 属条虫（成虫）の提供を求めた。

虫体はいずれも 70%エタノール固定された。

またロードキルされたキツネ由来の成虫の

DNA も譲り受けた。 

2）分子同定と系統解析 

各虫体から常法に従いゲノム DNAを抽出し、

あるいは調製された DNA を用いて、cox1 遺伝

子の全長を増幅するプライマーペアで、当該

領域を PCR産物として増幅させた（1,556 

bp）。増幅産物の遺伝子配列を解読、GenBank

に登録されたマンソン裂頭条虫・マンソン孤

虫の cox1遺伝子の配列を参照して、分子系

統解析を行った。 

 

C. 研究結果 

1) Spirometra属成虫の種同定結果 

分子同定の結果、ネコ（北海道北見市、福井

県福井市および勝山市、島根県浜田市、愛媛

県四国中央市、鹿児島県垂水市）、キタキツ

ネ（北海道札幌市）、およびイヌ（島根県浜

田市）から検出された虫体は、S. mansoni と

同定された。島根県浜田市でイノシシの猟犬

として飼育されていた犬からの検出虫体だけ

が S. asianaと同定された。検出虫体の cox1

遺伝子の配列は総て GenBank に登録し、アク

セッション番号を得た（表 1、図 1）。 

 

2) 分子系統解析 

島根県浜田市の犬から得た虫体（表 1の検体

番号 8）は、同所で捕獲されたイノシシに由

来する虫体（プレロ）と塩基配列が一致し、

S. asiana として同じ clade を形成した。一

方、ネコ、キタキツネ、イヌから検出された

他の虫体は、種内変異と思われるわずかな塩

基配列の差異を相互に認めたが、イノシシを

喫食して孤虫症を発症した患者由来の虫体と

共に、S. mansoniとして一つの cladeを形成

した（図 2）。 

 

D. 考察 

わが国で孤虫症（マンソン孤虫症）を引き起

こす条虫は、従来、S. erinaceieuropaeiと

見なされてきた。この種名は、ヨーロッパハ

リネズミから 1819年に分離された孤虫に由

来する。その後、本種には数多くの分類学的

な検討が加えられたが、わが国ではこの種名

が教育や臨床の場を含めて、今でも広く用い

られている。しかし我々の最近の検討によ

り、S. erinaceieuropaei は欧州に限局して

分布するに留まり、わが国を含む東アジアの

各国では、S. mansoni と S. asianaの 2種が

分布することが明らかにされた。S. mansoni

と S. asianaの 2種は、イノシシにプレロと

して寄生することから、ジビエを原因とする

寄生虫性疾患の原因種としても重要である。

本研究では、両種の地理的分布に関し、終宿

主を対象とした検索を実施したが、北海道か

ら九州に至る各地に両種（特に S. mansoni

が広範に）が分布することが明らかとなった

（イノシシが生息しないとされる北海道から

も S. mansoniが検出された）。今後は、両種

の精細な地理的分布や宿主域などの疫学的事

項、さらに人体と動物に対する病原性に関し

て、一層の検討を加えていく必要があると考

えられた。これらの結果を踏まえ、両種によ

る孤虫症の予防に関する方策を確立する必要

がある。 

 

E. 結論 

肉食性の伴侶動物および野生動物から検出さ

れた Spirometra 属成虫を分子同定した結

果、ネコ（北海道、福井県、島根県、愛媛

県、鹿児島県に生息）、キタキツネ（北海

道）、およびイヌ（島根県）から S. mansoni

が検出された。島根県の猟犬からは S. 

asianaも検出された。 



51 

 

 

F. 健康危険情報 

 なし 

G. 研究発表 

1. 論文発表    

Yamasaki H, Sugiyama H, Morishima Y, 

Kobayashi H. Description of Spirometra 

asiana sp. nov. (Cestoda: 

Diphyllobothriidae) found in wild boars 

and hound dogs in Japan. Parasitol Int 

89, 102798, 2024. 

2．学会発表   

山﨑 浩, 杉山 広, 森嶋康之, アジア産

Spirometra種、とくに新種 Spirometra 

asianaについて, 第 93回日本寄生虫学会大

会（2024年 3月 9-10 日、東京） 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況（予定含

む） 

1．特許取得；2．実用新案登録  なし 
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図表 

 

 

  図 1. 本研究に用いた Spirometra 属成虫の分布 

 

 

表 1. 本研究に用いた Spirometra 属成虫 
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図 2．本研究に用いた Spirometra 属成虫の分子系統解析：cox1 遺伝子を用いた最尤系統樹 
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別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

野生鳥獣由来食品の製造加工、調理段階における 

衛生管理に関する研究 

 

 

研究分担者 渡辺 麻衣子（国立医薬品食品衛生研究所） 

研究協力者 西角 光平（国立医薬品食品衛生研究所） 

   山口 剛士（鳥取大学） 

   森部 絢嗣（岐阜大学） 

   小林 由美（北海道大学） 

 

 
 

 

Ａ．研究目的 

国内では、カンピロバクター（主に

Campylobacter jejuni または C. coli）によ

る食中毒は近年増加傾向にあり、事例件数お

よび患者数ともに最も多い食中毒の一つであ

る。カンピロバクター食中毒の原因食品は鶏

肉であることが広く知られるが、ブロイラー

では、特に盲腸内容物中には 107から 108 cfu/g

レベルの高濃度のカンピロバクターが分布し

ており、これが精肉の重要な汚染源となる。 

一方で、近年は、野生カモ肉が低温加熱調理

法や生ハム製造に利用され、喫食されること

がポピュラーとなり、多くの製品が市販され、

またそのケースは飲食店でも頻繁に見うけら

れるようになった。国内で過去に実施された

野生カモにおけるカンピロバクターの定性的

研究要旨： 

国内では、カンピロバクター（主に Campylobacter jejuni または C. coli）による食中毒

は近年増加傾向にあり、事例件数および患者数ともに最も多い食中毒の一つである。カンピ

ロバクター食中毒の原因食品は鶏肉であることが広く知られる。一方で、近年は野生カモ肉

が低温加熱調理法や生ハム製造に利用され、喫食される機会が多くなり、野生カモ類からの

カンピロバクター定性試験の結果からは高頻度の分布が報告されることから、野生カモ肉で

も鶏肉と同様に、カンピロバクター食中毒のリスクに留意する必要がある。カモでも、ブロ

イラーと同様に、盲腸内容物が精肉の最大の汚染源である可能性が高いと考えられるが、盲

腸内容物におけるカンピロバクターの定量的データはほとんど無い。そこで今年度の検討で

は、野生カモにおけるカンピロバクターの分布実態の把握、特に定量解析結果の集積をはか

ることを目的として、国内捕獲の野生カモにおける分布実態調査を行った。さらに、低温加

熱調理によるカンピロバクター汚染低減効果を評価する目的で、低温加熱調理温度帯におけ

るカモ肉での本菌の消長を実験的に検証した。その結果、野生カモの盲腸内容物における高

頻度・高濃度のカンピロバクター保有を確認でき、腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染

源として重要であることを示した。捕獲・解体時において、特に腸管（盲腸）内容物を精肉

から隔離できる安全な取り扱いを行うことにより、カンピロバクター汚染リスクは軽減でき

ると考えられる。また、野生カモ肉表皮表面に菌が付着、または肉内部に菌が混入しても、

低温加熱調理条件（65℃/15 分・ 63℃/30 分）で確実に加熱することにより菌は死滅し、カ

ンピロバクター食中毒リスクは軽減できることを確認した。 
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調査においては、狩猟鳥やジビエ肉用市販野

生カモ類の直腸スワブや野鳥糞から、数％か

ら 65 ％程度のカンピロバクターが分離され

たとの報告が複数ある。野生カモ肉も、鶏肉と

同様に、カンピロバクター食中毒のリスクに

留意する必要がある。 

ヒトがカンピロバクター症を発症するのに

必要な菌数は 102 cfu程度であるとされ、菌の

汚染程度を定量的に評価する意義は大きい。

カモでも、ブロイラーと同様に、盲腸内容物が

精肉の最大の汚染源である可能性が高いと考

えられるが、盲腸内容物におけるカンピロバ

クターの定量的データはほとんど無い。 

そこで本研究では、野生カモにおけるカン

ピロバクターの分布実態の把握、特に定量解

析結果の集積をはかることを目的として、国

内捕獲の野生カモにおける分布実態調査を行

った。さらに、65℃より低い温度帯での低温加

熱調理によるカンピロバクター汚染低減効果

を評価する目的で、低温加熱調理温度帯にお

けるカモ肉での本菌の消長を実験的に検証し

た。 

 

Ｂ．研究方法 

１．野生カモにおけるカンピロバクターの分

布実態の把握 

 今年度の検討では、国内で令和 5年 11月か

ら令和 6 年 1 月にかけて、北海道、宮城県、

岐阜県、鹿児島県で捕獲された野生のオナガ

ガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、マガモ、

ヨシガモ計 66個体の、ムネからモモにかけて

の表皮および腸管を検討対象として供試した。

表皮では菌数が少ないと予想されたため、試

料を前培養し試料中の菌の有無を定性的に評

価することとした。腸管では、直腸スワブまた

は盲腸内容物を供試し、盲腸内容物において

は菌の定量的評価を行った。 

 

1) 供試試料 

 野生カモは入手時の状況に応じて、以下の 3

種類の採取方法によるサンプルをカモと体か

ら採取した。全ての採取作業はクリーンベン

チ内で無菌的に実施した。供試した試料の内

訳（採取部位・鳥種・捕獲地）は、表 1-3 に示

した。 

①野生カモ肉の販売業者から、腹側羽抜き処

理済みの丸と体（図 1）を購入し、腸管の損傷

を避けつつムネからモモにかけての表皮を

15-25 g程度採取した。この際、できる限り筋

は検体に入れず表皮によって構成されるよう

に採取した。その後、滅菌綿棒で直腸スワブを

採取、または開腹後に盲腸を切除し内容物を

採取した。盲腸内容物は、この後の培養による

定量的試験のため採取重量を測定した。 

②銃で狩猟者が捕獲または罠で捕獲した野生

カモ羽抜き未処理丸と体（図 2）を譲り受け、

腸管の損傷を避けつつ、無菌的に羽抜き処理

後、①と同様に表皮、直腸スワブまたは盲腸を

採取した。盲腸の内容物も①と同様に処理し

た。なお、羽抜き処理後に、肉表面の洗浄等清

浄操作は行わずに供試した。 

③罠で捕獲したジビエ肉販売用の野生カモの

腸管のみを譲り受け供試した。盲腸の内容物

を①と同様に処理した。 

 

2) 培養法によるカンピロバクターの定量的

試験 

 １-1)で採取した盲腸内容物試料は、15ml 遠

沈管に入れた PBS に懸濁した。この際、体格

が小さく内容物が少量しか採取されないコガ

モ用には 4 mL、その他カモ種用には 9 mL の

PBSを使用し、ボルテックスミキサーでよく混

合し、これを 10-1 の希釈液とした。ここから

さらに 10-3 までの段階希釈列を作製した。段

階希釈液を CCDA変法培地（mCCDA培地）｛以下

をメーカーが公開する処方に従って調合；カ

ンピロバクター血液無添加選択寒天基礎培地

（OXOID）、CCDA サプリメント（OXOID）｝平板

2枚に 100 µL ずつ塗抹し、42℃で 48±2 hr 微

好気条件下で培養した。培養後、形成されたコ

ロニー数を計測し、盲腸内容物 1 g あたりの

菌数（cfu/g）を算出した。またコロニーを目

視観察し、コロニーの形態性状で判断した代

表的コロニー3つをヒツジ血液寒天（ニッスイ）

に釣菌し分離培養した。分離株のコロニーPCR

を行い、16S-rDNA V3-V4領域の塩基配列を決

定し、NCBI-BLAST での配列の相同性解析によ

り同定した。 

 

3) 培養法によるカンピロバクターの定性的

試験 
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 １-1)で採取した表皮試料はストマッカー

袋に入れたプレストンカンピロバクター選択

液体培地（プレストン液体培地）｛以下をメー

カーが公開する処方に従って調合；ニュート

リエントブイヨン No. 2（OXOID）、カンピロバ

クター発育サプリメント（OXOID）、プレストン

カンピロバクター選択サプリメント（OXOID）｝

100 mL に加え、1 分間ストマッキング処理し

た。直腸スワブはプレストン液体培地 30 mL

に懸濁した。盲腸内容物は 1)で作製した 10-1

懸濁液の 100 µL を分取し、プレストン液体培

地 10 mL に懸濁した。これらを 42℃で 24±2 

hr、微好気条件下で前培養を行った。培養後、

前培養液の 10 µL または 200 µL ずつをそれぞ

れ 1 枚の mCCDA 平板に塗抹し、42℃で 48±2 

hr 微好気条件下で培養した。培養後、形成さ

れたコロニーは、2)と同様の方法で分離およ

び同定した。 

 

２．低温加熱調理によるカンピロバクター汚

染低減効果の評価 

 以下の手順によって実施した加熱およびこ

れと対照の非加熱肉試料を 1セットとして、1

加熱条件につき 2 または 3 回繰り返し試験を

実施した。 

 

1) 供試カモ肉 

 野生カモ丸と体から皮付きの状態で採取し

たムネ肉について、あらかじめカンピロバク

ターの自然汚染が無いことを培養法で確認し

た。ここから 50-60 g を塊で採取し、1回の菌

接種・加熱試験に供する肉試料とした。菌接種

前に重量を計測した。加熱条件は 65±1℃/15

分または 63±1℃/30分とした。 

 

2) カンピロバクターの接種 

 接種菌液は、42℃で 24±2 hr微好気条件下

で 前 培 養 し た ATCC33560 Campylobacter 
jejuni のヒツジ血液寒天平板培養物から、エ

ーゼで菌体をかきとり、1 mLの PBSに懸濁し

て作製した。接種菌液の濃度は作製の都度、平

板塗抹法にて培養し計測した。全ての試行で

は、接種菌数は肉試料 1 片あたり 8×106 cfu

以上接種することとした。菌接種方法は、表皮

表面に塗布する場合には、個々の肉試料の表

皮表面上に接種菌液 300 µL を滴下し、コンラ

ージ棒で塗布した。カモ肉の筋組織内部に接

種菌液を注入する場合には、それぞれの肉試

料内部の中央部に注射器で接種菌液 300 µLを

注入した。1回の加熱実験では、同時に肉試料

を 2 片用意し両方に菌を接種後、1 片はビニ

ール袋内に真空パックして加熱実験に供した。

もう 1片は非加熱の対照試料とし、直ちに PBS 

450 mLに加えて1分間ストマッキング処理後、

１-2)と同様の方法で段階希釈法による菌数

測定を行った。 

 

3) 低温調理条件での加熱 

 ２-2)で用意した真空パック済み菌接種肉

試料を、定温に設定済みのウォーターバスに

正確な設定時間の間浸漬した。一定時間経過

後、直ちに氷水に浸漬した。加熱時間の測定は、

食品用高速応答デジタル中心温度計（TP-

150VC、ThermoPORT）を使用し、菌液接種部位

に温度センサープローブを設置し（肉試料表

面に接して、または肉試料中心部に差し込み）

測定した。25℃以下まで冷却後、２-2)と同様

の方法で段階希釈列を作製し平板塗抹法によ

る菌数測定を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究はこれに該当しない。 

 

Ｃ．研究結果 

１．野生カモにおけるカンピロバクターの分

布実態の把握 

 野生カモ直腸スワブまたは盲腸内容物から

のカンピロバクター定性的試験の結果、66 個

体中 25個体（37.8％）で陽性となった。陽性

検体率について、カモ種または岐阜県内の捕

獲地で分類し、比較した（表 4-1、4-2）。その

結果、コガモでは 27 個体中 5個体（18.5％）、

マガモでは 34 個体中 12 個体（52.2％）がカ

ンピロバクター陽性であった。岐阜県内の捕

獲 2地点では、地点 1（捕獲日令和 5年 12 月

27日）で捕獲された21個体中10個体（47.6％）、

地点 1と同じ岐阜県内地点 2（捕獲日令和 6 年

1月 6日）で捕獲された 18個体中 1個体（5.6％）

で、それぞれカンピロバクターが検出された。

カモ種または捕獲地、またはそれらの両方に

よって、カンピロバクター陽性率には差があ

る傾向が見られ、腸管内のカンピロバクター
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分布頻度はこれらの要因から影響を受ける可

能性が考えられた。同定されたカンピロバク

ターは全て C. jejuniであった。 

 野生カモ肉表皮からのカンピロバクター定

性的試験の結果、36 個体中 6 個体（16.7％）

で陽性となったが、陽性試料は全て羽抜き未

処理個体、すなわち供試前に実験室で腹側の

羽抜き処理を実施した個体であった。陽性個

体をカモ種で分類したところコガモ 2 検体・

マガモ 2 検体となり、捕獲地（県）で分類し

たところ北海道 3検体・岐阜県 3検体となり、

カモ種または捕獲地による顕著な偏りは見ら

れなかった。同定されたカンピロバクターは

全て C. jejuniであった。 

 野生カモ盲腸内容物からのカンピロバクタ

ー定量的試験の結果を図 2 に示した。今回の

調査では、50個体中 17個体（34.0％）の試料

から検出され、検出菌数の平均値は 1.5×105 

cfu/g、中央値は 3.6×103 cfu/g、最高菌数は

1.6×106 cfu/gとなった。同定されたカンピ

ロバクターは全て C. jejuni であった。 

 

２．低温加熱調理によるカンピロバクター汚

染低減効果の評価 

野生カモのムネ肉の表皮表面に接種したカ

ンピロバクターの生菌（接種菌数：平均 4.1×

107 cfu/肉試料 1 片あたり）は、65±1℃/15

分または 63±1℃/30分の両条件の加熱後、非

検出（＜50 cfu/肉試料 1 g）となった（図 3）。

また 63±1℃/30分の加熱条件については、ム

ネ肉中心部に菌を接種しての調査も実施し、

同様に加熱後には非検出となった（図 3）。こ

れらの結果は 2 または 3 回繰り返し実験によ

り再現性を確認できた。 

 

Ｄ．考察 

野生カモの盲腸内容物における高頻度およ

び高濃度のカンピロバクター保有を確認し、

腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染源と

して重要であると言えた。捕獲・解体時におい

て、特に腸管（盲腸）内容物を精肉から隔離で

きる安全な取り扱いを行うことにより、カン

ピロバクター汚染リスクは軽減できることが

示唆された。また、今回の検討では、表皮から

のカンピロバクター検出は、全て実験室での

羽抜き処理個体からであったことから、解体

時の羽抜き処理方法および処理後の表皮表面

の処理方法によっては、直腸内容物が精肉に

付着したまま残存し検出される可能性が考え

られた。事業者による販売以前の時点で羽抜

き処理が行われた個体のムネ・モモ肉表皮試

料からは、今回カンピロバクターは検出され

なかった。今回販売事業者によって行われた

羽抜き処理方法の詳細は不明だが、毛炙り処

理は無かったことを確認した。今後、精肉への

カンピロバクター付着に関連性が深い解体工

程等についての調査が必要であると考えられ

た。さらに、本研究によって明らかとなった菌

の分布状況から、カモ種または捕獲地等のカ

モの生態に関わる要因が、腸管内でのカンピ

ロバクター陽性率に影響する可能性が考えら

れた。しかしこのことに対する有意な結果を

導くためには、今回調査した試料数は十分で

はなく、今後検討数を増やし詳細な解析が必

要である。 

本研究の結果から、野生カモ肉表皮表面に

菌が付着しても低温加熱調理条件（一例とし

て 65℃/15分・ 63℃/30分）で確実に加熱す

ることにより菌は死滅し、カンピロバクター

食中毒リスクは軽減できることが確認できた。 

 

Ｅ．結論 

野生カモの盲腸内容物における高頻度・高

濃度のカンピロバクター保有を確認したこと

から腸管はカモ肉のカンピロバクターの汚染

源として重要である。捕獲・解体時において、

特に腸管（盲腸）内容物を精肉から隔離できる

安全な取り扱いを行うことにより、カンピロ

バクター汚染リスクは軽減できる。菌の分布

状況は、カモの種や捕獲地によって菌の保有

程度に差がある可能性が有る。今後検体数を

増やし詳細な検討が必要であると考えられた。

また、野生カモ肉表皮表面に菌が付着、または

肉内部に菌が混入しても、低温加熱調理条件

で確実に加熱することにより菌は死滅し、カ

ンピロバクター食中毒リスクは軽減できるこ

とを確認した。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 
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１．論文発表 

 該当なし 

 

２．学会発表 

 該当なし 

 

３．講演会 

 該当なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし 

 

２．実用新案登録 

該当なし 

 

３．その他 

該当なし 
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鳥種 個体数  捕獲地 個体数 

オナガガモ 3  北海道 2 

カルガモ 2  鹿児島県 3 

コガモ 26  岐阜県 39 

マガモ 18  宮城県 6 

ヨシガモ 1  計 50 

計 50    

鳥種 個体数 

オナガガモ 6 

カルガモ 2 

コガモ 6 

ヒドリガモ 7 

マガモ 15 

計 36 

捕獲地 個体数 

北海道 8 

鹿児島県 13 

岐阜県 9 

宮城県 6 

計 36 

鳥種 個体数  捕獲地 個体数 

オナガガモ 6  北海道 8 

カルガモ 2  鹿児島県 13 

コガモ 27  岐阜県 39 

ヒドリガモ 7  宮城県 6 

マガモ 23  計 66 

ヨシガモ 1    

計 66    

表 1．供試した表皮試料の内訳 

表 2．カンピロバクター定性試験に供試した 

直腸スワブまたは盲腸内容物試料の内訳 

表 3．カンピロバクター定量試験に供試した 

盲腸内容物試料の内訳 
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鳥種 陽性数/試験数 陽性検体率（％） 

コガモ 5/27 18.5 

マガモ 12/34 52.2 

捕獲地 陽性数/試験数 陽性検体率(%) 

岐阜県内 

地点 1 
10/21 47.6 

岐阜県内 

地点 2 
1/18 5.6 

表 4-1．野生カモ直腸スワブまたは盲腸内容物からのカンピロバクターの検出状況 

                                                    （鳥種による検出率の比較） 

表 4-2．野生カモ直腸スワブまたは盲腸内容物からのカンピロバクターの検出状況 

                              （岐阜県内における鴨捕獲地における検出率の比較） 



61 

 

図 1．供試した野生カモ丸と体の例 

マガモ 

（メス・販売者による羽抜き処理済） 

マガモ 

（オス・販売者による羽抜き未処理） 
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図 2．野生カモ盲腸内容物中の

カンピロバクター検出菌数 
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抹法によって算出した菌数

を、1 個体につき 1 ドットで示

した。 
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図 3．野生カモ肉における

低温加熱調理によるカンピ

ロバクター菌数減衰効果 

加熱およびこれと対照の非加

熱肉試料を 1 セットとして、1

加熱条件につき 2 または 3 回

繰り返し試験を実施した。1 回

の加熱実験では、同時に肉試

料を 2 片用意し両方に菌を接

種後、1 片は加熱実験に供し、

もう 1 片は非加熱の対照試料

とし菌数測定を行った。これ

らの菌数を比較し加熱後の減

衰効果を確認した。 
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別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

野生鳥獣の異常個体・病変の病理学的研究並びにカラーアトラスの作成 

 

研究分担者 宇根 有美（岡山理科大学 獣医学部） 

研究協力者 嘉手苅 将（岡山理科大学 獣医学部） 

    

 

 
 

Ａ．研究目的 

ジビエ生産物の狩猟者、解体・加工者及び消

費者に至る流通過程において、生じるヒトへ

の健康被害をなくし、かつこれらの作業活動

に関連する動物衛生上のリスクをなくすこと

を目的として、狩猟者、解体・加工者が危険な

疾病を認識して的確に排除できるように、理

解しやすいカラーアトラスを作成する。 

 

Ｂ．研究方法 

 令和 3 年から 5 年までに間に、全国各地の

ジビエ関係機関より提供された病変、疾病を

病理学的に検索し、その診断名に従ってカテ

ゴライズして、さらに、公衆衛生上および動物

衛生上の重要な疾患をノミネートして、これ

らをカラーアトラスのコンテンツとした。イ

ノシシ、シカの病変のみで、完結できない疾

患・病変に関しては、牛および豚の図を外挿し

た。重要疾患に関しては、文献を含めて解説ペ

ージを作成した。主要臓器の病変の見方につ

いて解説書を作成した。イノシシおよびシカ

で、よく見られる病変を列記した。 

（倫理面への配慮） 

 捕獲、解体された動物の臓器を扱うことか

ら倫理面で特段の配慮を必要とするものはな

かった。 

 

Ｃ．研究結果 

作業に当たる関係者の病変識別、理解を深

めるために、視覚的にリスクの高い疾病を的

確に排除するために、カラーアトラス（リング

ファイル形式として、随時疾病解説ページを

増やせるようにした。カラーパネル、病変の見

方、解説、よく遭遇する病変を掲載した）。そ

の構成は 1 部；あぶない異常・気をつける異

常、2部；病変の見方、3部；病変解説、4部；

イノシシ、シカでよく遭遇する病変 約 60 ペ

ージのカラーアトラスを作成した。別添資料

参照 

 

Ｄ．考察 

検体提供者や、講習会参加者と、病変に関

する意見交換を行ったところ、日常的に作業

の現場で、動物や内臓に違和感を感じる機会

が多々あるが、判断できず、そのまま廃棄し

た、あるいは、問い合わせ先（相談窓口）が

あったら良いと思うことがあるなどとの意見

研究要旨：野生動物を安全に取り扱い、高品質な生産物として流通させ、ヒトへの健康被害

をなくすために、疾病に関連する適切な情報と取り扱い方法の普及を目指すカラーアトラス

を作成することを目的とした。令和 5年度は、今までに収集したイノシシ、シカ、牛、豚の

病変を整理して、公衆衛生上および動物衛生上の重要な疾患をノミネートして、その危険度

が理解できるように信号標記を採用した。また、図は大きく、平易な表現にした。そして、

代表的な実質臓器ごとに異常（病変）の見方、疾病の解説、遭遇頻度の高い病変を小冊子 1

冊にまとめた。そして、研究班班員に提示して改良するとともに、農水省がコーディネイト

するジビエハンター養成講習会で配布して意見を聴取した。好評であった。 
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を聞いた。今回のカラーアトラスは、そのよ

うなときに利用できると好評であった。 

 

Ｅ．結論 

作業に当たるヒトおよび、ジビエ製品を消

費するヒトに健康被害がないように、的確に

リスクを排除する必要があり、カラーアトラ

スのさらなる充実が望まれ、普及に力を注ぐ

べきである。 

 

Ｆ．健康危機情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 
髙井伸二、鈴木康規、壁谷英則、安藤匡子、入江隆
夫、山崎朗子、宇根有美、杉山 広、朝倉 宏、前
田 健 わが国における野生獣肉のペットフード
利活用の現状と課題 日獣会誌 76 e213～e225
（2023） 

 

２．学会発表 

なし 

 

３．講演会 

各種の普及方法を検討して、2024 年 3 月農

水省企画ジビエハンター養成講習会で配布及

び解説して、利用者の意見を聴取した。 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし 

 

２．実用新案登録 

該当なし 

 

３．その他 

なし 
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ジビエのカラーアトラス： 別添資料参照  

  



ジビエのカラーアトラス
(試作版)

あぶない異常・気をつける異常
    

※ 感想をお聞かせください

野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究会

宇根 une@azabu-u.ac.jp



１．本事業の概要
２．本カラーアトラスの使い方
３．あぶない異常・気をつける異常

１）シカ
２）イノシシ
３）共通

４．病変の見方
５．よく見られる病変
６．付録
      巻末情報

逆引き一覧

目次



■補助金名称
厚生労働科学研究費
食品の安全確保推進研究事業

■研究課題
野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と
衛生管理ガイドラインの改良に資する研究

（21KA1003）
研究代表者 前田 健（国立感染症研究所・獣医科学部）

■目的
野生鳥獣由来食肉における病原体汚染の実態調査

などを通じて危害防止のための知見の収集と、Ｈ
ACCP義務化に対応した衛生管理手法の確立

■カラーアトラス制作者
宇根 有美（岡山理科大学獣医学部 教授）

1.本事業の概要

ジビエ
病変

家畜衛生上の問題疾病 公衆衛生上の問題疾病

人獣共通感染症を重視して制作



■カラーアトラス作成の目的
公衆衛生上のリスクを軽減あるいはなくすために、

専門的な知識を有さない従事者でも、的確に疾病・病
変を排除できるようにする。

信号の意味
赤：全部廃棄した方が良い

全部廃棄しないといけない
人に感染する可能性の高い疾患

黄：人には感染しないが、取り扱い注意
全廃棄、そして移動にも注意する

青：健康上問題ない
偶然みられた変化

2.本カラーアトラスの使い方



1）シカ編

3.あぶない異常・気をつける異常



削痩
さくそう

ポイント
■異常に痩せている

■毛が薄い
■剥げている
■色が白い（口粘膜や結膜が白い；貧血）

［エゾシカ 年齢：推定２歳］
状態：顕著な削痩
角：左右とも上の分岐で欠損
（通常、左右欠損はない）
被毛：毛並みが非常に悪い。
胸元はもじゃもじゃチリ毛様

下痢：捕獲時から重篤な下痢で洗い流
した後、変色しているところは全て下
痢便が付着

特徴：異常な削痩（痩せ）は、長期にわたって、栄養不足、消耗性疾患に罹患し
ている可能性があり、慢性下痢、慢性の呼吸器疾患など、貧血していることがほ
とんど。ある種の中毒や人にも感染する可能性のある寄生虫（クリプトスポリジ
ウム）の感染も考えられる。注意が必要。

いろいろな
原因がある

（長期の異常）

・冬場の採食不足
（栄養不良）
・感染症
・中毒
・内臓疾患

など



結核けっかく

特徴：主に胸腔のリンパ節が充実性に腫脹する。リンパ節の割面には黄白色の
チーズ様（乾酪壊死）の病変（結核結節）がみられる。肺内部や胸膜の表面、
全身のリンパ節に結核結節を作ることもある。

ポイント
■肺
肺の表面や内部に、塊、ブツブツ、ボコ

ボコ（結核結節）がたくさんみられる
結節の中は、もろくて、乾燥感があり、

黄色みが強い

■リンパ節の腫れ
リンパ節の中にも結核結節が形成され、

腫れる
肺と同じ変化がみられる

■ 人獣共通感染症 感染性が高い。家畜伝染病(法定伝染病)

黄白色のチーズ様の壊死［牛の肺割面］



結核けっかく

（真珠病）

特徴：肺胸膜、胸郭胸膜に播種性に比較的大きさの整った硬い結節が形成される。

ポイント
■肺表面、胸腔胸膜に形の整った小型の
ぶつぶつがたくさん見られる
結核結節
（播種性結核、漿膜結核、真珠病）
表面にブツブツ、ボコボコ（結節）

■ 人獣共通感染症
感染性が高い。家畜
伝染病(法定伝染病)

数珠状の結節［牛の肺］

数珠状の結節［牛の大網］



ヨーネ病
よーねびょう

特徴：大腸寄りの小腸の粘膜が分厚くなり、消化吸収ができなくなり、下痢を起
こす。発症すると慢性的な下痢となるため、どんどんやせていく。小腸の外観は、
太く、しわがよっている。小腸をしごくように握ると粘膜が分厚くなっているの
がわかりやすい。小腸を切開すると、粘膜が「わらじ」のようにしわを作ってい
るのが観察される。

ポイント
■削痩
慢性の水様性下痢で著しくやせている

■小腸に出血などはなく、
壁が握ると分厚い感じ

■腸間膜リンパ節の腫脹

※巻末に関連情報あり

粘膜が肥厚して「わらじ」状の表面のようにみえる［牛の小腸］

「家畜伝染病（法定伝染病）」・家畜保健衛生所への通報



破傷風
はしょうふう

特徴：外傷のほか、臓器等に目立った病変はない。脱水の傾向がある。胃内
容の水分量が少ない。外傷が目立たないこともある（見つからないことも
ある）。

ポイント
■後弓反張こうきゅうはんちょう
頭と首を後ろに反り返している
尻尾も立っている
木馬のように足をピーンと伸ばしている
■強直性痙攣きょうちょくせいけいれん
ブルブル震えるような痙攣ではなく、木
馬のように四肢を伸ばして固まってしま
う

首がのけ反り、四肢が伸びている［牛］



肝蛭かんてつ

特徴：肝蛭の発育段階で、未成熟な吸虫が腸壁，腹腔や肝臓を移行し，胆管で成虫とな
る。寄生された胆管では壁の肥厚がみられることが多い。

ポイント
■肝臓内の中に木の葉のような寄生虫が
みられる
■寄生虫は肝臓の中の胆管内に寄生して
いる。ときに、胆管が拡張したり、壁が
厚くなったり、胆汁が増えたりする

木の葉様のような形の肝蛭［シカ］

肝臓の胆管内にみられた肝蛭［シカ］
肝蛭が寄生する胆管の壁はしばしば肥厚する

■ 人獣共通感染症
ヒトを含むいろいろ
な動物に感染するこ
とがわかっている。
通常は、寄生虫の幼
虫がついた草などを
食べることで感染す
る。
肝蛭が寄生した肝

臓を間違って生で食
べると、また、寄生
虫がついた食物をた
べることでも感染す
る



2）イノシシ編

3.あぶない異常・気をつける異常



削痩・下痢
さくそう げり

ポイント
■痩せている

■毛が薄い
■毛の質が悪い
■水様の下痢便

［イノシシ 性別：雄 体重：３０Kg］
状態：顕著な削痩
下痢：死体洗浄時に水様の下痢が排便

特徴：削痩（痩せ）は、長期にわたって、栄養不足、消耗性疾患に罹患している
可能性があり、慢性下痢、慢性の呼吸器疾患など、貧血していることがほとんど。
ある種の中毒や人にも感染する可能性のある寄生虫、細菌の感染も考えられる。
注意が必要。

いろいろな原因がある
（長期の異常）

・冬場の採食不足
（栄養不良）

・感染症
・中毒
・内臓疾患

など



豚丹毒とんたんどく

皮膚型
ダイヤモンド疹
菱形疹 りょうけいしん

ポイント
■ 菱形ひしがたの特徴的な病変
イノシシの被毛は有色のため分かり

にくい
■ 体表リンパ節腫大

特徴：皮膚にのみ、特徴的な病変がみられる。
回復期には、皮膚の表面に黒く変色したカサブタが形成される。

皮膚表面のダイヤモンド疹［豚］

体表のカサブタ形成［豚］



豚丹毒とんたんどく

特徴：全身のチア ノーゼが特徴的で、解体するといろいろな臓器のうっ血（赤黒
い）、全身リンパ節および脾臓の腫大と出血、胃~十二指腸粘膜の出血、肺水腫
と出血、腎臓の腫大と皮質の点状出血がみられる。

敗血症型

チアノーゼがみられる他の病気
■豚熱
■トキソプラズマ症

（人獣共通感染）

ポイント
■チアノーゼ（紫色）
粘膜、皮むき後の皮膚が紫色

■リンパ節腫大
■胃 ~十二指腸粘膜出血
■腎臓の赤い小さなたくさんの点（点状出血）

胃粘膜出血（広汎）［イノシシ］

※巻末に関連情報あり

皮膚のチアノーゼ（紫色）［豚］



豚丹毒とんたんどく

関節炎型
リンパ節腫大

ポイント
■リンパ節が非常に大きい（腫れている）
■赤い
■割面が盛り上がる
■腫れているリンパ節の近くの関節に
炎症がある。液体（関節液）増加、
液体濁っている

■関節の中に、変なものがある（絨毛）

特徴：リンパ節の腫大が高度である。そのリンパ節の近くの関節などに炎
症がある。豚の場合、内腸骨リンパ節腫大と膝関節炎の組み合わせが多い

内腸骨リンパ節の腫大と出血［豚］ 慢性膝関節炎［豚］



レンサ球菌症
れんさきゅうきんしょう

特徴：心臓の弁にイボ状、結節状、カリフラワー状の病変を作る。病変は黄白色または、
血液を混じて赤い。病変は細菌の塊で、はがれると血流に乗って全身にばらまかれる。
心臓の表面と心臓を包む膜の間に細菌がたどり着くと、そこに濁った水がたまったり、
かき卵状または卵スープ状の線維素が析出する（心外膜炎）。細菌が腎臓にたどり着く
と、表面に白斑を生じる（腎梗塞）。
また、関節炎や髄膜炎も引き起こすが、その場合、解体時に目立った病変がないこと

もあるので、注意が必要。

敗血症型
心内膜炎型

豚丹毒：
心臓に同じ
変化

ポイント
■疣贅性心内膜炎 ゆうぜいせいしんないまくえん
心臓を割ってみると、弁にイボ状の病変

■心臓が普通より大きい
■心臓の表面にかき卵みたいな付着物
■腎臓の表面に白斑
■肺が部分的に赤く硬くなっている。

心臓内腔 心内膜炎 ［豚］

肺、水っぽい、赤い、重い ［豚］

※巻末に溶連菌関連情報あり



豚熱ぶたねつ

特徴：耳介、鼻端、四肢、下腹部の皮膚に、内出血による紫赤斑がみられる。イ
ノシシでは被毛の少ない下腹部～内股が見つかりやすい。脾臓の辺縁を縁どるよ
うに出血部が並び、出血部は腫れている（出血性梗塞）。腎臓の表面や膀胱の粘
膜、心臓の表面に点状出血がみられる。体表リンパ節や腸間膜リンパ節など、全
身のリンパ節は、出血を伴って腫脹する。

ポイント
■紫斑しはん：紫色に変色した斑状の病変
耳、鼻、下腹部の皮膚に紫斑

■脾臓に出血
脾臓の辺縁に赤黒い出血

■腎臓の表面に点状出血
■リンパ節の腫脹

腎臓（点状出血）［豚］ 脾臓辺縁部（出血梗塞）［豚］

前躯（紫斑）［豚］ リンパ節の出血と水腫［豚］



アフリカ豚熱
あふりかぶたねつ

特徴：耳介、鼻端、四肢、下腹部の皮膚に、酸欠によるチアノーゼがみられる。イノシシで
は被毛の少ない下腹部～内股がみやすい。脾臓は赤黒く、著しく腫大する。腎臓など多臓器
で出血が認められる。体表リンパ節や腸間膜リンパ節など、全身のリンパ節は、出血を伴っ
て腫脹する。肺は、胸腔内で血の混ざった水に浸るほど出血と水腫が顕著。

ポイント
■チアノーゼ
耳、鼻、下腹部の皮膚が赤紫色になる

■脾臓の腫大
■多発性の出血
多臓器が出血で赤黒く染まる

■リンパ節の腫脹
■肺水腫

腎臓の暗赤色［豚］ 赤色の胸水と肺［豚］

豚同士が集まってうずくまる。紫斑もみられる 脾臓のうっ血性の腫れ［豚］



抗酸菌症
こうさんきんしょう

特徴：体表リンパ節や腸間膜リンパ節など、全身のリンパ節が充実性に腫脹する。
リンパ節の割面には黄白色のチーズ様の病変（しばしば硬い）がみられる。肝臓
や肺に黄白色の膿瘍、結節を作ることもある。

ポイント
■リンパ節の腫脹
中身が詰まった感じで、少し腫れる

■肝臓に白い小さなブツブツ
表面の白斑は盛り上がってみえ、内部に

も病変が広がる
■肺や腎臓に白ブツができることも

肝臓に白斑多数散在［豚］

腸間膜リンパ節に白斑散在［豚］



3）共通（シカ、イノシシ）

3.あぶない異常・気をつける異常



腹が
張っている

ポイント

■腹が張っている
腹が異様に膨らんでいる
叩くとタプンタプンしている
→ 水が溜まっている（腹水）

特徴：異常に腹が張っている状態を腹囲膨満という。波動感がある場合は、 液体が溜
まっている。太鼓のように弾力がある場合はガスが溜まっている。
死んで時間が経つと腹は太鼓のように膨れる。

いろいろな原因がある

・腹腔内の炎症
・心臓病 （腹水）
・肝臓病 （腹水）など

腹囲が膨満している［豚］



黄疸おうだん

ポイント
■剥皮後の皮や皮下脂肪が全体的に黄色
い
■体全体が黄色くなるが、眼の結膜（白
目部分）、心臓表面の脂肪、内臓脂肪な
ど、もともと白い部位でみやすい
■肝臓の黄変、腫大、もろいことが多い

特徴：血液が破壊されたり、肝臓、胆嚢の病気で全身が黄色く染まる。肝臓、脾
臓、腎臓を含め全身が黄染するが、もとが白い脂肪で観察しやすい。

いろいろな原因がある

・感染症
・肝臓病
・中毒 など

筋膜に付着する脂肪も黄染［牛］

腸間膜の脂肪の黄染［牛］



脾臓が腫れる
脾腫ひしゅ

敗血症

かなり危険
全身性の高度の感
染症の時にみられ
る

「炭疽」
人に感染する、
手指の小さな傷か
らも感染する

ポイント
■脾臓が非常に大きい
■脾臓が軟らかい。グジュグジュ
■赤黒い
■切り口が盛り上がる
■切り口からドロドロと液体が落ちる

特徴：脾腫（脾臓が高度に腫れあがること）、脾臓
が赤黒く、軟らかくなる。肝臓や心臓なども色が
白っぽくなって、腫れる（混濁腫脹）。血が固まり
にくい。皮下織も含め、いろいろなところに出血が
みられる。

日本では、2000年に牛の炭疽が2頭見つかって以降、
報告はない。
炭疽菌は抵抗性が強いので、長い間土壌などで生

き続ける

■人獣共通感染症

家畜伝染病：
法定伝染病

感染症法：
4類感染症

脾臓の高度腫大［牛］



腸・腸間膜の
出血、壊死

腸炭疽 非常に危険

ポイント
■ 腸の一部が赤く、膨れて、脆い
■ 腸間膜にも出血と壊死

特徴：炭疽菌が感染すると、その部位に、非常に強い出血と壊死をおこす。腸炭
疽の場合には、腸の一部、そしてその部分の腸間膜に出血と壊死がみられる。

小腸および腸間膜の出血［豚］

小腸の出血および偽膜形成［豚］



炭疽、典型的な姿勢［クドゥ］

https://www.anipedia.org/resources/anthrax/1203

炭疽、皮膚の複数の出血［クドゥ］

炭疽たんそ
野生鳥獣の炭疽 情報

■人獣共通感染症

家畜伝染病：
法定伝染病

感染症法：
4類感染症

※巻末に関連情報あり



炭疽 重篤で急性のびまん性線維素性出血性腸炎［クドゥ］

炭疽 顕著な脾腫［クドゥ］

https://www.anipedia.org/resources/anthrax/1203#pathology

炭疽、顕著な出血［クドゥ］
■人獣共通感染症

家畜伝染病：
法定伝染病

感染症法：
4類感染症



トキソプラズマ症
ときそぷらずましょう

特徴：耳介、鼻端、四肢、下腹部の皮膚に、内出血による紫赤斑がみられる。イノシシ
では被毛の少ない下腹部～内股がみやすい。肺は全体的に水を含んでたっぷりしていて、
表面に点状～斑状の出血が多発する。その他に、腹腔内のリンパ節が出血を伴って硬く
腫脹したり、肝臓が濁った色で腫脹し、表面に白斑がみられたり、腎臓に点状出血がみ
られたりする。

ポイント
■紫斑しはん
耳、鼻、下腹部の皮膚に紫斑

■肺水腫
肺が全体的に水っぽく、表面に出血斑が

多発
■リンパ節の腫脹
■肝臓が褪色して、表面に白斑
■腎臓の表面に点状出血

肝臓の退色と白斑［豚］



サルモネラ症
さるもねらしょう

特徴：黄白色で悪臭のある水様性～泥状の下痢を呈する。腸炎を起こし、
腸間膜リンパ節が腫脹する。全身感染すると、肝臓に小白斑を生じる。

ポイント
■下痢
黄白色で悪臭のある下痢

■肝臓に小白斑
■腸間膜リンパ節の腫脹

肝臓に小さな白斑散在［豚］



クリプトスポリジウム症
くりぷとすぽりじうむしょう

特徴：腸管のみに病変がある。臓器等に目立った病変はない。

ポイント
■水様性の激しい下痢
■腸の壁がタプタプ、しまりがない
腸の内容が水のように、粘液様

カタル性・出血性腸炎（典型的な肉眼病変）［子牛］

Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 2015 ONLINE FIRST ISSN 1311-1477; DOI: 
10.15547/bjvm.924

牛乳の凝固物が混じった特異な黄緑色の内容で、大腸粘膜の水
腫と充血がみられる［牛］

■ 人獣共通感染症
感染性が高い。
経口感染

※巻末に関連情報あり



住肉胞子虫症
（サルコシスティス症）
じゅうにくほうしちゅうしょう

特徴：大量寄生であっても、動物は無症状だが、まれに、シストが破れて炎症が
起きることがある。炎症が起きた部分は白色あるいは緑がかっている

ポイント
■筋肉の中に黄白色の小結節～うねう
ねしたスジ
牛肉の「サシ」と間違えた人がいる

■肉眼では見えないこともある

筋肉に白色のスジ（※イノシシでは、目視されることが少ない）［シカ］
左下図：組織標本。多数のブラディゾイト（増殖虫体）を入れたシスト（沢山の寄生虫を入れた
袋）を筋肉組織内に形成する（青い粒々1つ1つが寄生虫）



有鉤嚢虫症
ゆうこうのうちゅうしょう

特徴：寄生虫の幼虫が透明な袋に入った状態で寄生する。筋肉（特に体幹の筋肉、
横隔膜、舌）のほか、脳、脾臓、リンパ節、肝臓、肺に寄生することもある。寄
生された動物は無症状。

ポイント
■筋肉に黄白色の結節～透明な水疱

筋肉に白色結節（矢印）が見られる［豚］

筋肉に多数白色結節が見られる［豚］



無鉤嚢虫症
むこうのうちゅうしょう

特徴：寄生虫の幼虫が透明な袋に入った状態で寄生する。主に筋肉（ほほ肉、心
臓、舌、横隔膜、体幹の筋肉）に寄生する。寄生された動物は無症状。

ポイント
■筋肉に黄白色の結節～透明な水疱

筋肉に透明な袋が確認［牛］

筋肉に黄色透明な袋を確認［牛］



エキノコックス症
えきのこっくすしょう

特徴：寄生虫の幼虫が分厚い黄白色の袋に入った状態で寄生する。大きさは直径
数mm～数十cm。

ポイント
■肺、肝臓、腎臓に黄白色の嚢胞

腎臓に嚢胞（矢印）［牛］ 腎臓の割面［牛］

肝臓に白色の嚢胞［牛］ 肝臓の割面［牛］



旋毛虫症
（トリヒナ症）
せんもうちゅうしょう

特徴：成虫は腸管内で活動性の幼虫を放出し、新生幼虫は血液やリンパ
液を介して移行し、最終的には骨格筋内で被嚢化し生存する。

ポイント
■成虫は腸管内、幼虫は同一宿主の横
紋筋に寄生
■成虫は1～2ｍｍ、幼虫は1ｍｍに満
たないため、目でみつけることはむず
かしい
■感染は幼虫が寄生した筋肉の摂取

筋肉に嚢胞を形成して生存［スナネズミ］



心臓
肺
肝臓
腎臓
腸管
筋肉

4.病変の見方



★

変化の見方(ポイント）
■ 大きさ いつもより 大きい／小さい
■ 形 いつもの円錐形でない 球形／いびつ(変な形）
■ 色 全体的に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など

一部に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など
■ 表面 透明感がない／白っぽい／ザラザラ／網目状／隆起するものがあるなど
■ 割面 透明感がない／白っぽい／網目状／隆起するものがある／切った面が膨隆

する など
■ 質 硬い／軟らかい／もろい など
■ できもの（結節、腫瘤） 部位、数、形状、性状、内容（割面）
■ 心膜の状態 表面、心嚢水（量、色、浮遊物の有無）
■ その他 心臓以外の臓器の変化の観察

変化の見方(ポイント）解説
■ 心臓の色を決定する要因 心臓の元々の色（褐色）、血液量、脂肪量など

いつもより赤い、赤黒い：血液量が多い
白色、黄色：脂肪量が多いと淡い(薄い）色になるが、野生動物の場合、細胞が
変性している可能性大

■ 右心室は左心室より側壁が薄いため死後硬直の影響を受けにくい。そのため死体
では、右心室は左より内腔が広い。

心臓の変化の見方

シカ

基礎知識
■ 心臓の形 尖端を下に向けた鈍円錐形

心房の一部で左右の心房にそれぞれ耳状の、左心耳、右心耳がある
■ 心臓の左右 右心室の内腔は心尖まで達成せず、側壁の厚さは左心房よりも薄い

右房室口に右剖室弁（三尖弁）がある
左心室の内腔は心尖まで達成し、側壁の筋層は厚く発達
左房室口に左剖室弁（僧帽弁、ニ尖弁）がある

■ 質 表面は、透明感があって平滑(ツルツル）均質で軟らかく弾力がある
■ 表面 内側には心内膜、外側には心外膜がある
■ 心膜に包まれて心膜内に遊離する

イノシシ（心臓内腔）



変化の見方(ポイント）
■ 大きさ いつもより 大きい／小さい

正常では、胸腔の大きさより肺はずいぶん小さい。
図の黄色の線は横隔膜のラインで、図の肺は胸腔一杯に存在（異常：退縮不全）

■ 形 各部（左右や肺葉）の大きさのバランスが崩れている。
例：左肺が右肺に比べて大きい。

■ 色 全体的に 赤色／黒っぽい／白色／明るい色など
一部に 赤色／黒っぽい／白色／明るい色など
例：肺の縁だけが白い、肺の前葉の縁だけが色が違う(赤い）など

■ 表面 透明感がない／白っぽい／ザラザラ／隆起するものがあるなど
■ 割面 割面にスポンジ状の構造が見えない、割面から液体や泡がにじみ出てくる、

あるいは流れ落ちる。気管支の断面から液体や泡沫が出る。膿(黄白色のドロドロ
の液体）がある。ボソボソした黄白色の物質(乾燥した膿、壊死組織）がある

■ 重量 重い/非常に軽い
■ 質 硬い、弾力性がある、プリンのように波動感があるなど
■ できもの（結節、腫瘤）部位、数、形状、性状、内容（割面）
■ 気管支・気管内部 液体、固形物などがある。色、性状の確認
■ その他 肺以外の臓器の変化の観察

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
１

２

３

４

水
基礎知識
■ 肺の形 1対の臓器で右と左に分かれている（右肺と左肺）、さらに、左右の肺は

くびれ（葉間裂）によって、パーツ（肺葉）に分かれる。シカを含む反芻獣は8つ
のパーツ（肺葉）から成る。イノシシは7つから成る。

■ 肺の表と裏 肺の肋骨に接している面を肋骨面（表、背面）という（緩やかに隆
起した広い面）。心臓を取り囲んでいる面を内側面という（裏、腹面）

■ 質 表面は透明感があって平滑（ツルツル）で、空気を含んでマシュマロのよう
に柔らかい。肺の小片を水に入れると水面に少し肺の一部を出して浮く①。

■ 表面 肺の表面を覆う膜(漿膜しょうまく）を胸膜きょうまくという。特に肺の表面を
覆う膜を肺胸膜という。同じ膜は胸腔内面を覆っている（壁側胸膜）。

■ 割面 スポンジのよう、空気を入れる極小の小部屋の集合体
■ 気管と気管支 梁はりの役割をしている軟骨が発達していて、簡単にはつぶれない

ようになっている。空気の通り道で内部は湿っていて、何もない。
■ 肺は陰圧の胸腔の中で空気を吸い込んで大きく拡張している。胸腔から出すと
（大気圧、陽圧になる）肺は小さくなる（退縮する）。

肺の変化の見方



変化の見方(ポイント）解説
■ 大きさ 下の左図のように胸腔から取り出された肺は空気が排出されて縮む
（退縮良好）。右図のように肺自体が盛り上がって、フワフワと大きい場合は肺
内に大量の空気が残っている（退縮不全）。このような場合は気道（喉頭、気管
、太い気管支）に空気の排出を阻害しているものが存在している可能性が高い。
この時、肺を採出している間に縮んでいくときもある。肺が退縮不全で、重い場
合、肺の色が濃い場合は、液体（水腫液、血液など）や固形物(吐物、血餅、滲出
物(線維素、炎症細胞など）が気管支から肺胞までのどこかに存在する可能性が
ある。液体成分が主体の場合、肺の小片を水に入れると水中を浮遊する②。固形
成分が多いと沈下する③。

■肺の色を決定する要因 空気の量と血液の量
と殺された動物の肺は放血されているので明るい赤（桃色、貧血の色）、いつも
より赤い、赤黒い：血液量が多い（うっ血、充血、出血）。特に赤黒い場合は、
出血などを疑う。白色：空気の量が多い（気腫）、気腫の場合、肺の小片を水に
入れると水面の上に浮く部分が多い④．

■ 肺表面 肺の本来の色が見えず、白い（胸膜の肥厚）、ザラザラしている（胸
膜炎）

■ 肺割面 割面から液体がにじむことを「多汁たじゅう」という。肺水腫が起きてい
る（肺胞内に液体が貯留している）。泡沫がみられるときも同じ。肺水腫が高度
になると液体が流れ落ちる。

■ 硬さ 肺の軟らかさがなく、波動感がある場合、肺水腫、弾力があり硬い場合、
肺胞がつぶれている(無気肺）、あるいは固形物がたまっている（肺炎など）。肺
の組織が破壊されたり、炎症、異物があると修復反応（器質化）が起きて硬くなる。

■ 気道 血餅（血の塊）がある場合、血液吸入肺（と殺の影響）。黄色、黄白色
内容がある場合、肺炎。ビールの泡のようなものがあれば肺水腫。

左図と右図を比較（矢印） 右図の肺は風船を膨らましたように盛り上がっていて軽い
(異常、退縮不全）肺内から空気がうまく排出されていない。
左図の肺は扁平(正常、退縮良好）



肝臓の変化の見方

基礎知識
■ 肝臓の形 横に長い、長方形で、肝の各部(肝葉）を分けるくびれ(切痕）が浅い

1つの塊のようになっている(唯一、右側に1つ塊がある；尾状葉★）
■ 肝臓の表と裏 肝臓の頭側(横隔膜に面している面）を横隔膜面という

肝臓の尾側（胃腸に面してい面）を内臓面という
■ 胆嚢 シカにはない。イノシシの胆嚢は方形葉と内側右葉に包まれるようにある。
通常、胆嚢のある位置から、向かって右を右葉という
■ 肝臓の部位 大きく3つの部分からなっている左葉、右葉、尾状葉
■ 質 シカの表面は、透明感があって平滑(ツルツル）で、割面は羊羹のように均質
で、軟らかく弾力がある。イノシシ(豚も）の肝臓の表面には細かい凹凸がある。ちり
めん皺のように見える。また、細かい網の目のような模様がある(肝小葉かんしょうよう写
真挿入）。 他の動物の肝臓に比べて硬い（網目の部分に線維組織が多いため）。

年を取ると網目がしっかりとしてみえるようになって、さらに硬くなる
■ 表面 肝臓の表面を覆う膜を包膜（ほうまく）という

★

変化の見方(ポイント）
■ 大きさ いつもより 大きい／小さい
■ 形 いつもの大きさでない 正方形／球形／いびつ(変な形）
■ 色 全体的に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など

一部に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など
■ 表面 透明感がない／白っぽい／ザラザラ／網目状／隆起するものがあるなど

イノシシ：網目がはっきりみえる
■ 割面 透明感がない／白っぽい／網目状／隆起するものがある／切った面が膨隆

する など
■ 質 硬い／軟らかい／もろい など
■ できもの（結節、腫瘤） 部位、数、形状、性状、内容（割面）
■ その他 肝臓以外の臓器の変化の観察

変化の見方(ポイント）解説
■ 肝臓の色を決定する要因 肝臓の元々の色（褐色）、血液量、脂肪量など

いつもより赤い、赤黒い：血液量が多い
白色、黄色：脂肪量が多いと淡い(薄い）色になるが、野生動物の場合、肝細胞が
変性している可能性大
・小鹿(幼若な動物）は透明感が強く、やや明るい色を示すが、これは正常
やや緑色調、黄色：黄疸の疑い(黄疸の場合、煮ると緑色が濃くなる）

■ シカの肝臓：イノシシのような小さな網目模様が見えるときは異常

シカ イノシシ



基礎知識
■ 腎臓の形 豆状で左右に1つずつ存在
■ 質 表面は、透明感があって平滑(ツルツル）均質で弾力がある
■ 表面 薄いが強靭な被膜で覆われている

被膜の外側には脂肪が多くついていることもある
■ 割面 外側縁（腎皮質）と内側縁（腎髄質）で区分できる

イノシシでは外観は1つだが、割面は分葉状が融合したように腎乳頭（矢
印）がいくつか分離している

■ 腎門（くぼみ）には血管以外に尿管もでている

★

変化の見方(ポイント）
■ 大きさ いつもより 大きい／小さい
■ 形 いつもの豆状でない 球形／いびつ(変な形）
■ 色 全体的に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など

一部に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など
■ 表面 透明感がない／白っぽい／ザラザラ／網目状／隆起するものがあるなど
■ 割面 透明感がない／白っぽい／網目状／隆起するものがある／切った面が膨隆

する など
■ 質 硬い／軟らかい／もろい など
■ できもの（結節、腫瘤） 部位、数、形状、性状、内容（割面）
■ 腎臓周囲脂肪の状態 硬結の有無
■ その他 腎臓以外の臓器の変化の観察

変化の見方(ポイント）解説
■ 腎臓の色を決定する要因 腎臓の元々の色（暗赤褐色）、血液量、脂肪量など

いつもより赤い、赤黒い：血液量が多い
白色、黄色：脂肪量が多いと淡い(薄い）色になるが、野生動物の場合、細胞が
変性している可能性大

腎臓の変化の見方

シカ イノシシ



基礎知識
■ 腸の形 小腸（十二指腸、空回腸）と大腸（盲腸、結腸、直腸）に大別される
■ 結腸の形 シカ：円盤結腸、イノシシ：円錐結腸

ウシの盲腸や結腸には腸ヒモや隆起を見ない
ブタには3条の盲腸ヒダ、2条の結腸ヒダを持つ

■ 質 表面は、平滑(ツルツル）
■ 表面 表面を覆う膜を漿膜（しょうまく）という

内腔表面を覆う面は粘膜という

★

変化の見方(ポイント）
■ 大きさ いつもより 太い／細い
■ 形 いつもの管状でない 結索／ヘルニア／数珠状／その他(変な形）
■ 漿膜面の色

全体に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など
一部に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など

■ 漿膜面 透明感がない／白っぽい／ザラザラ／網目状／隆起するものがあるなど
■ 粘膜面の色

全体に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など
一部に 赤色／黄色／白色／褐色／緑色など

■ 粘膜面 透明感がない／白っぽい／網目状／隆起するものがある／切った面が膨
隆する／粘膜がはがれ落ちている など

■ 質 硬い／軟らかい／もろい など
■ できもの（結節、腫瘤） 部位、数、形状、性状、内容（割面）
■ その他 腸管以外の臓器の変化の観察

寄生虫の有無

変化の見方(ポイント）解説
■ 腸管の色を決定する要因 腸管の元々の色（乳白色）、出血、感染症など

いつもより赤い、赤黒い：出血してから経過の長さ
粘膜全体が腫れている：感染症など

腸管の変化の見方

シカ イノシシ



基礎知識
■ 筋肉の発達 正常であれば、肋骨、
背中の骨（脊椎棘突起せきついきょくとっき）、
腰骨（大腿骨大転子だいてんし、ヒトでは寛
骨を指す）などは、みえないし触れない。
■ 色 シカは赤みがある①（豚肉より
赤く、牛肉より赤みが弱い）
■ 質 透明感があり、みずみずしく、
弾力がある。牛肉のようにサシ(脂肪）は
入らない（筋肉内部に白色の部分はな
い）。
■ 表面 表面/筋束を筋膜が覆う (部位
によって厚さが違う。矢印①は厚い）。
平滑(ツルツル、矢印②薄い筋膜）
■ 皮膚、関節、骨 筋肉に接する組織
の変化にも注意する。

変化の見方(ポイント）
■ 発達 骨がみえる、触れる場合は筋肉の発達不良、萎縮(骨子明瞭こっしめいりょう、
痩せているときの表現）

■ 色 全体的に、あるいは一部で、色が褪せている(赤みが減る）。より赤い/赤黒
色/白っぽい②、透明感がない。

■ 表面・割面 透明感がなくなって、濁った感じ（煮肉様しゃにくよう、肉を煮た時の
ような色と質感）／白っぽい／ザラザラと硬い／水っぽい②

■ 筋肉に変化がある時 部位（前肢、後肢、体幹部たいかんぶ；胸、腹部）、体の外側、
内側など）、皮膚、関節、骨に異常がないか必ず確認する。暴れた時にぶつかり
やすいところ、罠がかかりやすいところなどであるかどうかの確認も必要

変化の見方(ポイント）解説
■ 筋肉の萎縮/発達不良（骨子明瞭）がある場合は、消耗性疾患（体力を奪うような

感染症、非感染性疾患など）、長期の摂食不良（栄養不良）、春先（餌の少ない
時期の後）は秋より筋肉量が少ない。

■ 透明感がない 筋肉の変性
■ 筋肉が白っぽい 貧血、筋組織の変性、壊死。煮肉様の場合は変性が高度あるい

は壊死している。打撲など物理的な刺激で変性、壊死が起こる。過度の体温上昇。
■ 白くザラザラ、硬い 壊死したところに石灰塩が沈着している（砕いた軽石を

触っている感じ）。壊死が高度で少し時間が経っている。
■ 赤い、赤黒い 出血、充血。
■ 水っぽい、割面入れると液体が滴り落ちる 水腫。限局性にみられる場合は、打

撲部位、括り罠がかかった部分など物理的な刺激に関連して現れる。この場合、
出血を伴うことが多い。四肢、体幹部の腹面にびまん性に現れる場合は、心臓や
腎臓に異常がないか確認する。高度の削痩（非常に栄養状態が悪い）の場合にも
現れることがある。※水腫：水っぽいこと

①

②

①

②

筋肉の変化の見方



5.よく見られる病変

筋肉
心臓
肺
肝臓
腎臓
胃
腸管



栄養失調；心冠部脂肪織膠様萎縮、心臓
［シカ］
心臓の貧血色、心冠部脂肪織がゼラチン状

疣贅性心内膜炎、心臓内腔［豚］
 心臓の弁にイボ状の結節が付着住肉胞子虫症、筋肉［シカ］

筋肉内に白色の筋が見える



ヘモフィルス性肺炎
豚肺虫、肺［イノシシ］
気管支内に豚肺虫を確認

肺気腫、肺［イノシシ］
白色部位がマシュマロのように空気を含む

胸膜炎、肺［シカ］胸膜の肥厚
肺表面がザラザラしている

血液吸入肺、肺［イノシシ］

肺水腫（敗血症）、肺［豚］
水っぽく、赤い

血液吸入肺、肺割面［イノシシ］
吸引された血液は気道末端まで到達している(囲み）



肝葉捻転、肝臓［豚］
外側左葉が大きく★、変色してもろい

膿瘍、肝臓［豚］ 全体に小豆大の結節
がある

変性、壊死、出血、肝臓［豚］肝臓全体が
白っぽく、白と赤の斑点がある（トキソプ
ラズマ症）

★

抗酸菌症、肝臓［豚］
全体に細かな白い結節がある（壊死と炎症）

肝間質炎、肝臓［豚］網目が白く目立
ち、ときに中心に結節がある

肝線維症、肝臓［豚］網目が白く際
立っている



肝包膜炎、肝臓［イノシシ］
肝臓表面がザラザラしている

肝間質炎、肝臓［イノシシ］
ミルクスポットといわれる白い網目状の病
変がみられる

肝膿瘍、肝臓［イノシシ］
肝臓に白斑を散見 寄生虫を疑う病変

肝蛭、肝臓、胆管［シカ］
胆管内に肝蛭が寄生

臓器の色の違い、肝臓［エゾシカ］
ともに正常で、おそらく食性による違
い

肝間質炎、肝臓割面［イノシシ］
ミルクスポット割面



胃内寄生虫、胃［イノシシ］
胃粘膜に胃虫(線虫）

線維素性腹膜炎［イノシシ］
漿膜面(矢印）がザラザラしている

漿膜出血、小腸［イノシシ］放血不良疑い［イノシシ］
小腸腸間膜に放射状に赤い筋がみえる(血
液を入れて拡張する血管）

ドロレス顎口虫、胃［イノシシ］ ドロレス顎口虫が寄生していた部位（潰
瘍）、胃［イノシシ］



死後変化［イノシシ］
結腸全体的に緑色し、ガスを含んで拡張

汎漿膜炎、小腸［豚］

脾臓のうっ血［イノシシ］ 漿膜炎、脾臓［イノシシ］
脾臓表面がザラザラしている.
被膜に線維素付着

回腸末端炎、回腸［ブタ］
ローソニア



腎嚢胞、腎臓［イノシシ］
腎臓に透明の液を含む嚢胞を形成

腎虫症、尿管の拡張［イノシシ］
腎虫寄生による尿管壁における嚢胞形成腎虫症、腎臓割面腎盤［イノシシ］

腎臓周囲の脂肪壊死［エゾシカ］

腎貧血梗塞、腎臓［イノシシ］
腎臓表面より楔状に白い病変がありその
周囲に出血を伴っている



疾病情報

6.付録



旋毛虫症（トリヒナ症）とは、線虫の1種であるTrichinella spiralisまたは旋毛虫属
（Trichinella属）の近縁種による感染症をいう。多くの哺乳動物に感染
感染経路:感染肉の生食、ヒトへの感染源として最も主要な動物は豚とされる。イタ
リア、フランスでは1975～2005年までに集団感染事例が発生し, 患者数は合計
3,000名以上に上る。旋毛虫の自然界における宿主は哺乳類のみならず, 鳥類から爬
虫類まで多岐にわたる動物種が含まる。そのため、本症の発生に関わる主な動物種
は地域によっても異なり、クマやイノシシなどの狩猟獣が家畜以上に重要な感染源
となっている地域もある。

旋毛虫症の予防は十分な加熱調理に尽きる。近年、わが国では捕獲個体の利活用が
促進されているシカやイノシシに加え、 ジビエブームによって種々の狩猟獣の肉が
食用に流通している。今のところ国内の野生動物で旋毛虫が検出されているのはク
マ2種のほか, キツネ（北海道）, タヌキ（北海道, 山形県）, アライグマ（北海道）
で、 イノシシやシカの肉からは例がない。しかし、ヨーロッパではイノシシ肉が旋
毛虫症の主要な感染源の一つであること、 また北米ではシカ肉が原因と推定される
感染事例が報告されていることを踏まえ、クマ肉と同様に、イノシシやシカの肉に
も注意を払う必要がある
https://www.niid.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/2406-related-
articles/related-articles-446/7215-446r06.html

旋毛虫
（せんもうちゅうしょう、トリヒナ症）



■肝蛭とは
Fasciola属の吸虫が原因とされる。メタセルカリア（幼虫）の感染により、主に反芻

獣（ウシ、ヒツジ、ヤギ）、馬、豚、ヒトなど多くの哺乳類の肝臓（胆管）に寄生する。
中間宿主はヒメモノアラガイである。家畜がメタセルカリアの付着した植物を摂取すると、
腸に至り、脱嚢して腸壁を穿通して腹腔へ移動する。その幼虫は肝臓表面の被膜から侵入、
胆道内に寄生し、成虫になるまでここで発育する。
肝臓に観察される病変として2種類。幼虫が肝実質を移行する時期（肝内移行期）、成

虫が胆管に寄生する時期（胆管内寄生期）および異所寄生（迷入）によって異なる。

■肝蛭の寄生状況
シカにおける感染率は非常に高いが、イノシシにおける感染率は低い。また、感染状

況に地域差がある。

■文献
１．ニホンイノシシの内部寄生虫 （抜粋）
兵庫県下で収集したニホンイノシシ 132頭を対象として、その内部寄生虫（鱈虫）
を網羅的に調べた。対象動物に線虫 22種と条虫 1種、吸虫 1種の寄生が確認された。吸
虫については単為生殖型肝蛭（いわゆる日本産肝蛭 aspermicFasciola sp.)の寄生も国内
で初めて確認された。豚腸結節虫 Oesophagostomumdentatumは和歌山県産イノシシ
では高い寄生率(55%) であったが、兵庫県産個体ではごく稀な寄生であったこと
(3.8%)、和歌山県産イノシシでは寄生が確認されなかった有歯豚冑虫の感染個体が阪神
地域に集中していることなど、イノシシ個体群により特有の寄生虫相をもつことが示
唆された。https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010912711.pdf
２．北海道十勝地方のエゾシカ（Cervus nippon yesoensis）における
日本産カンテツ（Fasciola sp.）の寄生状況調査 （抜粋）
国内での家畜のカンテツ症は激減しているが，ニホンジカ（C. nippon）では、高率にカ
ンテツの寄生が認められる。本研究では，北海道十勝地方において，野生のエゾシカのカ
ンテツ寄生状況を把握し，今後の肝蛭症拡大対策の基礎的資料となる情報を提示すること
を目的とした。2012年５月から 10 月の期間に十勝地方の 10 ヶ所の調査地点から収拾
した計 507 サンプルのエゾシカの糞塊を用いて虫卵検査を行った。その結果，十勝地方
におけるエゾシカのカンテツ寄生率は 14.2％であり，道内の他地域からの報告と比べる
と低いレベルであった。また，今回の調査でカンテツが検出された調査地点と食肉衛生検
査所の検査結果から得られたカンテツ寄生ウシの生産元地点を比較した結果，寄生分布が
両者である程度重なっている傾向が示唆された。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjzwm/18/4/18_115/_pdf

野生動物の肝蛭情報肝蛭 かんてつ

https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2010912711.pdf


■住肉胞子虫とは
原虫の一種で、肉食動物を終宿主として、糞便中に排泄されたオーシストの経口感染

によって感染する。オーシストを食した動物（待機宿主、中間宿主）の筋組織内にシス
トを形成し、終宿主食せられるのを待つ。2012年に食品衛生法施行規則の一部改正で
住肉胞子虫属のSarcocystis fayeriが食中毒事件票の原因物質として追加された。

■文献
１．シカ肉のあぶりが原因と推定された有症事例
日本食品微生物学会雑誌 Jpn. J. Food Microbiol., 34(3), 166-169, 2017
平成27年12月11日に，N市内の飲食店で10日に会食をした複数人が食中毒様症状を呈
していると保健所に連絡があった．保健所が調査をしたところ，12月10日に
A施設を利用した1グループ17名のうち10名が嘔吐や下痢などの食中毒様症状を呈して
おり，有症者は当該施設の喫食以外に共通行動はなかった．

２．新潟県報道発表資料（8月23日）概 要
8月17日、18日に新潟県南魚沼市の旅館で提供された夕食の摂食者52人中30人が下痢、
嘔吐、吐き気等の症状を呈した。提供された食品に、加熱不十分な鹿肉料理があった。
１．発生月日 8月17日午後10時頃
２．原因施設 新潟県南魚沼市 旅館
３．摂食者 21グループ52人 ４．発症者 15グループ30人
５．原因食品 8月17日及び18日の夕食（加熱不十分な鹿肉料理の提供あり）
６．病因物質 不明（細菌、ウイルス検査実施）
新聞報道等：鹿肉はエゾシカ肉で北海道からの購入肉で、24日毎日新聞では「保健所が
寄生虫の可能性がある」と報道している。27日のハザードラボは「保健所が鹿肉からザ
ルコシスティス寄生虫が検出され、原因の可能性が高い」と報道している。

３．厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保推進研究事業
住肉胞子虫による国産ジビエの食中毒リスク評価に関する研究
https://mhlw-
grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2020/202024008B.pdf

シカ肉による食中毒
住肉胞子虫



豚丹毒とんたんどく

発症例
■ 高知県 イノシシ肥育農家で、17頭のうち3頭が敗血症で死亡
■ 愛媛県 森川ら,全国家畜保健衛生所業績抄録,17,29(1983)
■ 滋賀県 橋本ら,全国家畜保健衛生所業績抄録,19,123(1985)
■ 奈良県 松田ら,奈良県農林部畜産課畜産関係業績発表集録,

21,71-75(1988)]
■ 山口県 小川ら,家畜衛生週報,2590,55(2000)]
愛媛県(1993年5月)および長崎県(1996年6月)での発生例は,いずれ
も急死を特徴 とする敗血症型で,春から秋にかけて発生していた
鑑別診断 豚熱やトキソプラズマ病と類似した臨床および肉眼所見
を示す
Yamamoto K, Kijima M, Takahashi T, Yoshimura H,Tani O, 
Kojyou T,Yamawaki Y, Tanimoto T: Res Vet Sci, 67, 301-303 
(1999)
抗体調査
■農研機構
イノシシの生息域をほぼ網羅する41府県から狩猟または有害鳥獣駆
除で捕獲された野生イノシシの検体として、2014年～2017年に集
めた血液検体は計1,372頭分である。感染の履歴となる豚丹毒菌に対
する血中抗体の抗体陽性率は95.6%であり、欧州諸国で報告された
陽性率(2.4%-17.5%)と比べて非常に高い。

イノシシの豚丹毒情報



溶連菌ようれんきん

■ 農研機構 豚の連鎖球菌解説
溶血連鎖球菌 S. suis は豚および豚肉と職業上接触する機会の
多い人にも疾病を起こすことがある。養豚業従事者や獣医師、食
肉処理従事者などは感染のリスクが高く、感染した豚(またはそ
の生肉)に接触した際に、皮膚の外傷を介して感染すると考えら
れている。潜伏期は数時間から3日間に及ぶ。人の感染症では化
膿性髄膜炎が多く、後遺症として、聴覚障害や運動失調を伴うこ
とも多い。まれに敗血症により多臓器不全を起こす。人では血清
型2型菌の感染報告がほとんであるが、タイなど一部の国では、
14型による症例の報告も多い。人のS. suis 感染症はヨーロッパ
やアジア諸国での報告が多く、大半は職業上豚と接触する機会の
多い人の症例で、イノシシを解体したハンターでの例もある。
https://www.naro.go.jp/laboratory/niah/disease/s_suis/in
dex.html

■イノシシ咬傷から検出された Lancefield の A 群を保有する
Streptococcus suis の一例
https://congress.jamt.or.jp/j71/pdf/general/0047.pdf

イノシシの溶連菌情報

https://www.naro.go.jp/laboratory/niah/disease/s_suis/index.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/niah/disease/s_suis/index.html
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第29回サイエンスカフェ
ジビエの食中毒リスクとその対策 関崎勉

溶連菌ようれんきん イノシシの溶連菌情報

http://www.frc.a.u-tokyo.ac.jp/wp-content/uploads/2018/03/SC29slide20171012.pdf


炭疽たんそ

■ 野生鳥獣における炭疽抗体調査
Serological Anthrax Surveillance in Wild Boar in Ukraine
VECTOR-BORNE AND ZOONOTIC DISEASES Volume 14, Number 8, 2014 Mary 
Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/vbz.2013.152
炭疽病は，炭疽菌によって引き起こされる急性疾患であり，世界中で
野生動物，家畜およびヒトに感染しているが，これらの集団に与える
影響は十分に認識されていない．ウクライナでは、サーベイランスは
受動的であり、炭疽菌はしばしば家畜から検出される。しかし、野生
動物は炭疽病による死亡例（イノシシ、Sus scrofaなど）が記録され
ているが、サーベイランスの対象にはなっていない。イノシシはウク
ライナでは豊富で広く生息しており、頻繁に狩猟される種である。
我々は、ウクライナのイノシシの血液サンプルのB. anthracisに対す
る抗体を調べるスクリーニング試験を開始した。その結果を既知の家
畜炭疽病ホットスポットと関連付けた。その結果、家畜炭疽病ホット
スポットから35km、過去のイノシシの炭疽病報告から400km離れた
場所で、イノシシの炭疽病への曝露の証拠が発見された。我々はウク
ライナにおける炭疽病のバイオセンティネルとして野生動物を用いる
ことを提言する。

■イノシシ発生事例 国内では確認されていない
・アメリカ 2009年から2010年にかけてテキサス州で発生した

2つの大規模な炭疽病流行では、放し飼いの野良豚に多数死亡
・ウクライナ
・インド Kerala`s Thrissur district

■ 炭疽に関する資料（野生鳥獣）
・Preferred citation: Anipedia, www.anipedia.org: JAW Coetzer and P Oberem 
(Directors) In: Infectious Diseases of Livestock, JAW Coetzer, GR Thomson,NJ 
Maclachlan and M-L Penrith (Editors). V De Vos, H Van Heerden and W C Turner, 
Anthrax, 2018.
・Ante- and postmortem diagnostic techniques for anthrax: rethinking pathogen 
exposure and the geographic extent of the disease in wildlife. Karoun H 
Bagamian 1, Kathleen A Alexander, Ted L Hadfield, Jason K Blackburn . 2013 
Oct;49(4):786-801. doi: 10.7589/2013-05-126.
・Anthrax undervalued zoonosis
2010 Jan 27;140(3-4):318-31.
doi: 10.1016/j.vetmic.2009.08.016. Epub 2009 Aug 18.

イノシシの炭疽 情報



レプトスピラ症
れぷとすぴらしょう

■イノシシのレプトスピラ症
Leptospirosis in Urban Wild Boars, Berlin, Germany

Emerg Infect Dis. 2007 May; 13(5): 739–742. doi: 10.3201/eid1305.061302
ベルリン産のイノシシ141頭中25頭（18％）にレプトスピアの抗
体を検出した（95％信頼区間12-25）。血清陽性は慢性間質性腎
炎と関連し（オッズ比10.5，p＝0.01），腎臓組織からレプトス
ピアが検出された．イノシシは都市環境におけるヒトのレプトス
ピラ症の潜在的感染源となる可能性がある。

■野生鳥獣のレプトスピラに関する調査
• Prevalence of Leptospira spp. in the Kidneys of Wild Boars and Deer in Japan

Nobuo KOIZUMI, Maki MUTO, Akio YAMADA, Haruo WATANABE
・2005年から2008年にかけての日本のイノシシやシカにおける
レプトスピラ属の有病率をポリメラーゼ連鎖反応を用いて調査し
た。レプトスパイラルflaBは、9都道府県のイノシシ(陽性率
15.2%、145人中22人)、1都道府県の鹿(1.1%、94人中1人)の腎
臓で検出されました。調査期間中の陽性動物の有病率(カイ二乗検
定、p=0.94)または2007年から2008年のシーズンにおける雄と
雌のイノシシの有病率(フィッシャーの正確検定、P=0.45)に年間
変化はなかった。これらの動物が飼っているレプトスピラ種は、L. 
interrogans(22匹から)とL. borgpetersenii(1匹から)であると推
測された。
・First overall report of Leptospira infections in wild boars in Poland. Żmudzki et 
al. Acta Vet Scand (2016) 58:3 
DOI 10.1186/s13028-016-0186-7
・Leptospira Survey in Wild Boar (Sus scrofa) Hunted in Tuscany, Central 
Italy.Pathogens 2020, 9, 377; doi:10.3390/pathogens9050377

イノシシのレプトスピラ症
の情報



■ クリプトスポリジウム 検出率
・野生動物での水系感染症病原微生物の保有状況と水源汚染の疫
学研究 科学研究費助成事業

・北海道十勝地方のエゾシカ(Cervus nippon yesoensis)におけ
るクリプトスポリジウム感染症の有病率と系統解析

2016年から2017年の間に狩猟された鹿から収集された便サン
プルの7.5%(13/173)からクリプトスポリジウム種（シカタイ
プ）が検出された。Parasitol Int. 2020 Jun;76:102064. doi: 
10.1016/j.parint.2020.102064. Epub 2020 Jan 21

■資料
Cryptosporidiosis in deer calves
Marjorie B. Orr,C.G. Mackintosh &J.M. Suttie
Pages 151-152 | Received 21 Jun 1985, Published online: 
23 Feb 2011
https://doi.org/10.1080/00480169.1985.35205

シカのクリプトスポリ
ジウム症 情報クリプトスポリジウム症

くりぷとすぽりじうむしょう



■ Johne‘s disease in a free-ranging white-tailed deer 
from Virginia and subsequent surveillance for 
Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. J 
Wildl Dis. 2009 Jan;45(1):201-6. doi: 10.7589/0090-
3558-45.1.201.

■Paratuberculosis
https://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/pdfs/paratub
erculosis.pdf

ヨーネ病 情報
ヨーネ病 よーねびょう



ヨーネ病 情報
ヨーネ病 よーねびょう

■ 東京 ズーネット
ニホンジカ（ヤクシカ）のヨーネ病発生について
多摩動物公園のヤクシカ舎で飼育中の個体から、家畜伝染予防法において蔓延の防止などが定めら

れているヨーネ病が発生。感染判明までの経緯
6月9日 今年2月以降に、抗酸菌（※）が原因と疑われる異常個体が散見されたため、家畜保健衛生
所に報告・相談、あわせて検査を依頼。
6月11日 飼育する18頭のうち、治療のために隔離している2頭から糞便を採材し、家畜保健衛生所
に検査を依頼。
6月14日 検査した2頭、いずれもリアルタイムPCR検査によりヨーネ病患畜であると連絡あり。※結
核菌、ヨーネ菌を含むMycobacterium属菌を抗酸菌という。
判明後の措置状況
6月15日 家畜保健衛生所の職員が来園し、家畜伝染病予防法に基づくヨーネ病対応について指示・指
導を受ける。
6月19日 仔1頭（6月5日生まれ）が死亡。家畜保健衛生所に指示を仰ぎ、解剖は実施せず。
6月28日 3頭（うち1頭は陽性個体の仔）を殺処分し、6月19日死亡の1頭とあわせて4頭の死体を家
畜保健衛生所に引き渡し、解剖を家畜保健衛生所でおこなった。
6月29日 死体を家畜保健衛生所で焼却処分。
家畜伝染病予防法に基づき6月29日付東京都公報に掲載。

現状および今後の対応（7月14日更新）
その後、当園で飼育していた残り14頭のヤクシカの感染状況についても調査を検討してきました。

家畜保健衛生所に12頭のヨーネ病の検査を依頼したところ、7月2日に11頭の感染（陽性）が確認さ
れました。このため、陽性個体11頭と陽性個体から生まれた仔2頭についても、7月14日に殺処分し
ました。
https://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=news&inst=tama&link_num=26873

■第二種特定鳥獣管理計画作成のためのガイドライン（ニホンジカ編） 2021年（令和３年）３月改
定版
環境省
２） 家畜等への感染リスク ① ヨーネ病 原因菌はヨ－ネ菌（Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis）と呼ばれ、牛、め ん羊、山羊等の反芻動物が感染して起こる病気で、家畜の法定
伝染病。慢性の頑固な下痢を 起こす。感染経路は経口感染が主であり、子牛が哺乳期にヨーネ菌に汚
染された乳や餌、水、 牧草等を食べて感染する。現在、実用的なワクチンはなく、化学療法も困難で
ある。ニホン ジカが感染した場合は、疾病を拡散する可能性があるため、牛とニホンジカの接触機会
をな くす、ニホンジカの生息密度を下げるといった対策のほか、ヒトの衛生管理（ヒトが病原菌 を
持ち運ばない等）が必要となる。 参考 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
URL：http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_fact/k12.htm
https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2e/nihonjika.pdf

■資料
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/animal/ahl/anzs
dp-johnes-disease-july-2015.pdf

http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_fact/k12.htm
https://www.env.go.jp/nature/choju/plan/plan3-2e/nihonjika.pdf


衛生管理
厚生労働省の「野生鳥獣肉の衛生管理に関する
指針（ガイドライン）」
に基づく衛生管理の遵守、業として食用とする
野生鳥獣の食肉加工を行う場合には、食品衛生
法の規制対象となる。具体的には、基準に適合
する食肉処理施設を設けること※、処理加工を
行うために必要な営業許可を受けること、基準
に従って衛生的に処理加工を行うことが必要と
なる。

※ 野生鳥獣肉を処理する食肉処理施設につい
てもHACCPに沿った衛生管理を実施することが
求められる

表示ラベルの記載事項の遵守

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/GLhonbun_1.pdf


部位 変化 疾患名
外見 全身性の出血 炭疽
外見 全身性の出血 悪性水腫
外見 水疱、びらん、潰瘍 口蹄疫
外見 水疱、びらん、潰瘍 牛丘疹性口内炎
外見 脱毛、痂皮 疥癬
外見 脱毛、痂皮 皮膚糸状菌症
外見 黄疸 レプトスピラ症
外見 下痢 ヨーネ病
外見 下痢 サルモネラ症
外見 下痢 腸管出血性大腸菌感染症
外見 下痢 クリプトスポリジウム症
心 褪色・変色 口蹄疫
心 心内膜炎・心外膜炎 膿毒症・敗血症
肺 水腫 悪性水腫
肺 白斑・膿瘍・結節 結核
肝 点状出血 レプトスピラ症
肝 白斑 サルモネラ症
肝 白斑・膿瘍・結節・点状出血 膿毒症・敗血症
脾 腫大 炭疽
腎 点状出血・白斑 レプトスピラ症
腎 白斑・膿瘍・結節・点状出血 膿毒症・敗血症
腎 腎不全 尿毒症
消化管 肥厚 ヨーネ病
消化管 偽膜・潰瘍 サルモネラ症
消化管 出血 腸管出血性大腸菌感染症
リンパ節 腫脹 結核
リンパ節 腫脹 ヨーネ病
リンパ節 腫脹 膿毒症・敗血症

シカ

6.付録
逆引き一覧



部位 変化 疾患名
外見 全身性の出血 炭疽
外見 全身性の出血 悪性水腫
外見 全身性の出血 アフリカ豚熱
外見 水疱、びらん、潰瘍 口蹄疫
外見 紫斑 豚熱
外見 紫斑 アフリカ豚熱
外見 紫斑 トキソプラズマ症
外見 紫斑 豚丹毒
外見 黄疸 レプトスピラ症
外見 下痢 サルモネラ症
外見 下痢 トキソプラズマ症
心 褪色・変色 口蹄疫
心 点状出血 豚熱
心 点状出血 アフリカ豚熱
心 心内膜炎 豚丹毒
心 心内膜炎 レンサ球菌症
心 心内膜炎・心外膜炎 膿毒症・敗血症
肺 水腫・点状出血・白斑 トキソプラズマ症
肺 水腫・出血 アフリカ豚熱
肺 水腫 悪性水腫
肺 白斑・膿瘍・結節 抗酸菌症
肺 硬化 豚インフルエンザ
肺 硬化 レンサ球菌症
肝 腫大 レンサ球菌症
肝 点状出血 レプトスピラ症
肝 白斑・点状出血・腫大 トキソプラズマ症
肝 白斑・膿瘍・結節 抗酸菌症
肝 白斑 サルモネラ症
肝 白斑 野兎病
肝 白斑・膿瘍・結節・点状出血 膿毒症・敗血症

イノシシ



部位 変化 疾患名
腎 点状出血 トキソプラズマ症
腎 点状出血 豚熱
腎 点状出血 豚丹毒
腎 点状出血・白斑 レプトスピラ症
腎 出血 アフリカ豚熱
腎 白斑・膿瘍・結節・点状出血 膿毒症・敗血症
腎 腎不全 尿毒症
消化管 偽膜・潰瘍 豚熱
消化管 偽膜・潰瘍 サルモネラ症
消化管 出血・潰瘍 トキソプラズマ症
リンパ節 出血・腫脹 豚熱
リンパ節 出血・腫脹 アフリカ豚熱
リンパ節 出血・腫脹 トキソプラズマ症
リンパ節 腫脹 豚丹毒
リンパ節 腫脹 レンサ球菌症
リンパ節 腫脹 抗酸菌症
リンパ節 腫脹 膿毒症・敗血症



７.掲載の許諾、引用文献
■ 牛および豚の肉眼写真

食肉・食鳥衛生検査 マクロ病理学カラーアトラス
ISBN:978-4-87362-073-2
食肉衛生検査病理学カラーアトラス
全国食肉衛生検査所協議会 編集 出版者 学窓社

■ 豚熱およびアフリカ豚熱の肉眼写真
山田学先生 帯広畜産大学グローバルアグロメディシン
研究センター 教授 (獣医学研究部門長)

■引用文献、引用先
野生動物の炭疽
https://www.anipedia.org/resources/anthrax/1203
クリプトスポリジウム症 Orr, M. B., Mackintosh, C. G., Suttie, 
J. M. Cryptosporiarjoriediosis in deer calves.
https://doi.org/10.1080/00480169.1985.35205

https://doi.org/10.1080/00480169.1985.35205


66 

 

別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

野生鳥獣が保有する食中毒細菌の汚染状況と薬剤耐性に関する研究 

 

研究分担者 氏名（所属）鈴木康規（北里大学獣医学部） 

研究協力者 氏名（所属）髙井伸二（北里大学獣医学部） 

   氏名（所属）安藤匡子（鹿児島大学共同獣医学部） 

 

 
 

Ａ．研究目的 

野生鳥獣由来食肉による食中毒発生を防止

するためには、食中毒細菌の野生鳥獣におけ

る汚染、及び処理・加工段階での汚染、それぞ

れの過程における状況の汚染状況の把握が重

要である。ブドウ球菌食中毒の主な原因菌で

研究要旨：過年度から引き続き、代表的な食中毒起因菌の一つである黄色ブドウ球菌並びに

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（CRE）を含めた βラクタム系抗菌薬に耐性を示す腸内細

菌目細菌の野生鳥獣における保有状況を調査するため、シカおよびイノシシの糞便並びに市

場流通後のシカ肉からの上記菌株の分離並びに特性解析を実施し、野生鳥獣を由来とする分

離菌株が健康リスクとなり得るのか評価した。本年度は、シカ糞便 162 検体、イノシシ糞便

68 検体及びシカ肉 42検体を調査した。黄色ブドウ球菌は、シカ糞便 6検体（3.7％）、イノ

シシ糞便 1検体（1.6％）、食肉 14検体（33.3%）から分離された。これは、昨年度までの分

離傾向と一致しており、イノシシよりシカの方が、黄色ブドウ球菌の保菌率が高いことを強

く示唆している。また、食肉検体由来の分離菌株について、処理施設ごとに分離率が異なり、

サンプリングの時期が異なっていても分離率の高い施設が存在した。本施設で処理された食

肉からは大腸菌等の衛生指標細菌も検出されており、黄色ブドウ球菌の高い分離率が糞便汚

染に起因することを強く支持していると考えられる。一方、一昨年及び昨年と同様、CREは

分離されなかったことから、野生鳥獣が生息する環境には CRE が拡散していないことが示

唆された。セフォタキシム（CTX）に耐性を示す株が、シカ糞便 2検体（1.2%）、イノシシ糞

便 8 検体（13.1%）から分離された。本年度は一昨年の傾向に類似しイノシシ糞便からの方

が高率に分離された。本年はある程度地域に偏りがないサンプリングが実施できたためであ

ると考えられる。これまでの分離菌株のゲノム解析を進め、CTX耐性菌が保有するβラクタ

マーゼ遺伝子のうち、最も分離率の高い blaCTX-M-15 が 3 種類の遺伝子カセット内に存在し、

染色体・プラスミドどちらにも挿入され得ることが明らかとなった。また、blaCTX-M-15保有プ

ラスミドはいずれも大腸菌 J53 株に対して接合伝達を起こさなかった。すなわち本プラス

ミドを介した blaCTX-M-15 遺伝子の伝播は起こりづらいと考えられるが、blaCTX-M-15 遺伝子はす

でに国内外の環境中に広く分布しており、可動性の遺伝子カセット内に存在することから

も、本プラスミドを介さない伝播様式により広域に拡散している耐性遺伝子であると推測さ

れた。さらに、Citrobacter braakii CB21D158 株が新規βラクタマーゼ遺伝子を保有する

ことを明らかにした。本遺伝子の機能解析の結果、blanewを大腸菌に形質転換した株のイミ

ペネム、メロペネム、アモキシシリン、セフタジジムの MICはすべて上昇していた。しかし、

これらの MICは既報のβラクタマーゼblaCMY70形質転換体の MICより低値であった。CB21D158

株が持つ新規βラクタマーゼと既報の blaCMY-70では基質となるβラクタム抗菌薬に違いが

ある可能性、または、本遺伝子の上流配列のプロモーター活性の違いにより差が生じた可能

性が考えられた。 
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ある黄色ブドウ球菌は温血動物の常在菌とし

て知られており、野生鳥獣由来食肉において

も例外ではない。しかし、野生鳥獣をはじめと

した環境中における本菌の分布や疫学的情報

は非常に限られている。 

また近年、グラム陰性菌による感染症の治

療において「最後の切り札」的抗菌薬であるイ

ミペネムやメロペネムなどのカルバペネム系

抗菌薬を分解するカルバペネム耐性腸内細菌

目細菌（CRE）が国際的に警戒されている。我

が国においても、2014 年 9 月より本菌を原因

とする CRE 感染症が感染症法に基づく 5 類全

数把握対象疾患となり、その発生状況を注視

している。本耐性遺伝子の特徴として①水平

伝達され易いため広く伝播する恐れがあるこ

と、②多くの variant が存在し基質となる薬

剤が異なる表現型を有するものが存在するこ

となどがあげられる。ヒトの臨床現場におけ

る CRE 感染症患者からの分離菌株の疫学的及

び遺伝学的解析は数多く報告され、その地域

で流行するその特徴が把握されつつある。し

かし、本耐性遺伝子の由来や野生鳥獣を含む

環境中に存在する腸内細菌科細菌の汚染状況

に関する報告は少ない。 

本年度は、過年度から引き続き、シカおよび

イノシシの糞便試料からの黄色ブドウ球菌並

びにβラクタム系抗生物質耐性腸内細菌科細

菌（CREを含む）の分離並びに各種遺伝子型の

調査を実施し、これら野生獣における汚染状

況に関する分子疫学データを蓄積することを

目的とした。また、市場流通後の野生鳥獣由来

食肉においても同様の調査を行い、処理過程

を経た食肉における当該菌種によるリスクを

評価した。 

 

Ｂ．研究方法 

1) 糞便試料 

本工程は、一昨年・昨年度に引き続き同事業

の分担研究者である日本大学生物資源科学部 

壁谷英則教授にご協力頂いた。日本各地より

狩猟および有害鳥獣として捕獲された野生獣

（シカ及びイノシシ）から糞便を回収し、4℃

保存の状態で当研究室まで搬入した。 

 

2) 野生鳥獣由来食肉試料 

本工程は、昨年度に引き続き株式会社一成 

迫田華絵様のご協力を頂いた。国産ジビエ認

証制度取得施設を含む施設で解体されたシカ

の生肉を使用した。なお、本食肉試料に関して

は、後述の黄色ブドウ球菌及び薬剤耐性菌の

分離に加えて、衛生学的な評価を行う目的で

一般的な食品における一般細菌数・大腸菌群・

大腸菌・サルモネラの検査も併せて実施した。 

 

3) 糞便・食肉試料からの黄色ブドウ球菌の分

離 

図1に示すフローチャートに従って行った。

なお、本法は一般的な食中毒検査におけるヒ

ト糞便・原因食品からの黄色ブドウ球菌の分

離法に準拠した方法である（鈴木, 臨床検査. 

66：64-72, 2022.）。 

 

4) 糞便・食肉試料からの薬剤耐性菌の分離 

図2に示すフローチャートに従って行った。

なお、本法は我々が報告した下水からの薬剤

耐性菌の分離法に準拠した方法である

（Suzuki et al., mSphere. 4:e00391-19, 

2019.）。 

 

5) 薬剤感受性試験（ディスク拡散法） 

BD センシ・ディスク（Becton Dickinson）

を用い、添付マニュアルに従って実施した。 

 

6) 薬剤感受性試験（Etest） 

薬 剤 感 受 性 試 験 用 Etest （ Sysmex-

biomerieux）を用い、添付マニュアルに従って

実施した。 

 

7) 分離菌株の全ゲノム解析 

分離菌株を BHI 液体培地で一晩培養し、 

DNeasy Blood & Tissue Kits（QIAGEN）を用

いてゲノム DNA（gDNA）を抽出した。それぞれ

の gDNA について、Nextera XT DNA Library 

Prep Kit（Illumina）を用いてシークエンス

用ライブラリを作製した。MiSeqもしくはiSeq

（Illumina）シークエンスシステムを用いて、

ショートリードの全ゲノムデータを取得した。 

 

7）in silico解析 

得られたペアエンドのリードデータを ANI 

Calculator
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（https://www.ezbiocloud.net/tools/ani）

CLC Genomics Workbench（QIAGEN）、PubMLST

（https://pubmlst.org/）並びに Center for 

Genomic Epidemiology

（https://cge.cbs.dtu.dk/services）にイン

ポートし、各菌株の ANI value、Mutilocus 

sequence typing（MLST）法に沿った ST 型の

決定、k-mer系統樹解析、毒素遺伝子、薬剤耐

性遺伝子の探索を行った。また、新規βラクタ

マーゼと既報のβラクタマーゼのアミノ酸配

列 ア ラ イ メ ン ト 解 析 は Clustal Omega

（ https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/msa/

clustalo）を使用した。 

 

8) 接合伝達試験 

 上項 7）で同定したβラクタマーゼ遺伝子の

うち最も分離率の高かった blaCTX-M-15の保有株

について、大腸菌 J53 株に対する接合伝達試

験を行った。なお、blaCTX-M-15保有株は、上項 7）

のゲノム解析で本遺伝子がプラスミド上に存

在すると考えられた6株（EC21B12②、EC21B29、

EC22D79、EC21B28、EC21B32 及び EC21D103②）

を使用した。方法は我々が以前報告した共培

養法に準拠した（Suzuki et al., mSphere. 

4:e00391-19, 2019.）。 

 

9) 新規βラクタマーゼの機能解析 

 上項 7）で同定した新規βラクタマーゼ遺伝

子並びに既報の blaCMY70の上流 475bpから終始

コドンまでを定法に従って PCR で増幅し、そ

れぞれ pHSG398 ベクター（タカラバイオ）に

サブクローニングした。これらのサブクロー

ニングしたプラスミド（pHSG398::blanew 及び

pHSG398::blaCMY70）を定法に従い大腸菌 DH5α

株並びに ER2566株に形質転換した。各形質転

換体をクロラムフェニコール添加LB寒天培地

で選択し、イミペネム、メロペネム、アモキシ

シリン、セフタジジムの最小発育阻止濃度

（MIC）を上項 5)の Etest を用いて測定した。

なお、PCR には Tks Gflex™ DNA Polymerase

（タカラバイオ）を用い、プライマー配列は以

下の通りである（下線部分は制限酵素サイト

を示す）； 

P475_CMYnew_F 

(TATAGAATTCTCGCTCAACAGAGGGAAAAGAC) 

P475_CMYnew_R 

(TATAAAGCTTTTACTGCAGTTTTTCAAGAATGC), 

P475_CMY70_F 

(TATAGAATTCTGGACTCTTCAGAATACAGACAG) 

P475_CMY70_R 

(TATAAAGCTTTTATTGCAGCTTTTCAAGAATGC)。 

また、pHSGベクター及び PCR産物は、EcoRI

及び HindIII（タカラバイオ）で切断後、

Ligation High ver.2（Toyobo）を用いて 16℃

で一晩、ライゲーション反応を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

特になし 

 

Ｃ．研究結果 

1) 野生獣糞便からの黄色ブドウ球菌の分離

率 (表 1) 

日本全国 15 都道府県で採取したシカ糞便

162 検体中 6 検体から黄色ブドウ球菌が分離

され、陽性率は 3.7%であった（2023年 1月 31

日から 2024 年 2 月 15 日までの搬入分）。ま

た、日本全国 8 都道府県で採取したイノシシ

糞便 61検体中 1検体のみから黄色ブドウ球菌

が分離され、陽性率は 1.6％であった。本年度

も昨年・一昨年同様、黄色ブドウ球菌はイノシ

シ糞便よりシカ糞便から高率に分離された。 

 

2) 野生獣糞便及からのβラクタム系抗生物

質耐性腸内細菌目細菌の分離率 (表 2) 

 上記と同一の糞便検体を用いてβラクタム

系抗生物質耐性腸内細菌科細菌の分離を行っ

た。昨年・一昨年の結果と同様、2023 年 1 月

31日から 2024年 2 月 15日までの搬入分の全

260 検体において CRE は検出されなかった。

セフォタキシムに耐性を示し基質特異性拡張

型β-ラクタマーゼ（Extended spectrum beta-

lactamase: ESBL）産生菌だと疑われる株が、

シカ糞便 162 検体中 2 検体（陽性率：1.2%）

から分離された一方で、イノシシ糞便 61検体

中 8 検体（陽性率：13.1%）から分離された。

分離した10株はいずれもセフタジジムをはじ

めとするセフェム系βラクタム剤に対して耐

性を示したが、イミペネム、メロペネム、ドリ

ペネム等のカルバペネム系の薬剤に対しては

感受性を示した。本年度の傾向としては、昨年

度より一昨年の報告と類似しており、シカ糞
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便よりもイノシシ糞便から高率に耐性菌が分

離された。 

 

3) 解体・加工後市場流通シカ肉からの黄色ブ

ドウ球菌並びにβラクタム系抗生物質耐性腸

内細菌目細菌の分離と一般衛生細菌検査（表

1、2） 

北海道、京都府及び兵庫県で捕獲・解体後さ

れたシカ肉 42 検体中 14 検体から黄色ブドウ

球菌が分離され、陽性率は 33.3%であった。ま

た、βラクタム系抗生物質耐性腸内細菌科細

菌は 42検体中 1検体のみから分離され、陽性

率は 2.4%であった。本年度も昨年同様、黄色

ブドウ球菌は市場流通シカ肉から高率に分離

された。また、黄色ブドウ球菌の分離される処

理施設は偏っており、北海道の処理施設 F は

検査時期を異なっていても高率に分離される

傾向があった。 

 

4) 分離した黄色ブドウ球菌の遺伝学的特性

（表 3） 

分離した黄色ブドウ球菌 73株（昨年及び一

昨年の分離菌株も含む）の全ゲノム解析を進

めており、各菌株の ANI value、ST型の決定、

毒素遺伝子、薬剤耐性遺伝子の探索を行った。

各菌株の特徴については表 3 を参照されたい

（数値、遺伝子名が空欄のものは 2024年 4月

現在解析中の菌株である）。 

 

5) 分離した薬剤耐性腸内細菌目細菌の特性

（図 3、図 4、図 5、表 4、表 5） 

分離したβラクタム系抗生物質耐性腸内細

菌目細菌 36株（昨年及び一昨年の分離菌株も

含む）の全ゲノム解析を進めた。 

昨年度までに分離された28株すべてがセフ

タジジム及びカルバペネム系薬剤以外のβラ

クタム剤に耐性を示し、その内 2株（CB21D158

及び EH22D99）はイミペネムの阻止円径が耐性

と感受性の中間を示した（表 4）。本 28株中 26

株の菌種が Escherichia coli であり、上記の

CB21D158 は Citrobacter braakii、EH22D99 は

Enterobacter hormaechei であった。なお、本

年度詳細なゲノム解析を実施したことで、一

部菌種同定結果の修正点があり、昨年度報告

書から菌株名を CL22D99 から EH22D99 に修正

し 、 菌 種 も Enterobacter cloacae か ら

Enterobacter hormaechei に訂正する。 

CTX 耐性 E. coli 株は分子系統樹解析並び

に MLSTから大きく 3つのクラスターに分類さ

れた。また、これらは少なくとも 1 種類のβ

ラクタマーゼ遺伝子を保有し、その多くが

blaCTX-M-15（46.2%）もしくは blaCTX-M-55（34.6%）

を保有した（図 3）。最も分離率の高かった

blaCTX-M-15 は 3 種類の遺伝子カセット内に存在

し、染色体（4 株分離）・プラスミド（6 株分

離）どちらにも挿入され得ることが明らかと

なった（図 4）。また、blaCTX-M-15保有プラスミ

ドはいずれも E. coli J53株に対して接合伝

達を起こさなかった（表 5）。 

C. braakii CB21D158 株は新規のβラクタ

マーゼ遺伝子を保有していた。この新規βラ

クタマーゼは、EC21B42 株が保有する既報の

blaCMY-70 と比較して 18 ヵ所のアミノ酸置換を

生じていた（図 5）。 

 

6) 新規βラクタマーゼの機能解析（表 6） 

前項 5)で同定した新規βラクタマーゼ遺伝

子について上流 475bp（予測プロモーター配列）

を含むように pHSG398 ベクターに導入し、大

腸菌（DH5α 及び ER2566）に形質転換した。

pHSG398 空ベクターの形質転換体と比較して、

pHSG398::blanew 形質転換体のイミペネム、メ

ロペネム、アモキシシリン、セフタジジムの

MIC はすべて上昇していた。しかし、

pHSG398::blanew 形質転換体はいずれの薬剤に

対 す る MIC も 既 報 の β ラ ク タ マ ー ゼ

pHSG398::blaCMY70 形質転換体より低値であっ

た。 

 

Ｄ．考察 

1) 野生鳥獣が保有する病原菌のリスクにつ

いて 

黄色ブドウ球菌の分離率がイノシシ糞便よ

りシカ糞便から高率であることは昨年及び一

昨年と同様の傾向であった。この 3 年間の継

続した結果は、イノシシよりシカの方が、黄色

ブドウ球菌の保菌率が高いことを強く示唆し

ている。昨年度までの分離菌株のゲノム解析

により、①野生獣には、CC121から分岐した独

自の黄色ブドウ球菌クローンが定着している

こと、②流通ジビエ肉への黄色ブドウ球菌汚
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染は処理工程における糞便汚染であることが

示唆されている。本年度の分離結果より、同一

処理施設から異なる時期にサンプリングした

シカ肉において高率に分離される傾向にあっ

たこと、また一般細菌数及び大腸菌群数は高

値であり、また大腸菌も検出されており、昨年

度の結果に引き続いて、黄色ブドウ球菌の高

い分離率との相関性があったことから糞便汚

染を強く支持する結果であると考えられ、本

施設での処理工程を見直す必要があると考え

られる。 

一昨年から継続してCREの分離を試みたが、

本年度も CRE は分離されなかった。3 年間の

継続した検査において 1 株も分離されなかっ

たことは、ヒトの臨床現場で大きな問題にな

っている CRE が野生鳥獣の環境には拡散して

いないことを強く示唆している。 

本年は、11 株の CTX耐性の腸内細菌目細菌

が分離された。昨年度はイノシシ糞便よりシ

カ糞便から高率に分離されたが、本年度は一

昨年の傾向に類似しイノシシ糞便からの方が

高率に分離された。この理由として、昨年度分

離を試みたイノシシ糞便は大分・宮崎の 2 県

のみから採取したものであり、地域性に偏り

が生じたためと考察したが、本年度は 8 都道

府県と、ある程度地域に偏りがないサンプリ

ングが実施できたためであると考えられる。

しかし、本年度も genotype と薬剤耐性遺伝子

の保有、あるいは分離地域の間に明確な関連

性は見出されなかった。 

CTX 耐性 E. coli 株は分子系統樹解析並び

に MLSTから大きく 3つのクラスターに分類さ

れた。また、これらは少なくとも 1 種類のβ

ラクタマーゼ遺伝子を保有し、その多くが

blaCTX-M-15（46.2%）もしくは blaCTX-M-55（34.6%）

を保有した。最も分離率の高かった blaCTX-M-15

は 3 種類の遺伝子カセット内に存在し、染色

体・プラスミドどちらにも挿入され得ること

が明らかとなった。いずれのカセットも動物・

環境からの分離例が報告されており、世界中

に広く分布していると考えられる。また、今回

解析した blaCTX-M-15保有プラスミドはいずれも

E. coli J53 株に対して接合伝達を起こさな

かった。このことは国内野生動物由来の

blaCTX-M-15 保有プラスミドを介した本遺伝子の

伝播は起こりづらいことを示唆している。し

かし、blaCTX-M-15 はすでに環境中に広く分布し

ている耐性遺伝子であり、可動性の遺伝子カ

セット内に存在することからも、本プラスミ

ドを介さない伝播様式（例えば、別のプラスミ

ドあるいは別の可動性遺伝因子）により広域

に拡散している耐性遺伝子であると推測され

た。 

 

2) 新規βラクタマーゼの機能について 

 今年度同定した新規βラクタマーゼ遺伝

子について形質転換体を用いた機能解析を行

った。pHSG398空ベクターの形質転換体と比較

して、pHSG398::blanew 形質転換体のイミペネ

ム、メロペネム、アモキシシリン、セフタジジ

ムの MIC はすべて上昇していた。しかし、

pHSG398::blanew 形質転換体はいずれの薬剤に

対 す る MIC も 既 報 の β ラ ク タ マ ー ゼ

pHSG398::blaCMY70 形質転換体より低値であっ

た。このことから、CB21D158 株が持つ新規β

ラクタマーゼと既報の blaCMY-70 では基質とな

るβラクタム薬に違いがある可能性が考えら

れた。また、今回はそれぞれの株が保有する上

流配列（すなわち予測プロモーター配列）を活

かした形で、本実験を行った。すなわち、今回

の活性の違いが、上流配列のプロモーター活

性の違いにより生じた可能性も考えられる。 

 

Ｅ．結論 

1）一昨年及び昨年と同様、黄色ブドウ球菌の

分離率がイノシシ糞便よりシカ糞便から高率

であることから、イノシシよりシカの方が、黄

色ブドウ球菌の保菌率が高いことを強く示唆

している。 

 

2）一昨年及び昨年と同様、CRE は分離されな

かったことから、野生鳥獣が生息する環境に

は CRE が拡散していないことが示唆された。

また、本年は 11 株（シカ糞便：3 株、イノシ

シ糞便：8株）の CTX 耐性の腸内細菌目細菌が

分離され、イノシシ糞便からの方が高率に分

離された。これは一昨年の傾向に類似してお

り、本年度は 8 都道府県と、ある程度地域に

偏りがないサンプリングが実施できたためで

あると考えられる（なお、昨年度分離を試みた

イノシシ糞便は大分・宮崎の 2 県のみから採
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取したものであり、地域性に偏りが生じたた

めと考察した）。 

 

3) 食肉検体由来の分離菌株について、処理施

設ごとに分離率が異なり、処理施設 F では特

に高い分離率であった。本施設で処理された

食肉における一般細菌数及び大腸菌群数は高

値であり、また大腸菌も検出されており、昨年

度に引き続いいて、黄色ブドウ球菌の高い分

離率が糞便汚染に起因することを強く支持し

ていると考えられる。 

 

4) CTX 耐性菌が保有するβラクタマーゼ遺伝

子のうち、最も分離率の高かった blaCTX-M-15は

3種類の遺伝子カセット内に存在し、染色体・

プラスミドどちらにも挿入され得ることが明

らかとなった。いずれのカセットも動物・環境

からの分離例が報告されており、世界中に広

く分布していると考えられる。また、今回解析

した blaCTX-M-15 保有プラスミドはいずれも E. 
coli J53株に対して接合伝達を起こさなかっ

た。すなわち本プラスミドを介した blaCTX-M-15

遺伝子の伝播は起こりづらいと考えられるが、

blaCTX-M-15 遺伝子はすでに国内外の環境中に広

く分布しており、可動性の遺伝子カセット内

に存在することからも、本プラスミドを介さ

ない伝播様式により広域に拡散している耐性

遺伝子であると推測された。 

 

5) 本年実施した詳細なゲノム解析により、新

規βラクタマーゼ遺伝子を同定した。

pHSG398::blanew 形質転換体のイミペネム、メ

ロペネム、アモキシシリン、セフタジジムに対

する MIC はすべて上昇していた。しかし、こ

れらの MIC は、既報のβラクタマーゼ

pHSG398::blaCMY70 形質転換体より低値であっ

た。このことから、新規βラクタマーゼと既報

の blaCMY-70 では基質となるβラクタム薬に違

いがある可能性が考えられた。また、今回はそ

れぞれの株が保有する上流配列（すなわち予

測プロモーター配列）を活かした実験系であ

ったことから、上流配列のプロモーター活性

の違いにより生じた可能性も考えられたため、

今後さらなる検証が必要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

特になし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

1. Suzuki, Y., Ishitsuka, T., Takagi, M., 

Sasaki, Y., Kakuda, T., Kobayashi, K., 

Kubota, H., Ono, H.K., Kabeya, H., Irie, 

T., Andoh, M., Asakura, H., and Takai, S. 

(2024). Isolation and genetic 

characterization of Staphylococcus aureus 
from wild animal feces and game meats. 

Folia Microbiol. 69:347-360. 

 

２．学会発表 

1. 鈴木康規、石塚桃子、高木美羽、久保田寛

顕、小林甲斐、壁谷英則、佐々木由香子、角田 

勤、髙井伸二. 野生獣糞便並びに市場流通シ

カ肉からのβラクタム系抗菌薬耐性腸内細菌

目細菌の分離とその特性. 第 44 回日本食品

微生物学会学術総会（大阪）2023年 9月 21 日

-22日. 講演要旨集 p 26. 

 

2. 石塚桃子、鈴木康規、高木美羽、久保田寛

顕、小林甲斐、壁谷英則、小野久弥、佐々木由

香子、角田 勤、髙井伸二. 野生獣糞便並びに

市場流通シカ肉からの黄色ブドウ球菌の分離

と分離菌株の特性. 第 44 回日本食品微生物

学会学術総会（大阪）2023 年 9月 21日-22日. 

講演要旨集 p 26. 

 

３．講演会 

1. 髙井伸二．野生鳥獣処理活用技術者研修会 

令和 5 年 8 月 30 日、兵庫県神戸市、70 名、

「ジビエ基礎セミナー」 農林水産省補助事

業 鳥獣被害対策基盤支援事業（株式会社一

成）本セミナーは、ジビエ処理加工施設の経営

を考えている関係者を対象として、被害対策

で捕獲した個体の衛生的な解体 処理技術、食

肉ビジネスに取組む上での運営等に関する必

要な考え方、捕獲から販売流 通までの計画立

案に必要な応用力を身につけ、自ら実践、立案

できる人材の育成を目指している。 

 

2. 髙井伸二. 野生鳥獣処理活用技術者研修

会 令和 5年 9月12−13日、京都府京丹波町、

50名、「野生鳥獣由来食肉の安全性の確保とリ
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スク管理：何が重要か」 農林水産省補助事業 

鳥獣被害対策基盤支援事業（株式会社一成） 

概要は同上 

 

3. 髙井伸二. 野生鳥獣処理活用技術者研修

会 令和 5 年 11 月 8−9 日、鹿児島県阿久根

市、50名、「野生鳥獣由来食肉の安全性の確保

とリスク管理：何が重要か」 農林水産省補助

事業 鳥獣被害対策基盤支援事業（株式会社

一成） 概要は同上 

 

4. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和 5

年 10月 20日（オンライン） 50名「衛生管

理・疾病」農林水産省補助事業 鳥獣被害対策

基盤支援事業 利活用技術者育成研修事業（株

式会社一成）。概要 野生動物の捕獲従事者等

を対象とした食肉利用に適した捕獲および異

常の確認、および衛生管理等に関する研修会

を実施する。研修終了後、受講者に対して、研

修カリキュラムの理解度を確認し、研修修了

証を受講者に授与する。 

 

5. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和 5

年 12 月 5 日（オンライン） 40 名「衛生管

理・疾病」農林水産省補助事業 鳥獣被害対策

基盤支援事業 利活用技術者育成研修事業（株

式会社一成）。概要は同上 

 

6. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和 6

年 1 月 18 日（オンライン） 40 名「衛生管

理・疾病」農林水産省補助事業 鳥獣被害対策

基盤支援事業 利活用技術者育成研修事業（株

式会社一成）。概要は同上 

 

7. 髙井伸二. ジビエハンター研修会 令和 6

年 2月 1日（オンライン） 40名「衛生管理・

疾病」農林水産省補助事業 鳥獣被害対策基盤

支援事業 利活用技術者育成研修事業（株式会

社一成）。概要は同上 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし 
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図表 

表 1. 野生獣糞便及び食品検体からの黄色ブドウ球菌の分離結果（一昨年・昨年検体も含む） 

 
 

* 昨年度までの報告書は、継続検査の途中経過を報告したため年度毎の結果を記載したものを

報告したが、本年度は最終年度であるため年ごとに集計し直し、記載した。 

  

  分離年 陽性率 % 
 訳

都 府県    ：由来 
 株名

シカ糞便 2021 8/182 (4.4%) 青森    ：交通事故死個  SA21S1, SA21S2, SA21S5

奈良    ：畜産協会 SA21D57, SA21D63, SA21D82

群馬    ：猟友会 SA21D62

宮崎    ：畜産協会 SA21D112

2022 21/191(11.0%) 岩     ：猟友会 SA22D4

静岡    ：畜産協会 SA22D23

宮崎    ：猟友会 畜産協会 SA22D43, SA22D144, SA22D146

大分    ：畜産協会 SA22D82, SA22D108, SA22D140

奈良    ：畜産協会 SA22D93, SA22D114, SA22D162

北海     ：民 企業 SA22D97

京都    ：民 企業 SA22D98

大阪    ：畜産会 SA22D101, SA22D116, SA22D127, SA22D163, SA22D164

神奈川    ：民 企業 SA22D109

青森    ：畜産協会 SA22D149, SA22D195

2023 6/162(3.7%) 静岡    ：畜産協会 SA23D5, SA23D25

奈良    ：民 企業 SA23D53

大分    ：畜産協会 SA23D63

 児島    ：畜産   指導協会 SA23D117

宮崎    ：畜産協会 SA23D137

イノシシ糞便 2021 0/70(0%)

2022 2/47(4.3%) 岡山    ：猟友会 SA22B2

宮崎    ：畜産協会 SA22B25

2023 1/61(1.6%) 青森    ：畜産協会 SA23B46

   シカ  2022 21/75 (28.0%) 静岡    /    ：    SA22DM15

静岡    /   ：  B SA22DM20, SA22DM21

宮崎    /9  ：    SA22DM30, SA22DM31, SA22DM33

徳島    /   ：    SA22DM37, SA22DM39

 児島     /    ：    
SA22DM40, SA22DM41, SA22DM42, SA22DM43, SA22DM46, SA22DM47,

SA22DM48, SA22DM49, SA22DM50, SA22DM51, SA22DM52

イ ターネット購入 SA22DM69, SA22DM71

2023 14/42 (33.3%) 北海      /    ：  F 
SA23DM1, SA23DM2, SA23DM3, SA23DM4, SA23DM23,

SA23DM24, SA23DM25, SA23DM26, SA23DM29, SA23DM32

京都    /    ：  G SA23DM34

兵庫    /   ：  H SA23DM15, SA23DM16

兵庫    /   ：  I SA23DM21
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表 2. 野生獣糞便及び食品検体からの薬剤耐性腸内細菌目細菌の分離結果（一昨年・昨年検体

も含む） 

 
 

* 昨年度までの報告書は、継続検査の途中経過を報告したため年度毎の結果を記載したものを

報告したが、本年度は最終年度であるため年ごとに集計し直し、記載した。 

 

** et23D157 株、et23D164 株、et23B17 株、et23B19 株、et23B22 株、et23B23 株、

et23B36 株、et23B40 株、et23B43 株、et23B51 株及び et23DM26 株は ANI analysis が未実

施のため菌種決定されていない。仮の菌株名を記載している。  

  分離年 陽性率 % 
 訳

都 府県    ：由来 
 株名

カ バペネム耐性腸        R  

シカ糞便 2021 0/182(0%)

2022 0/191(0%)

2023 0/152(0%)

イノシシ糞便 2021 0/70(0%)

2022 0/47(0%)

2023 0/61(0%)

   シカ  2022 0/75(0%)

2023 0/42(0%)

セフォタキシム耐性腸        SBL疑い 

シカ糞便 2021 7/182 (3.8%) 大分    ：畜産協会 EC21D54, EC21D79

大阪    ：畜産会 

うち   から  類 株を分離
     9 ,      9 ,      9 ,         ① (        ②)

青森    ：畜産協会 CB21D158

2022 5/191(2.6%) 奈良    ：畜産協会 EC22D69, EC22D94

北海     ：民 企業 EC22D92

大阪    ：畜産会 EC22D116

京都    ：民 企業 EH22D99

2023 2/162(1.2%) 由来不明     et23D157, et23D164

イノシシ糞便 2021 14/70(20.0%)
大分     ：畜産協会 

うち   から  類 株を分離

    B  ①     B  ② ,     B  ,     B 9,     B  ,     B  

EC21B29, EC21B32, EC21B39, EC21B42, EC21B44

奈良    ：畜産協会 EC21B23, EC21B46

山形    ：畜産協会 EC21B27

熊本     EC21B33

2022 1/47(4.3%) 岡山    ：猟友会 EC22B2

2023 8/61(13.1%) 青森    ：畜産協会 et23B17, et23B22

大分    ：畜産協会 et23B19, et23B23, et23B36, et23B51

山形    ：畜産協会 et23B40, et23B43

   シカ  2022 0/75 (0%)

2023 1/42 (2.4%) 北海     /    ：  G et23DM26
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表 3. 分離した黄色ブドウ球菌の遺伝学的特性（一昨年・昨年の分離菌株も含む） 

Strain name Prefecture 
ANI 

value 

Sequence 

type 
Enterotoxin gene * Resistance gene Sccmec 

SA21S1 Aomori 97.95  8073 No No No 

SA21S2 Aomori 97.84  1250 No No No 

SA21S5 Aomori 97.83  1250 No No No 

SA21D57 Nara 98.66  188 No No No 

SA21D62 Gunma 97.94  8074 No No No 

SA21D63 Nara 97.83  8075 No No No 

SA21D82 Nara 97.89  8076 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA21D112 Miyazaki 97.78  8084  No No No 

SA22D4 Iwate 97.90  8083  No No No 

SA22D23 Shizuoka 97.92  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D43 Miyazaki 97.81  8077  No No No 

SA22D82 Oita 97.83  8077  No No No 

SA22D93 Nara 97.93  8076  sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D97 Hokkaido 97.83  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D98 Kyoto 97.84  8078  No No No 

SA22D101 Osaka 97.95  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D108 Oita 98.49  2449 
sec, seh, sei, sel, sem, 
sen, seo, selu 

blaZ  

(β-lactam) 

aph(2'')-Ia 

(aminoglycoside) 

No 

SA22D109 Kanagawa 97.91  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D114 Nara 97.85  8083  No No No 

SA22D116 Osaka 97.86  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D127 Osaka 97.80  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D140 Oita 97.92  8079 No No No 

SA22D144 Miyazaki 97.81   8079 No No No 

SA22D146 Miyazaki 97.76  8080  No No No 

SA22D149 Aomori 97.93  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D162 Nara 97.82  8076  sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D163 Osaka 97.82  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D164 Osaka 97.88  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22D195 Aomori 97.67 398 No 

blaTEM-116 

(β-lactam) 

erm(T) 

(Erythromycin) 

No 

SA23D5 Shizuoka 97.78 6238 sei, sem, sen, seo, selu 
blaTEM-116 

(β-lactam) 
No 

SA23D25 Shizuoka      

SA23D53 Nara      

SA23D63 Oita      
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SA23D117 Kagoshima      

SA23D137 Miyazaki      

SA22B2 Okayama 97.91  133 No No No 

SA22B25 Miyazaki 97.86  8077 No No No 

SA23B46       

SA22DM15 Shizuoka 97.80  8078  No No No 

SA22DM20 Shizuoka 97.88  6238 sei, sem, sen, seo, selu No No 

SA22DM21 Shizuoka 97.78  8074  No No No 

SA22DM30 Miyazaki 97.82  8077  No No No 

SA22DM31 Miyazaki 98.01  8081  No No No 

SA22DM33 Miyazaki 97.79  8080  No No No 

SA22DM37 Tokushima 98.04  8082  No No No 

SA22DM39 Tokushima 97.90  8082  No No No 

SA22DM40 Kagoshima 97.80 1250 No No No 

SA22DM41 Kagoshima 97.82 1250 No No No 

SA22DM42 Kagoshima 99.03 4278 No 
blaZ  

(β-lactam) 
No 

SA22DM43 Kagoshima 99.01 4278 No 
blaZ  

(β-lactam) 
No 

SA22DM46 Kagoshima 99.02 4278 No 
blaZ  

(β-lactam) 
No 

SA22DM47 Kagoshima 98.99 4278 No 

blaZ  

(β-lactam) 

aph(2'')-Ia 

(aminoglycoside) 

No 

SA22DM48 Kagoshima 99.00 4278 No 
blaZ  

(β-lactam) 
No 

SA22DM49 Kagoshima 99.03 4278 No 

blaZ  

(β-lactam) 

aph(2'')-Ia 

(aminoglycoside) 

No 

SA22DM50 Kagoshima 99.00 4278 No 

blaZ  

(β-lactam) 

aph(2'')-Ia 

(aminoglycoside) 

No 

SA22DM51 Kagoshima 99.02 4278 No 
blaZ  

(β-lactam) 
No 

SA22DM52 Kagoshima 99.00  4278 No 

blaZ  

(β-lactam) 

aph(2'')-Ia 

(aminoglycoside) 

No 

SA22DM69 ― 97.84 6238 sei, sem, sen, seo, selu blaTEM-116 No 
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(β-lactam) 

SA22DM71 ― 99.03 20 
seg, sem, sen, seo, 
selu 

blaZ, blaTEM-116 

(β-lactam) 
No 

SA23DM1 Hokkaido      

SA23DM2 Hokkaido      

SA23DM3 Hokkaido      

SA23DM4 Hokkaido      

SA23DM15 Hyogo      

SA23DM16 Hyogo      

SA23DM21 Hyogo      

SA23DM23 Hokkaido      

SA23DM24 Hokkaido      

SA23DM25 Hokkaido      

SA23DM26 Hokkaido      

SA23DM29 Hokkaido      

SA23DM32 Hokkaido      

SA23DM34 Kyoto      

* Enterotoxin genes は Center for Genomic Epidemiology 

(https://genomicepidemiology.org/)のデータベース上に登録されている遺伝子配列と相同性の

あったものを抽出しており、変異が存在するもの（完全に配列が一致しないもの）も含む 
** 表中の空欄は解析中の菌株である。 

  

https://genomicepidemiology.org/
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表 4 分離した薬剤耐性腸内細菌目細菌の薬剤感受性試験 

 
* R：耐性、I：中間、S：感受性、－：実施せず 

  

モノバクタム系

AM10 AMX25 CZ30 CTX30 CAZ30 CRO30 CPD10 IPM10 MEM10 DRI10 ATM30

EC21D54 シカ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21D79 シカ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21D90 シカ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21D93 シカ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21D96 シカ糞便 R R R R R R R S S S R

        ① シカ糞便 R R R R I R R S S S I

        ② シカ糞便 R R R R R R R S S S R

CB21D158 シカ糞便 R R R R R R R I S S I

EC22D69 シカ糞便 R R R R R R R S S S R

EC22D92 シカ糞便 R R R R I R R S S S R

EC22D94 シカ糞便 R R R R I R R S S S S

EC22D116 シカ糞便 R R R R R R R S S S S

EH22D99 シカ糞便 R R R R R R R I S S R

et23D157 シカ糞便 R R R R S R R S ー S R

et23D164 シカ糞便 R R R R R R R S ー S R

    B  ① イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

    B  ② イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21B18 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S I

EC21B19 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21B22 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21B23 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21B27 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21B28 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21B29 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21B32 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

EC21B33 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

EC21B39 イノシシ糞便 R R R R S R R S S S R

EC21B42 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S S

EC21B44 イノシシ糞便 R R R R S R R S S S I

EC21B46 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

et23B17 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

et23B19 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S I

et23B22 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

et23B23 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

et23B36 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

et23B40 イノシシ糞便 R R R R R R R S S S R

et23B43 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

et23B51 イノシシ糞便 R R R R I R R S S S R

et23DM26 シカ R R R R R R R I S I R

 株名 由来
ペ シリ 系 セフェム系 カ バペネム系
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表 5 blaCTX-M-15遺伝子の存在様式と本遺伝子が存在するプラスミドの接合伝達効率 

 
* blaCTX-M-15は 3 種類の遺伝子カセット内に存在し染色体・プラスミドどちらにも挿入され得る 
** 今回の分離菌株が保有するプラスミドはいずれも E. coli J53 株に対して接合伝達を起こさ

なかった 
*** いずれのカセットも動物・環境からの分離例が報告されており、世界中に広く分布してい

ると考えられる 
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表 6 pHSG 形質転換体、pHSG398::blanew形質転換体及び pHSG398::blaCMY70形質転換にお

ける最小発育阻止濃度の変化 

 

 
  



81 

 

図 1. 黄色ブドウ球菌の分離方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 薬剤耐性菌の分離方法 
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図 3 分離した薬剤耐性腸内細菌目細菌の遺伝学的特性（一昨年・昨年の分離菌株も含む） 

 

* 分離した CTX 耐性菌株は分子系統樹解析並びに MLST から大きく 3 つのクラスターに分類

された 
** いずれの菌株も少なくとも 1 種類のβラクタマーゼ遺伝子を保有し、その多くが blaCTX-

M-15（46.2%）もしくは blaCTX-M-55（34.6%）を保有した（CTX-M-15 型と CTX-M-55 型

は 1 アミノ酸置換【A80V】のみの違い 

 
* CB21D158 株は新規のβラクタマーゼ遺伝子を保有していた 
** EH22D99 株は AmpC 型βラクタマーゼである blaACT-16を保有していた。AmpC 過剰産生

菌はカルバペネムの MIC を上昇することが知られており、これは薬剤感受性試験の結果と一

致する 

 

  



83 

 

図 4 blaCTX-M-15遺伝子の存在様式 

 

 
 

図 5 CB21D158 株が持つ新規βラクタマーゼ配列と既報の blaCMY-70配列との比較 

 
 
* CB21D158 株が持つ新規βラクタマーゼは、既報の blaCMY-70（EC21B42 株が保有）と比較し

て 18 ヵ所のアミノ酸置換を生じていた 
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別添４ 

令和 5年度厚生労働科学研究費補助金 

（食品の安全確保推進研究事業） 

「野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究」 

分担研究報告書 

 

野生動物のコクシエラ科、リケッチア科、アナプラズマ科細菌の保有状況に関する研究 

 

研究分担者 鈴木康規 （北里大学獣医学部） 

研究協力者 安藤匡子 （鹿児島大学共同獣医学部） 

    

 

 
 

 

Ａ．研究目的 

野生鳥獣を食肉利用するためには、狩猟・運

搬・処理・解体等の工程があり、野生鳥獣の血

液や外部寄生虫（特にマダニ）を介する人獣共

通感染症の病原体に暴露される可能性がある。

感染防止対策のためには病原体の存在を把握

する必要がある。そこで、Q熱を起こすコクシ

エラ科、日本紅斑熱やつつが虫病を起こすリ

ケッチア科、アナプラズマ症を起こすアナプ

ラズマ科細菌の保有状況を調査する。これら

の細菌はマダニが保有する場合もあるため、

捕獲した野生動物個体に寄生していたマダニ、

野生動物の捕獲地域の植生から採集したマダ

ニも調査する。 

アナプラズマは、国内に様々な種が存在す

ることが確認されているが、人や動物への病

原性など明らかではないことが多い。

Anaplasma capra は、過去に日本国内でも野生

動物から遺伝子が検出されているが、近年、諸

外国において確定診断されなかったマダニ媒

介性感染症を疑う患者から本菌が検出され、

新興人獣共通感染症として注目されている。

その他にも、診断技術の向上により、これまで

病原性が明らかになっていないアナプラズマ

科細菌の人への感染が報告されるようになっ

てきた。国内でのアナプラズマ症の報告は稀

であるが、今後、注意していかなければならな

い。 

屋久島に生息するヤクシカは日本ジカの亜

種である。本研究では、亜種として注目した

のではなく、生息地が離島（屋久島）という

隔離された環境であることに注目した。これ

までにヤクシカは九州本土のニホンジカより

もアナプラズマ科細菌の保有率が高いことが

明らかになったが、屋久島のマダニからはア

ナプラズマ科細菌は検出されなかった。 

 

Ｂ．研究方法 

昨年度までは、屋久島においてアナプラズ

マのベクターとなりうるマダニの採集は、狩

猟期である冬期（12 月、1月、2月）であっ

た。今年度は、シカの狩猟期にあり気温がそ

れほど下がらない 9月に採集した。シカの捕

獲地域は、人の生活圏内である島の沿革にあ

研究要旨： 

コクシエラ科、リケッチア科、アナプラズマ科細菌の保有状況を調査において、特定の地域

（屋久島）のシカの脾臓から高率にアナプラズマ科細菌が検出された。全身感染しているか

調べるため、シカの血液、ベクターとして考えられるマダニも調査した。血液からは、脾臓

から検出されたアナプラズマ科細菌と同じ配列の遺伝子が検出され、全身感染している個体

がいることが明らかになり、この細菌は Anaplasma capra と推定された。しかし、シカに吸

着したマダニと植生上のマダニからは、アナプラズマ科細菌は検出されなかったため、アナ

プラズマを媒介するベクターは推定できなかった。シカからは A. capra の他にもアナプラ

ズマ科細菌の検出が多いことから、シカはアナプラズマ科細菌に感受性が高いことが考えら

れる。 
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たる標高が低い地域であり、世界遺産登録

地、国立公園地域、原生自然環境保全地域を

除く。 

（倫理面への配慮） 

承認、届出、確認等が必要な研究に該当し

ない。 

 

Ｃ．研究結果 

屋久島で採集されたマダニは、合計 8 種で

あった（表 1）。Ixodes turdus（アカコッコ

マダニ）、Haemaphysalis formosensis（タカ

サゴチマダニ）の若虫、H. megaspinosa（オ

オトゲチマダニ）の幼虫は植生からのみ採集

された。I. ovatus（ヤマトマダニ）、H. 
flava（キチマダニ）の雌・雄・若虫、H. 
formosensis の雌、H. megaspinosa の雄・

雌、H. yeni（イエンチマダニ）の雄・雌

は、シカからのみ採集された。H. yeni がシ

カに最も多く吸着していた。 

 

Ｄ．考察 

屋久島のヤクシカから検出される A. capra
と推定されるアナプラズマ科細菌のベクター

を推定することはできなかった。シカは、ヤ

クシカの A. capraの他にもアナプラズマ科

細菌が検出されることから、本菌に対する感

受性が高いことが考えられる。ベクターとな

っているマダニは保有するアナプラズマ科細

菌の菌数が少ないために検出できず、感受性

の高いシカ体内ではよく増殖し、本研究のよ

うに効率に検出されると推察できる。 

今後、A. capraとその他のアナプラズマ科

細菌の分離を試み、病原性を含めた性状解析

が必要である。 

 

Ｅ．結論 

アナプラズマ症の患者は日本国内では報告

が稀であるが、諸外国においてもレトロスペ

クティヴに新興アナプラズマ症の患者が見い

だされていることから、注視が必要である。

国内で検出されるアナプラズマ科細菌の分離

株を得ることが今後重要である。 

 

Ｆ．健康危機情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

1） Suzuki Y, Ishitsuka T, Takagi M, 

Sasaki Y, Kakuda T, Kobayashi K, 

Kubota H, Ono HK, Kabeya H, Irie T, 

Andoh M, Asakura H, Takai S. 

Isolation and genetic 

characterization of Staphylococcus 
aureus from wild animal feces and 
game meats. Folia Microbiol. 
69(2):347-360, 2024. 

 

２．学会発表 

1） 安藤匡子．Q熱とその起因菌 Coxiella 
burnetii．第 97 回日本感染症学会総

会・学術講演会・第 71回日本化学療法

学会学術集会合同学会，日本熱帯医学

会ジョイントシンポジウム「人獣共通

感染症研究の魅力と今後の展望」，パシ

フォコ横浜（神奈川県），2023年 4月

29日． 

2） 山田大陽，中村南美子，髙山耕二，河合

渓，安藤匡子．屋久島および奄美諸島に

生息する野生動物の薬剤耐性大腸菌保

有調査．第 166回日本獣医学会学術集会，

2023年 9月 5〜18日オンライン・オンデ

マンド配信（東京農工大学） 

 

３．講演会 

1） 安藤匡子．マダニが関連する人獣共通感

染症．第 67 回兵庫県公衆衛生獣医師総

会・第 48回研修会，兵庫県中央労働セン

ター，2023年 10 月 28日 

 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし 
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表 1．屋久島で採集されたマダニの種類とステージ 

Species Male Female Nymph Larva Total 

Ixodes ovatus 0   3** 0 0 3 

Ixodes turdus 0  1* 0  2* 3 

Haemaphysalis cornigera 0 2 0 0 2 

Haemaphysalis flava   1**   6**   4** 4 15 

Haemaphysalis formosensis 0   2**  1* 0 3 

Haemaphysalis kitaokai 6 3 0 5 14 

Haemaphysalis megaspinosa   1**   1** 1  5* 8 

Haemaphysalis yeni   20**   17** 14 33 84 

*植生からのみ採集された 

**シカからのみ採集された 
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別添５ 

研究成果の刊行に関する一覧表 
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人を対象とする生命科学･医学系研究に関する倫理

指針（※3）
□ ■ □ |■

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ ■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□ ■ |■|■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（桁針の名称： ）
□■’ ■ □

(X l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記戦すること。

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針｣、「臨床研究に関する倫理指針｣、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

|’受講 ■ 未受識 □研究倫理教育の受講状況

6．利益相反の管理

有 ■ 無 口(無の場合はその理由当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定
咄

I

有 ■ 無 □(無の場合は委託先機関当研究機関におけるC○I委員会設置の有無 ）

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □(無の場合はその理由 ）

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有 口 無 ■（有の場合はその内容

Ｌ
・
１
１
Ｊ

(留意事項） 該当する□にチェックを入れること。

分担研究音の所属する機関の長も作成すること。









令和６年４月９日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 北里大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 島袋 香子          
 

   次の職員の令和 5 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 食品の安全確保推進研究事業                            

２．研究課題名 野生鳥獣由来食肉の食中毒発生防止と衛生管理ガイドラインの改良に資する研究

（21KA1003） 

３．研究者名 （所属部署・職名） 獣医学部獣医学科・講師                    

（氏名・フリガナ） 鈴木 康規 （スズキ ヤスノリ）                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


